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総 務 常 任 委 員 会 記 録

１．会議日時

平成２５年３月１２日（火）午前１０時　　　　開会

　　　　　　　　　　　　　午後　５時１６分　散会

１．場所

３０１会議室

１．出席委員
委 員 長　三好義治  副委員長　上村高義  委　　員　藤浦雅彦
委　　員　南野直司  委　　員　三宅秀明  委　　員　野口　博

１．欠席委員
なし

　　　　
１．説明のため出席した者

　　市　長　森山一正 副市長　小野吉孝

市長公室長兼会計管理者　乾　富治　　同室次長　山本和憲
秘書課長　池上　彰 政策推進課長　山口　猛 人事課長　大橋徹之
人権女性政策課長　牛渡長子　　同課参事　中村実彦
総務部長　有山　泉 同部次長兼財政課長　北野人士
同部参事兼納税課長　東角泰典　　総務課長兼選挙管理委員会事務局長　松方和彦
防災管財課長　西川　聡 情報政策課長　槙納　縁 市民税課長　和田元伸
固定資産税課長　中西利之 工事検査室長　宮木茂実 会計室長　日垣智之
監査委員・公平・固定資産評価審査委員会事務局長　山田雅也
消防長　北居　一 消防本部次長兼消防署長　　熊野　誠
同本部参事兼警備課長　樋上繁昭　　総務課長　納家浩二　　予防課長　橋本雅昭
警防第１課長　堤　仁志 同課参事　木下正雄 警防第２課長　明原　修
同課参事　松田俊也

１．出席した議会事務局職員
事務局長　寺本敏彦 同局総括参与　野杁雄三

１．審査案件（審査順）
議案第　１号　平成２５年度摂津市一般会計予算所管分
議案第　９号　平成２４年度摂津市一般会計補正予算（第５号）所管分
議案第２５号　議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例等の一

部を改正する条例制定の件所管分
議案第２４号　摂津市職員の管理職手当に関する条例の一部を改正する条例制定の件
議案第３３号　摂津市職員の退職手当に関する条例等の一部を改正する条例制定の件
議案第　４号　平成２５年度摂津市財産区財産特別会計予算
議案第１６号　摂津市新型インフルエンザ等対策本部条例制定の件
議案第２６号　摂津市税条例の一部を改正する条例制定の件　
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（午前１０時　開会）

○三好義治委員長　ただいまから、総務

常任委員会を開会します。

　理事者から挨拶を受けます。

　森山市長。

○森山市長　おはようございます。

　年度末の何かとお忙しいところ、本日

は総務常任委員会をお持ちいただきまし

て大変ありがとうございます。

　きょうは、過日の本会議で当委員会に

付託されました議案について、ご審査を

いただくわけですが、何とぞ慎重審査の

上、ご可決賜りますよう、よろしくお願

いいたします。

　一旦退席させていただきます。

○三好義治委員長　挨拶が終わりました。

　本日の委員会記録署名委員は上村委員

を指名します。

　審査の順序につきましては、お手元に

配付しています案のとおり行うことに異

議ありませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

○三好義治委員長　異議なしと認め、そ

のように決定しました。

　暫時休憩します。

（午前１０時１分　休憩）

（午前１０時２分　再開）

○三好義治委員長　再開します。

　議案第１号所管分及び議案第９号所管

分の審査を行います。

　補足説明を求めます。

　有山総務部長。

○有山総務部長　議案第１号、平成２５

年度摂津市一般会計当初予算のうち、総

務部等の所管につきまして、目を追って

主なものについて補足説明をさせていた

だきます。

　まず、歳入ですが２０ページ、款１、

市税、項１、市民税、目１、個人は前年

度に比べ１億３，２００万円の増額です。

これは、年少扶養控除の廃止によるもの

です。目２、法人は前年度に比べ１，７

５０万円の減額です。項２、固定資産税、

目１、固定資産税は前年度に比べ１億４，

６００万円の減額です。これは、評価が

えによるものです。目２、国有資産等所

在市町村交付金及び納付金は、前年度に

比べ４，６００万円の減額です。項３、

軽自動車税は前年度に比べ５０万円の減

額です。

　２２ページ、項４、市たばこ税は前年

度に比べ４，０００万円の増額です。こ

れは税率の改正によるものです。項５、

都市計画税は前年度に比べ３，７００万

円の減額です。款２、地方譲与税、項１、

地方揮発油譲与税は前年度と同額です。

項２、自動車重量譲与税は前年度と同額

です。

　２４ページ、款３、利子割交付金は前

年度と同額です。款４、配当割交付金は

前年度と同額です。款５、株式等譲渡所

得割交付金は前年度と同額です。款６、

地方消費税交付金は前年度と同額です。

　２６ページ、款７、ゴルフ場利用税交

付金は前年度と同額です。款８、自動車

取得税交付金は前年度と同額です。款９、

地方特例交付金は前年度と同額です。款

１０、地方交付税は前年度と同額です。

　２８ページ、款１１、交通安全対策特

別交付金は前年度と同額です。款１３、

使用料及び手数料、項１、使用料、目１、

総務使用料は庁舎施設等使用料です。

　３０ページ、目５、土木使用料は市営

住宅使用料及び市営住宅用地使用料です。

　３２ページ、項２、手数料、目１、総

務手数料は税務諸証明手数料及び税務督

促手数料です。

　３６ページ、款１４、国庫支出金、項

２、国庫補助金、目１、総務費国庫補助

金は、地域経済活性化雇用創出臨時交付
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金です。

　３８ページ、項２、国庫補助金、目４、

土木費国庫補助金は公的賃貸住宅家賃低

廉化のための社会資本整備総合交付金で

す。

　４０ページ、項３、委託金、目１、総

務費委託金は、基幹統計調査委託金、統

計調査員確保対策事業委託金及び参議院

議員通常選挙費委託金です。

　次に、４２ページ、款１５、府支出金、

項２、府補助金、目１、総務費府補助金

は、総合相談事業交付金及び緊急雇用創

出基金事業補助金です。

　４８ページ、項３、委託金、目１、総

務費委託金は、府税徴収事務委託金です。

款１６、財産収入、項１、財産運用収入、

目１、財産貸付収入は、土地貸付収入で

す。

　５０ページ、目２、利子及び配当金は、

各種基金利子です。項２、財産売払収入

は土地売払収入です。款１７、寄附金は、

前年度と同額です。款１８、繰入金、項

１、特別会計繰入金、目１、財産区財産

特別会計繰入金は、財産区財産特別会計

からの繰入金です。

　次に、５２ページ、項２、基金繰入金、

目１、財政調整基金繰入金は、前年度に

比べ８億５，５１５万８，０００円の増

額です。目２、公共施設整備基金繰入金

は前年度に比べ５，４００万円の減額で

す。目６、市営住宅整備基金繰入金は、

前年度に比べ８，７００万円の減額です。

これは前年度に市営団地解体工事があっ

たためです。款１９、諸収入、項１、延

滞金、加算金及び過料、目１、延滞金は

前年度と同額です。

　５４ページ、項３、貸付金元利収入、

目３、家屋被害復旧資金貸付金元金収入

は、前年度に比べ７９万９，０００円の

増額です。項４、雑入、目１、滞納処分

費は、前年度と同額です。目２、雑入は

市町村振興協会交付金などです。

　６０ページ、款２０、市債は、前年度

に比べ６億５，７８０万円の減額です。

これは、国の補正予算等に伴い、一部を

平成２４年度補正予算に計上したためで

す。本年度発行予定の市債は、目１、総

務債はコンピューターシステム新規構築

事業債及び防犯灯設置事業債、目２、民

生債は、災害援護資金貸付債及び民間保

育所施設整備補助事業債、目３、土木債

は吹田操車場跡地まちづくり事業債、Ｊ

Ｒ千里丘駅エレベーター設置事業債、新

在家鳥飼上線道路整備事業債及び新在家

鳥飼中線外１路線改修事業債、目４、教

育債は学童保育室施設整備事業債、温水

プール改修事業債、テニスコート改修事

業債及びスポーツセンター耐震補強等事

業債です。

　借入限度額及び借入方法等は、９ペー

ジの第３表、地方債に記載のとおりです。

　続いて、歳出ですが、６６ページ、款

２、総務費、項１、総務管理費、目１、

一般管理費は、７０ページまで記載のと

おり、その多くが内部管理経費です。目

２、文書広報費は文書の郵送や印刷等の

経費です。

　７２ページ、目４、財産管理費は庁舎

や集会所にかかる維持管理経費等です。

　７６ページ、目７、公平委員会費から

目８、固定資産評価審査委員会費は、各

委員会の管理運営経費です。目９、電子

計算費は庁内の電子計算処理経費です。

　８２ページ、目１６、財政調整基金か

ら目１８、減債基金はそれぞれの基金利

子を積み立てるものです。項２、徴税費、

目１、税務総務費及び８４ページ、目２

賦課徴収費は税務事務に係る経費です。

　８８ページ、項４、選挙費、目１、選

挙管理委員会費は管理運営経費です。
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　９０ページ、目２、参議院議員通常選

挙費は参議院議員選挙に係る経費です。

　９２ページ、目３、市議会議員一般選

挙費は市議会議員選挙に係る経費です。

　９４ページ、項５、統計調査費、目１、

統計調査総務費は統計調査に係る管理経

費です。目２、基幹統計調査費は統計法

に基づく各種統計調査に係る経費です。

項６、監査委員費、目１、監査委員費は

監査委員事務局に係る経費です。

　続いて、１５０ページ、款７、土木費、

項５、住宅費、目１、住宅管理費は市営

住宅管理経費です。

　次に、１５８ページ、款８、消防費、

項１、消防費、目４、災害対策費は防災

対策、各種備蓄物品及び防災演習に係る

経費等です。

　次に、１９２ページ、款１０、公債費、

項１、公債費、目１、元金は、前年度に

比べ２億５，５４７万５，０００円の増

額です。目２、利子は前年度に比べ３，

８５８万円の減額です。

　１９４ページ、款１２、予備費は、前

年度と同額です。

　続きまして、議案第９号、平成２４年

度摂津市一般会計補正予算第５号のうち、

総務部等の所管につきまして、補足説明

をさせていただきます。

　まず、６ページの第２表、繰越明許費

をご参照ください。

　款２、総務費、項１、総務管理費、市

営鯵生野団地解体事業は、周辺地域安全

確保等に伴い、工事着手に遅れが生じた

ため、事業費の一部を繰り越しするもの

です。款８、消防費、項１、消防費、情

報収集伝達体制整備事業につきましては、

全国瞬時警報システムの整備に関し、歳

出予算を補正計上するとともに、その全

額を繰り越しするものです。

　次に、７ページ、第３表、地方債の補

正追加分は、国の補正予算等に伴うＪ

－ＡＬＥＲＴ自動起動装置設置に伴う情

報収集伝達体制整備事業債、味生・鳥飼

西・千里丘・別府の各小学校の耐震補強

等工事に伴う事業債及び第二中学校耐震

補強等工事に伴う事業債を新たに計上す

るものです。

　８ページ、変更分の千里丘三島線道路

改良事業債は、事業費等の確定により起

債の限度額を減額するものです。消防設

備整備事業債については、起債充当範囲

の変更により、起債の限度額を増額して

います。

　次に、歳入ですが、１４ページ、款１、

市税、項１、市民税、目１、個人は年少

扶養控除の廃止の影響に伴い、２億円増

額しています。目２、法人は企業業績の

伸び悩みにより、２億２，０００万円減

額しています。項２、固定資産税、目１、

固定資産税は評価がえの影響により、１

億３００万円減額しています。項４、市

たばこ税、目１、市たばこ税は３億５，

０００万円増額しています。項５、都市

計画税、目１、都市計画税は３，４００

万円減額しています。

　１６ページ、款２、地方譲与税、項３、

地方道路譲与税、目１、地方道路譲与税

は交付額が確定したことにより、１，０

００円計上しています。款１０、地方交

付税、項１、地方交付税、目１、地方交

付税は普通交付税交付額の確定により、

２，４１３万１，０００円を増額してい

ます。款１３、使用料及び手数料、項１、

使用料、目１、総務使用料は庁舎施設等

使用料を増額しています。目５、土木使

用料は市営住宅使用料及び市営住宅用地

使用料を増額しています。項２、手数料、

目４、土木手数料では自動車保管場所使

用承諾証明手数料を増額しています。

　１８ページ、款１４、国庫支出金、項
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２、国庫補助金、目４、消防費国庫補助

金は、Ｊ－ＡＬＥＲＴ整備に伴う防災情

報通信設備整備事業交付金を５９８万５，

０００円増額しています。

　２０ページ、項３、委託金、目１、総

務費委託金は事業費の確定に伴い、基幹

統計調査委託金を１０万円減額し、衆議

院議員総選挙委託金を１，２４９万４，

０００円減額しています。款１５、府支

出金、項２、府補助金、目１、総務費府

補助金は事業費の確定に伴い、総合相談

事業交付金を９万５，０００円増額し、

緊急雇用創出基金事業補助金を１，２５

８万１，０００円減額しています。

　２２ページ、款１６、財産収入、項１、

財産運用収入、目１、財産貸付収入は土

地貸付収入を減額しています。目２、利

子及び配当金は財政調整基金など、各基

金の運用利子が確定したことにより、２

８２万２，０００円減額しています。項

２、財産売払収入、目１、不動産売払収

入は売却が不調に終わったことにより、

３億２５３万４，０００円減額していま

す。

　２４ページ、款１７、寄附金、項１、

寄附金、目１、寄附金は一般寄附金を増

額しています。款１８、繰入金、項２、

基金繰入金、目１、財政調整基金繰入金

は補正財源を調整するため、１億７，６

９９万３，０００円減額しています。目

２、公共施設整備基金繰入金は充当事業

の減額に伴い、３，１００万円を減額し

ています。目６、市営住宅整備基金繰入

金は市営住宅建設工事費の確定により、

４，０９２万７，０００円減額していま

す。款１９、諸収入、項１、延滞金、加

算金及び過料、目１、延滞金は市税延滞

金を増額しています。

　２６ページ、項３、貸付金元利収入、

目３、家屋被害復旧資金貸付金元金収入

は２３万８，０００円減額しています。

目２、雑入では環境支援自販機設置料等

を計上しています。款２０、市債、項１、

市債、目２、土木債は事業費の確定に伴

い、千里丘三島線道路改良事業債を減額

しています。目３、消防債は起債充当範

囲の変更により、消防施設整備事業債を

増額し、また、Ｊ－ＡＬＥＲＴ自動起動

装置設置に伴い、情報収集伝達体制整備

事業債を新たに計上しています。

　２８ページ、目５、教育債は国の補正

予算等に伴う味生・鳥飼西・千里丘・別

府の各小学校の耐震補強等事業債及び第

二中学校耐震補強等工事に伴う事業債を

新たに計上するものです。

　続いて、歳出ですが、３０ページ、款

２、総務費、項１、総務管理費、目１、

一般管理費。３２ページ、目２、文書広

報費、目４、財産管理費。３４ページ、

目７、公平委員会費、目８、固定資産評

価審査委員会費、目９、電子計算費。３

８ページ、目１６、財政調整基金費、目

１７、公共施設整備基金費、目１８、減

債基金費については、決算見込みにより

減額するものです。

　目１９、土地開発基金費７，０００円

の増額は、土地開発基金積立金利子相当

分です。

　４０ページ、項４、選挙費。４４ペー

ジ、項５、統計調査費、項６、監査委員

費については、決算見込みにより減額す

るものです。

　６４ページ、款７、土木費、項５、土

木費、目１、住宅管理費の１８６万１，

０００円の減額は、市営住宅基金積立金

利子相当分による増額があったものの、

決算見込みにより減額するものです。

　６６ページ、款８、消防費、項１、消

防費、目４、災害対策費は事業費の確定

に伴う減額があったものの、移動系無線
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設置委託料等、新たな予算計上により、

３，３０２万５，０００円を増額してい

ます。

　８０ページ、款１０、公債費、項１、

公債費、目２、利子については決算見込

みにより減額するものです。

　以上、補足説明とさせていただきます。

○三好義治委員長　乾市長公室長。

○乾市長公室長　それでは、議案第１号、

平成２５年度摂津市一般会計当初予算の

うち、市長公室並びに会計室にかかる部

分につきまして、目を追って主なものに

ついて補足説明をさせていただきます。

　まず、歳入でございますが、一般会計

当初予算書の４２ページ、款１５、府支

出金、項２、府補助金、目１、総務費府

補助金では総合相談事業交付金の２７６

万２，０００円のうち、人権問題につい

ての相談業務にかかる交付金として、１

４４万６，０００円を計上いたしており

ます。

　４８ページ、款１５、府支出金、項３、

委託金、目１、総務費委託金では人権啓

発の事業にかかる人権啓発活動委託金を

計上いたしております。

　５２ページ、款１９、諸収入、項２、

市預金利子、目１、市預金利子では会計

室における歳計現金の預金利息を計上し

ております。

　続きまして、５４ページ、款１９、諸

収入、項４、雑入、目２、雑入では広報

費及びホームページへの広告掲載料、退

職者の水道部での在職期間に応じ、水道

事業会計から収入する退職手当水道事業

会計負担金、大阪府後期高齢者医療広域

連合からの派遣職員にかかる給与等負担

金及び臨時非常勤職員等雇用保険個人か

け金を計上いたしております。

　次に、歳出でございますが、６６ペー

ジ、款２、総務費、項１、総務管理費、

目１、一般管理費では秘書業務をはじめ

とする市長公室各課並びに会計室にかか

わります事務執行経費のほか、人事課で

所管しております職員研修、労働安全衛

生、職員健康管理、職員厚生会関係など

の予算を計上いたしております。

　７０ページ、目２、文書広報費では広

報せっつの編集、発行、配布にかかる経

費のほか、ホームページの管理運営にか

かる経費などを計上いたしております。

　７２ページ、目３、会計管理費では会

計室にかかる事務経費を計上いたしてお

ります。

　７４ページ、目５、企画費では政策推

進課にかかる事務経費を計上いたしてお

ります。前年度と比較して、１，２４４

万８，０００円の増額となっております

が、この主な要因は安威川以南の味生地

域におけるコミュニティセンターの基本

設計委託料や、これに関連して開催いた

します懇談会にかかる経費の増によるも

のでございます。

　７６ページ、目１１、女性政策費では

男女共同参画社会を目指すための経費な

どを計上いたしております。

　７８ページ、目１２、男女共同参画セ

ンター費では男女共同参画センターの講

座開催並びに相談業務等事業運営に要す

る経費などを計上いたしております。

　８０ページ、目１５、諸費におきまし

ては、人権啓発推進事業や平和施策推進

事業の経費などを計上いたしております。

　人件費にかかります予算につきまして

は、１９８ページ、給与費明細書をご参

照いただきますようお願いいたします。

　平成２５年度当初予算の給与費は特別

職にかかる予算といたしまして、４億６，

９００万円、一般職にかかる予算といた

しまして５１億６８０万１，０００円、

総額５５億７，５８０万１，０００円を
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計上いたしております。前年度当初予算

と比較いたしますと、約２．１％、１億

１，９１３万８，０００円の減額となっ

ております。これらの給与費の関係予算

はそれぞれの予算科目において計上いた

しておりますが、それぞれの合計は報酬

が３億５５１万８，０００円、給料が２

２億７，１３４万５，０００円、職員手

当が２１億８，３９９万１，０００円、

共済費が８億１，４９４万７，０００円

となっております。

　次に、一般職の給与費の主な増減額に

ついてご説明申し上げます。給与費全体

では９，６０１万４，０００円の減額と

なっております。これは、給料で４，３

４６万３，０００円、職員手当で４，７

２１万１，０００円、共済費で５３４万

円それぞれ減額となったことによるもの

でございます。また、減額の要因につい

てでございますが、給料の減額は普通昇

給分として９９３万２，０００円の増額

となったものの、現給保障制度の段階的

廃止に伴い、４７１万４，０００円、採

用退職等の職員の異動などにより４，８

６８万１，０００円が減額となったこと

によるものでございます。職員手当の減

額は、保育所長及び幼稚園長への支給に

伴い管理職手当で３３１万１，０００円、

参議院議員及び市議会議員選挙の投開票

にかかる事務従事、基幹システム更新に

伴う付随業務の発生により、時間外手当

で３，２０２万２，０００円の増額となっ

たものの、通勤手当以外の全ての手当で

減額となったことによるものでございま

す。共済費の減額は、採用退職等の職員

の異動等によるものでございます。

　続きまして、議案第９号、平成２４年

度摂津市一般会計補正予算第５号のうち、

市長公室並びに会計室にかかります事項

につきまして、補足説明を申し上げます。

　まず、歳入についてでございますが、

２６ページ、款１９、諸収入、項４、雑

入、目２、雑入ではホームページへの広

告掲載依頼が当初予定よりも増加したこ

とに伴い、２３万７，０００円を増額い

たしております。

　次に、歳出についてでございますが、

３０ページ、款２、総務費、項１、総務

管理費、目１、一般管理費では賃金、旅

費など経常経費について、経費節減に努

め秘書課、人事課にかかる経費を減額い

たしております。

　３２ページ、目２、文書広報費では経

費節減に努め委託料、使用料及び賃借料

などを減額いたしております。

　３２ページ、目３、会計管理費では需

用費や使用料及び賃借料など経常経費に

ついて、経費節減に努め会計室にかかる

経費を減額いたしております。

　３４ページ、目５、企画費では政策推

進課にかかる業務執行経費の節減に努め

旅費や需用費などを減額いたしておりま

す。

　３６ページ、目１１、女性政策費では

１２万５，０００円、目１２、男女共同

参画センター費では３８万３，０００円、

目１５、諸費では２９万５，０００円を

それぞれ減額いたしておりますが、これ

は人権女性政策課及び男女共同参画セン

ターの業務執行経費の節減に努めたもの

でございます。

　次に、人件費にかかります補正予算に

ついては、８４ページをご参照ください。

　給料で７０１万３，０００円、共済費

で１７４万７，０００円を減額いたして

おりますが、これは年度途中に退職する

職員が生じたことが主な要因でございま

す。職員手当では６，９９１万４，００

０円の増額となっておりますが、これは

選挙にかかる開票事務の短時間化の取り
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組みが時間外勤務手当に反映され、８７

４万円を減額いたしたものの、先ほどの

年度途中での退職者が生じたことに伴い、

退職手当で８，３１０万３，０００円の

増額をしたことが主な要因でございます。

　以上、予算の補足説明とさせていただ

きます。

○三好義治委員長　北居消防長。

○北居消防長　それでは、議案第１号、

平成２５年度摂津市一般会計当初予算の

うち、消防本部にかかる事項につきまし

て、目を追ってその主なものについて補

足説明をさせていただきます。

　まず、歳入でございますが、予算書３

４ページをお開き願います。

　款１３、使用料及び手数料、項２、手

数料、目５、消防手数料は危険物設置許

可等及び検査手数料、保安三法設置許可

等及び検査手数料でございます。

　４６ページ、款１５、府支出金、項２、

府補助金、目６、消防費府補助金は大阪

航空消防運営費補助金及び権限移譲交付

金でございます。

　５８ページ、款１９、諸収入、項４、

雑入、目２、雑入は消防団員退職報償費、

近畿道救急業務実施市町村交付金が主な

ものでございます。

　次に、歳出でございますが、概要につ

きましては、予算概要９４ページから１

００ページにかけ記載しておりますので、

あわせてご参照願います。

　予算書１５２ページ、款８、消防費、

項１、消防費、目１、常備消防費は８億

１，６５４万７，０００円で、前年度と

比較して１２．６％、１億１，７８５万

３，０００円の減少となっております。

　１５４ページ、賃金は１名の臨時職員

賃金でございます。旅費は大阪府立消防

学校等への職員研修派遣にかかる普通旅

費などでございます。需用費は消防活動

業務用品、職員の貸与被服及び緊急情報

システム交換物品の購入並びに消防車両、

消防庁舎の修繕等、維持管理経費でござ

います。役務費は一般加入回線、専用回

線及び携帯電話代等の通信運搬費、消防

活動用ボンベ検査等の手数料並びに車両

の保険料などでございます。

　１５６ページ、委託料は消防庁舎の清

掃、庁舎設備等の保守管理、緊急情報シ

ステム等保守管理のほか、鳥飼出張所庁

舎の耐震診断、消防救急デジタル無線整

備に伴う実施設計などの委託が主なもの

でございます。使用料及び賃借料は消防

本部庁舎の土地借り上げ、仮眠用寝具借

り上げなどでございます。備品購入費は

軽貨物自動車、空気呼吸器用ボンベ、化

学防護服等の更新にかかる経費などでご

ざいます。負担金、補助及び交付金は消

防ヘリコプター運営にかかる負担金、消

火栓新設修理負担金及び救急救命士養成

等の職員教育派遣負担金並びに救急安心

センター負担金などでございます。

　続きまして、目２、非常備消防費は３，

７８９万１，０００円で、前年度と比較

して０．０３％、１万１，０００円の減

少となっております。報酬は消防団員に

支給する消防団員報酬でございます。報

償費は退職消防団員に対する報償金でご

ざいます。

　１５８ページ、旅費は火災出動及び訓

練並びに歳末非常警戒等の費用弁償でご

ざいます。需用費は消防団員の貸与被服

及び消防団活動用品の購入並びに分団配

備の消防車両２９台及び小型動力ポンプ

２２台の維持補修などでございます。備

品購入費は小型動力ポンプ１台の更新経

費等でございます。負担金、補助及び交

付金は消防団員等公務災害補償等共済基

金のかけ金、消防団頓所の補修等に対す

る消防施設整備費補助金などでございま
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す。

　以上、消防本部所管分の補足説明とさ

せていただきます。

　次に、議案第９号、平成２４年度摂津

市一般会計補正予算第５号のうち、消防

本部にかかる事項につきまして、その主

なものについて補足説明をさせていただ

きます。

　歳出でございますが、補正予算書の６

６ページをお開き願います。

　款８、消防費、項１、消防費、目１、

常備消防費の賃金は臨時職員１名にかか

る賃金の執行差金、役務費は発信地表示

システムの利用料の改定による通信運搬

費の減額分、委託料は消防救急デジタル

無線整備に伴う基本設計にかかる執行差

金でございます。工事請負費は消防ポン

プ自動車等の艤装工事にかかる執行差金、

備品購入費は消防ポンプ自動車等シャシ、

高規格救急自動車及び高度救命処置用資

器材購入にかかる執行差金を減額いたす

ものでございます。目２、非常備消防費、

備品購入費は小型動力ポンプ３台購入に

かかる執行差金でございます。

　以上、補正予算のうち、消防本部所管

分の補足説明とさせていただきます。

○三好義治委員長　説明が終わり、質疑

に入ります。

　野口委員。

○野口博委員　おはようございます。１

番手として質問させていただきます。

　最初に少し前文ということで述べさせ

ていただきたいと思うんですけれども、

ご承知のとおり、安倍自公第二次内閣が

発足して、そんな中で現市政として３期

目の出発の最初の年度の予算に対する審

査であります。

　日本共産党は、唯一の野党の立場をとっ

ておりますけども、これまで自治体とし

て市民の暮らし守っていくという役割か

らして、市民要求の実現に向けてさまざ

まな取り組みを行ってきました。

　行政評価についても、そうした予算の

中でそういう市民の願い、要求はどれぐ

らい実現されたのかという問題も含めて、

国や府のさまざまな抑えつけの中で、悪

いものがどんどん押し込まれてくる流れ

もありますけど、それに対して自治体と

してどういう努力をしてきたのかという

ところをしんしゃくしながら、議案に対

する賛否も検討しながら進めてきたとこ

ろであります。

　今回の新年度予算でも、全ての公共料

金の据え置きを決断していただいていま

す。特に、公共料金の問題では国民健康

保険料、国の財政的な締めつけもありま

すけども、１億円繰り入れして値上げな

しと、賦課限度の引き上げもなしという

ことで、はじめとして公共料値上げ抑制

に取り組んでいただいたと。

　子育ての問題でも、ヒブワクチン含め

た三つの感染ワクチンの全額公費負担の

問題、これは国の財政問題について、い

ろんな問題もあるんですけども、こうい

うことも一応予算化もされました。高齢

者の肺炎球菌ワクチンの助成についても、

７０歳以上の５年ごとに助成も一応決ま

る。そういったさまざまな市民要求の問

題について、実現されてきたことも一定、

評価もさせていただいています。

　その一方で、この自治体としての姿と

いう点では、四次行革の一環として、市

の公的責任を後退さす流れも指定管理の

問題だとか、７月からの市民課窓口の民

間委託だとか、就学援助金制度について

も２年目の引き下げを行うとか、２月実

施の水道料金の福祉減免も廃止するとか

など、さまざまな問題点もあります。

　そういうことも含めながら、冒頭申し

上げた市民の願い実現する立場で、これ
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からも頑張っていきたいと。

　ちなみに４年間の結果を見ますと、何

でも反対とか、いろんなご意見も出ます

けども、議案全体見ますと、いわゆる議

会議案を除きますと、約８割に賛成をし

ているということもつけ加えて質問に入っ

ていきたいと思いますので、よろしくお

願いいたします。

　まず、最初にお聞きしたいのは、安倍

自公政権が打ち出した緊急経済対策や、

地方財政計画と、摂津市の予算案、あわ

せてその中でも昨年の決算を受けての中

期財政見通しの関係でどうかという問題

で、５点質問したいと思います。

　ご説明がありましたように、国の大型

補正予算１３兆円組んでおりますけども、

その関係で本市も補正予算書９２ページ

と９３ページに金額が出ておりますよう

に、市債の、平成２４年度新規、現時点

での発行額は３０億７８０万円となり、

私が持っている資料の中では、この１４

年間で見ますと最大の一年間で新規市債

を発行しているということになりまして、

その結果、元金の残高が減らないという

ことになりました。同時に、新年度予算

では国の地財計画の関係で臨財がゼロに

なりました。そういうことも含めてご説

明ありましたように、２５億９，０００

万円、約２０億円近く基金を取り崩して

予算組みをしたということであります。

　そこで、まず第１点でありますけども、

国がこの緊急経済対策の関係で、いわゆ

る元気交付金だとか、補正予算債とか、

いろいろ大型公共事業を展開するために

国のほうでは財政措置が行われています

けども、そういう元気交付金だとか、国

の地財計画の関係で、本市はどういう影

響を受けて、それを受けてどう予算組み

をしたのかというのが第１点であります。

　第２点は、新年度当初で多額の基金を

取り崩す内容であります。その問題と、

昨年立てた中期財政見通しの関係で、平

成３０年度までの中期財政見通しを示さ

れていますけども、この中期財政見通し

の財政問題全体を見て、こういう新年度

予算で予算組みをされたということと関

連して、どういうふうに見ているのか。

歳入歳出を含めて、大枠としてご説明い

ただきたいと思います。

　第３点は、同じく中期財政見通しの中

で、義務教育施設耐震補強事業、義務教

育施設改修事業の年度割りがありますが、

今回補正予算の２８ページ、２９ページ

で小中学校耐震補強等事業債として合計

７億３，４９０万円計上されています。

国のそういう財政措置を活用して予算を

組んだわけでありますけども、この前の

本会議で、耐震化に向けて現在、小中学

校の耐震化率は６７．７％、新年度の年

度末にはこういう事業を展開したら８１．

５％という数字が示されていましたけど

も、こういう今回補正予算の組み方と、

中期財政見通しで二つの事業について年

度割りを組んでますけども、この関係は

どうなるのかというのが、３点目であり

ます。

　第４点は、橋梁延命化事業に関する問

題で、中期財政見通しの事業計画では、

平成２０年度から３０年度までに２億２，

４００万円の予算を組んでいます。平成

２５年度は１，０００万円としておりま

すけども、今回４，４００万円を組んで、

国の社会資本総合整備交付金も活用しよ

うとしておりますけども、この橋梁延命

化事業の総枠の変更だとか、年度割りに

ついてどうお考えなのかというのが、第

４点であります。

　第５点は、元気交付金の問題でありま

す。いろいろ資料いただいておりますけ

ども、最終確定は６月の議会だと思いま
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すが、当初一つの事業を組む場合に一般

財源として、この事業を展開するために

これだけ予算組みをしますよという計画

が、元気交付金をいただけるということ

になった中で当初考えた一般財源が浮く

わけです。この一般財源を活用してやっ

ていただきたいという趣旨の質問であり

ます。この前、代表質問での総務部長の

答弁では、平成２５年度当初予算につい

ても、本当に弱者を大切にする思いで市

民生活を第一に考え、予算編成を行った

ということで答弁されています。そうい

う答弁をされているわけでありますけど

も、いろいろ年末に我が党議員団として

も、１６０項目に及ぶ要望書を提出をさ

せていただいております。さまざまな子

育て支援だとか、そういう一般財源活用

して頑張っていただきたいという趣旨も

ありますので、一度総論的にお答えいた

だきたいと思います。

　二つ目に、補正予算の基本的な問題で、

市民税だとか、固定資産税だとか、市た

ばこ税、地方交付税、退職手当の増額分

とありましたけども、説明いただきまし

たので１点だけ、たばこ税の問題につい

て、今回３億５，０００万円、１４ペー

ジで計上されていますけども、その根拠

だとか、平成２４年度の歳入見込み等に

ついてお聞かせいただきたいと思います。

　三つ目は、市有地の売却と活用問題で

あります。補正予算の２３ページや、当

初予算の４９ページ、５０ページに関連

の金額が計上されておりますけども、こ

れまで市有地の売却なり、活用問題につ

いては、基本的な市民の財産であります。

いろんな判断もあるかもわかりませんけ

ども、勝手に売ったらあきまへんよとい

う認識は一致していると思いますけども、

この活用問題、処分問題について、市民

合意だとか、検討方向をどういう趣旨で

進めようと考えているのか、改めてお尋

ねしておきたいと思います。

　できれば、これから人口減少社会、今

後の流れを見ますとそういう方向に向かっ

ていくだろうと思いますけども、いろん

な意味で、こうした市有地を活用した住

みよいまちづくりに向けて、いかに活用

していくのかということなども切り口と

してあろうかと思いますけども、その点

を含めてお考えをいただきたいと思いま

す。

　四つ目は、いつも聞いておりますけど

も、当初予算の関係で市民税から市民の

暮らしや市内企業の実態をどう見るかと

いうことについて、お話を聞かせていた

だきたいと思います。

　当初、個人市民税で４０億４，２００

万円、そして法人市民税の金額が出てお

りますけども、この間資料いただいてお

りますけども、昨年からご説明あったよ

うに、年少扶養控除の廃止によって、補

正では２億円プラスされましたけども、

逆に市としては歳入増になったけども、

関係者、子育て世代の皆さんはそれだけ

負担増になったということもありますけ

ども、そういう市民税の予算計上の時点

で、市民の暮らしぶりだとか、市内企業

の実態について、景気動向も含めてお考

えをお尋ねしておきます。

　その基本的な問題に関連して、市たば

こ税の問題です。当初予算比ではプラス

４，０００万円の８億２，０００万円を

計上しています。若干、説明がありまし

たけども、この背景をご説明いただきた

い。いろいろ国の政策によって法人税の

減税を加速させようという動きもありま

すけども、この法人税減税とのからみで、

このたばこ税の税率を変えて、都道府県

に入っていた分から市町村にそれを回し

ていただくということだと思いますけど
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も、その辺の問題について説明をいただ

ければと思います。

　もう一つは、権限移譲交付金の問題で

あります。当初予算の４３ページと４７

ページにそれぞれ予算計上がされていま

すけども、この間、特に大阪府も含めて、

どんどん権限は移譲されて、一定の交付

金もついておりますけども、トータルと

して、今の動きについてどう評価してい

るのかという問題と、この人口８万４，

０００人の自治体として、よかったこと、

悪かったこと、しんどい部分を含めて、

トータルとしてこの権限移譲問題につい

て、どういう受けとめをされているのか

お聞かせをいただきたいと思います。

　五つ目は、市税の滞納処分に関してで

す。当初予算、２３ページ、３３ページ

に手数料で督促手数料等々がありますけ

ども、先の本会議でも質問させていただ

いて、基本的な認識は一致している部分

あるかと思いますけども、部長答弁で、

一向に連絡のない方、あるいは資産等あ

るにもかかわらず、納付されない方など

に対して、法令に基づき滞納処分を行っ

ていると、資産等もなく収入が少ない場

合は、執行停止を行っているという、そ

ういうお話であったかと思うんですけど

も、件数は確かに減ってきています。平

成２３年度が５８２件、平成２４年度は

１月時点で４４４件と減ってきています。

そこでちょっといろいろ破産法の問題と

か、国税徴収法の関係も含めて、本市の

そういう滞納処分に対する基本的なスタ

ンスといいますか、立ち位置といいます

か、ちょっとこれについて改めて確認を

させていただきたいと思います。

　六つ目は、市債の問題であります。平

成２５年度は９億７，２３０万円を組ん

でおります。その結果、平成２５年度末

見込みで、一般会計と下水道会計で６１

９億円の残ということで出ています。水

道を含めますと、水道が３１億５，４０

０万円でありますので、６５０億５，５

００万円となります。森山市政誕生前の

平成１６年度末の決算で見ますと、一般

と下水で８８２億６００万円、水道が５

８億６，１００万円でありますので、９

４０億６，７００万円もありました。一

般と特別で比較しますと、この８年間で

２６３億円減少したという事実は事実と

してあるわけであります。いろんな立場

によっては、評価によっては、この市債

がふえてきた時期、今回減ってきたとい

う問題について、この市民生活の関係で、

こうした財政をどう見るかというたら、

当然評価が違いますけども、こうした市

債の減少傾向について、財政当局として

どう見ているのか、一度ご感想を聞かせ

ていただきたいと思います。

　人件費問題は、また条例関係のところ

で論議させていただきたいと思っていま

す。

　七つ目は、予算概要の２６ページに平

和施策推進事業が載っております。これ

も本会議で基本的な問題についてはご答

弁いただいております。第８回目の平和

市長会の総会が８月３日から６日まであ

ります。当然、市長答弁されたように、

いろんな公務もこの時期は挟まっており

ますので、最大限努力をしていただくと

いうお話でありましたので、特に、摂津

まつりがありますので、なかなかしんど

い強行日程になろうかと思いますけども、

答弁は求めませんけども、努力していた

だいて、平和市長会のこの間の会議でも

確認されたように名前の変更も承認され

るという動きもありますので、参加して

いただくように、この場で改めて更に要

請をしておきたいと思います。

　その上で、現平和都市宣言の宣言３０
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周年を迎えますので、そういう切り口か

ら見た場合に、関係団体と協議を当然さ

れていくかと思いますけども、いろいろ

お話はありますけども、この平和の冊子

の作成とか、いろんなことありますけど

も、その現状の原発の状況だとか、世界

の核廃絶の状況だとか含めて、このどう

いう位置づけで取り組もうとするのかと

いう、ちょっとこの辺少し聞かせていた

だいて、その件は具体的にこんなことを

進めていくんだという流れでご答弁いた

だければと思います。

　八つ目は、予算概要の２９ページで減

債基金への積み立てということで、２億

４，０００円あります。正雀の終末処理

場の関係だと思いますけども、確認の意

味で、これそうであればもうお答えは結

構であります。

　八つ目、予算概要の３５ページに選挙

関係予算が計上されている問題に関連し

て、投票所の改善問題であります。単純

にお聞かせいただきたいと思いますけど

も、この郵便等による投票、代理投票要

件の緩和についても、いろいろ言及され

ました、この間。そういう動きだとか、

期日前投票についてもいろんな検討をやっ

ておるという話であります。今年は参議

院議員選挙と市会議員選挙もありまして、

私どもも９月に審判を受けるわけであり

ます。この間、投票所の閉鎖、見直しが

あったわけでありますけども、２７箇所

あったのが２５箇所になりました。率直

にこの間、申し上げているように、遠く

なったので行かないと、不便になったと

いうような声をたくさん聴いております

し、それは皆さんも一緒だと思いますけ

ども、経費の問題を含めて、いろいろ検

討されたと思いますけども、この二つの

問題を含めて、いわゆる参政権を保障す

る立場で、摂津の投票所のあり方につい

て、どう考えているのか。一度お考えい

ただきたいと。

　次に、災害防災対策の問題であります。

いろいろことしも取り組むということで、

予算が計上されています。担当課の問題

については、これまでも市長との予算要

望懇談でも、いろんな業務をたくさん抱

えているから、体制補充もしてほしいと

いうことも要請したこともありますけど

も、そういう中で今年の仕事としては、

地域防災計画の見直しという大変な仕事

が待っています。そういう計画見直しの

手順、段取りだとか、平成２５年度の事

業内容について、少しお聞かせいただき

たいと。

　あわせて、現在の耐震化率だとか、い

わゆる摂津の現在の災害防災力という面

で見た場合に、大阪府下的には、１年前

に立ち上げたさまざまな検討会が提言を

発表しまして、例えば公共施設で一番の

問題は保育所といっているんです。国の

制度改悪によって、当然保育所が民営化

なり、民間委託ということで、そこでも

施設の改修をするという流れになってい

ますので、市として、地方自治体として

自前で改修はしないということなども理

由として、どんどん公立保育所の耐震化

が少ないということの問題がありますけ

ども、そういうことも含めて、現在の災

害防災力という点で、幾つかの切り口か

らお答えいただきたいと思います。

　あわせてその中で、年始早々にハザー

ドマップを配布していただきました。こ

の周知徹底をどうするのかという問題、

個別問題になりますけども、あわせて民

間事業者との防災協定の取り組み状況、

防災計画を見直していきますけども、こ

の関西固有の問題の一つとしても大事な

問題である原発事故対策問題について、

基本的にどういう位置づけで見直しの作
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業に入っていくのかと、それは当然、国

や大阪府の流れもあろうかと思うんです

けども、そういう問題です。そういうと

ころをまず、お答えいただきたいと思い

ます。

　次に、消防関係であります。予算書１

５２ページから新年度の予算のいろんな

金額が計上されていますけども、昨年の

中期財政見通しの平成３０年までの間に

沿って、いろんな資器材の整備計画もつ

くっておられます。今回、大きな問題で

ある消防無線のデジタル化ということで、

いろんな動きもありますけども、現在の

摂津市の消防力が求めている姿から見て、

どういう位置になっているのかという、

この消防力の評価についてという問題と、

今後の課題についていろいろ思うところ

を出していただきたいと。この前、問題

になった消防庁舎の改修問題も、当然あ

るだろうと思いますけども、地域防災計

画の中で、災害予防計画の２２ページに、

火災予防対策、消防体制の整備というと

ころもありますし、いろんな項目も出さ

れています。職員体制、マンパワー問題

を含めて、いろんな課題があると思いま

すけども、全体としてこの今の摂津市の

消防力の到達状況について、どうお考え

なのかお示しいただきたいと思います。

　次に、指定管理者の問題であります。

政策推進課で取り組んでいくことになり、

今、昨年の検討委員会を踏まえて、庁内

検討の最終整理に入っているかと思いま

すけども、今年度の流れについてお考え

をいただきたいと。この間の政府の総務

省通達もいろいろ変化もしています。当

初０３年に国の方針に基づいて、原則、

公的な施設の管理運営を民間委託すると

いう流れが提示をされて、動いてきてい

ますけども、この間の地方自治体の立ち

位置として、そういう国の思惑とは違っ

た方向にいっているとかと思いますけど

も、指定管理者制度、来年度新たな出発

になりますので、ことしどういう流れで

進むのかという点について、まず示して

いただきたいと思います。

　その中で特に、労働法制の遵守の問題

です。この辺をどう考えているのかと、

細かいことはもう言いませんけども、い

ろいろちまたではシルバー人材センター

の方が、いわゆるお掃除だとか、駐車場

で働いています。昨年９月末から大阪府

下の最低賃金が８００円になりましたけ

ども、これよりも少ない金額で働いてい

るということなんです。いろんな問題で

社会的な問題としてニュースが出ました

けども、こういう仕事の分野については、

いわゆる法的な部分が影響しないという

ことかもわかりませんけども、こういう

問題について、これでいいのかという問

題も言われていますので、この点につい

てもお答えいただきたいと思います。

　最後に、地元業者育成問題であります。

平成２４年度に８１社が登録されて、こ

れまで指名参加を持たない中小の市内企

業が、公的な仕事について参入できると

いうことで、大変努力をしていただいて

います。これは大阪府下でも進んでいる

事業であります。しかし、いろいろ改善

点もあろうかと思いますので、そういう

改善方向について、どういうふうに見直

しを進めようとしているのか、これをお

聞かせいただきたいと思います。

　以上、１回目の質問です。

○三好義治委員長　野口委員、最後の地

元業者育成についてというのは、基本的

には民生常任委員会の所管になるんです

けれどけもど、予算書のどの部分、どの

点の質問ですか。

○野口博委員　それは、委員長の判断に

任せますけども、できれば基本的な答弁
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をいただければと思います。

○三好義治委員長　それでは、北野次長。

○北野総務部次長　野口委員の財政にか

かわりますお問いにお答えします。

　まず、１点目でございます。緊急経済

対策を受けた、我々の当初予算の予算組

みの関連のお話でございました。昨年、

政権が変わりまして、１月１１日に緊急

経済対策が閣議決定され、２月２６日に

この１３兆１，０００億円という、非常

に大規模な補正予算が成立いたしました。

そんな中で、私ども政権が変わったとい

うことで、本来なら、一定の地財対策で

ありますとか、地方財政計画というもの

が提示される時期が１月にあるわけです

が、１月になってもその情報はございま

せんでした。

　実際、予算編成が済んだ３月になって、

ようやく地財対策、地財計画が策定され

たということでございます。そんな中で、

この経済対策を受けて、どんな予算組み

をしたかということで、とりあえず財政

出動ということで景気浮揚を図ると、地

方も同じ歩調をとることによって、日本

国全体のデフレ解消に向けれるというこ

とで、摂津の課題でございます、例えば

道路等のインフラ部分の老朽化対策、あ

るいは義務教育施設の耐震、こういう課

題がございます。これに対して、できる

だけ、この補正に乗っかることによって

有利な財源を手当てをしながら対応して

まいりたいという方針で予算を組んでま

いりました。これが１点目でございます。

　続きまして、２点目の中期財政見通し

と、基金のお話かなと思うんですが、現

実、今回の予算編成で２６億円余りの基

金を取り崩しております。これは、近年、

まれに見る多額の額でございます。予算

ベースで考えますと、平成２５年度末の

主要基金残高が、２９億２，０００万円

になってまいります。中期財政見通しで

私どもがお示ししましたのが、この時点

で３９億円余りでした。ここで約１０億

円の乖離が出ておるわけでございます。

ただ、今申し上げたのは、あくまで予算

ベースのお話でございまして、中期財政

見通しは、いわゆる決算ベースで見てお

ります。そのかげんで、一定、その基金

の戻りというのはあると考えております。

それと、外部の環境です。この中期財政

見通しをはじかせたいただいたのは、昨

年の９月ぐらいでございます。この時点、

９月末の円ドルのレート見ますと、７７

円６０銭ぐらいです。昨日の円ドルの終

値を見ますと９６円を超えていると、こ

こで大体２４％を超える円安になってお

るということでございます。それととも

に、日経平均株価もこの時点では８，８

７０円であったものが、昨日の終値では

１万２，３４９円です。ある意味、アベ

ノミクスが一定効果を上げて、そのデフ

レ解消に向けて動いておるのかなという

見立てをしておりまして、昨年はじかせ

ていただいた中期財政見通しについても、

一定、この状況が継続するなら、よい影

響になってくるのかなという思いを持っ

ております。それが２点目でございます。

　３点目は、中期財政見通しで計上いた

しております、義務教育関連の耐震の事

業のお問いでございました。地震防災対

策特別措置法に基づきまして、教育委員

会では平成２７年度、１００％をめどに

事業計画を立てております。この法律に

乗っかることによって、補助率のかさ上

げがございます。３分の１から２分の１

のかさ上げでございます。それとともに、

先ほども申し上げました、この大型補正

に乗っかることによって、質問でござい

ました財源、補正予算債、あるいは緊急

防災減災事業債というのが、補助の裏の
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１００％充当をされることになります。

そういう意味で、財源手当てが非常に手

厚いという形で、補正をすることによっ

て当然ながら、内示の時期も早くなりま

すので、事業も円滑に進めやすいという

ことで、前倒しをさせていただきました。

事業規模については、中期財政見通し上

では、一定まだ実施設計等はできており

ませんので、規模自体は幾ばくか減少す

るかなというふうには見ております。

　続きまして、橋梁延命化、これも中期

財政見通しで見ておった事業でございま

す。ご質問にもございました社会資本総

合整備交付金化、いわゆる補助金から交

付金化ということにより、使い勝手がい

いと、充当しやすい事業がふえると、そ

ういう意味もございます。あとは、中央

道で起こりました、トンネルの天井崩落

事故、そういうことを受けながら国土の

強靭化計画というのもございます。そう

いう背景の中で、国が一定、前倒しで事

業計画を持っておいでという話がござい

ましたので、この橋梁等のインフラの耐

震についても、一定、補正予算に計上す

ることによって、先ほども申し上げまし

た補助裏の起債の手当でございますが、

あとで出てきます地域の臨時元気交付金

ですか、この辺の資格の対象にもなるの

ではないかということで、中期財政見通

しの計画を前倒しして行っておるという

ことでございます。

　５点目、地域の元気臨時交付金を活用

すれば一般財源が浮くであろうというお

話でしたが、現実、予算を組ませていた

だいたのが、この地域の臨時元気交付金

総額で、３億１，８９３万９，０００円

でございます。なるほどこの３億１，８

９３万９，０００円分が、一般財源が浮

くというお話なんですが、浮いたにもか

かわらず主要基金を２６億円取り崩して

おる現状がございます。その中で、市民

の暮らしを守るというスタンスで予算組

みをしてまいったわけでございますが、

質問にございました、国民健康保険料を

軽減のための基準外繰出金、これが平成

２５年度は３億８，２７９万４，０００

円出ております。これは非常に財政にとっ

て大きな影響を与える額でございます。

こういう形で浮いたとは言いにくいんで

すが、一般財源をここに入れております。

そういう現状でご理解をいただければな

というふうに思っております。

　続きまして、市債残高の状況でござい

ます。平成２５年度末の残高で、一般会

計は２３３億５，０００万円、全体で６

５０億円程度に減少いたしております。

平成１０年、１１年当時は１，０００億

円を超える残高がございました。そんな

中で、６５０億円まで詰めておるわけで

すが、この数字をどう評価するかという

ことなんですが、近隣市、あるいは大阪

府内、いわゆる実質公債費比率という財

政指標がございます。この指標の府内平

均を見ますと、確か６．９％、府内平均

を１ポイント上回っておるという状況で

ございます。近隣市の例えば、茨木市で

ありますとか、高槻市でありますとかの、

いわゆる実質公債費比率はマイナスが立っ

ております。ということは、やはりこの

市債残高を単純に評価しますと、まだま

だ摂津市は市債残高が、下水も入れます

と大きく財政を直撃しているという現状

には変わりはございません。そんな中で、

第四次行革では、建設事業債の１５億円

というキャップをはめさせていただきま

した。臨時財政対策債など赤字地方債を

考えておりませんが、この１５億円とい

う数字でキャップをはめて、制限をかけ

てやりますと、一般会計の残高は限りな

く我々の財政規模、１８０億円程度です
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が、これに近づいてくる。理想は一定、

この標準財政規模に近づけるべく起債を

抑制するというのが理想であります。

　ただし、主要基金残高とのバランス、

兼ね合いもありますので、理想は理想と

いうことでお答えをしておきたいという

ふうに思っております。

　続きまして、減債基金のお問いがござ

いました。クリーンセンター問題で吹田

市との協議が整い、一定規模の額、２億

円程度をいただけるというお話になりま

した。実は、クリーンセンターの本体部

分の施設整備費は、吹田市が地方債を発

行し、その元利償還金を摂津市に案分さ

れまして、その分を施設整備費負担金と

して過去からお支払いをしておりました

分として、機能停止をするということは

当然ながらその施設を廃止することです

ので、通常考えられるのは、そのために

借りたお金を償還しなければならないと、

そういう繰り上げ償還ということが、財

務省のほうからそういう判断をされます

と、摂津市にかかります負担金を、一括

で償還しなければならないと、そういう

危険性もございますので、歳入で入れま

した２億円相当分を歳出で積立金として

減債基金に積ませていただいたというこ

とが、その話でございます。

　続きまして、地元中小零細企業の小規

模事業者登録制度のご質問というふうに

思っております。最初は、小規模事業者

への発注金額、いわゆる建設業の許可を

お持ちでない零細事業者のための営繕関

係の発注ということで、３０万円の規模

からこの制度がスタートいたしました。

それが６０万円になり、平成２４年度が

義務教育施設等の老朽化もございますの

で、９０万円まで小規模受注額の拡大を

図ってまいりました。

　そういう方向性でやりましたところ、

これは受注額の状況ですが、平成２４年

度２月末で、小規模事業者への発注額が

８，９６４万３，０００円程度になりま

す。制度を創設しました平成１９年は１，

１５７万円でございました。そういう形

でかなりこの制度が効果的に働いて、小

規模零細事業者に対するよい制度になっ

ているのかなというふうに考えています。

今後も、この制度をいろいろな社会状況

に合わせて、制度改革を図ってまいりた

いと考えています。

○三好義治委員長　和田課長。

○和田市民税課長　それでは、市税の中

で市たばこ税と市民税につきましてお答

えいたします。

　まず、市たばこ税の平成２４年度の補

正の内容でございますけれども、市たば

こ税では３億５，０００万円の増額をし

ております。平成２４年度は４月から１

１月までの間、月平均６，０００万円の

申告納付が続いておりましたが、１２月

に１億９，０００万円、１月に３億４，

０００万円の申告納付があり、その時点

で当初予算計上額７億８，０００万円を

２億３，０００万円上回りました。２月、

３月分の申告納付額につきましては、予

測困難のため４月から１１月までの月平

均額６，０００万円の計１億２，０００

万円を見込み、合計３億５，０００万円

を増額したわけでございます。その後の

納付状況につきましては、２月分といた

しまして２億２００万円の納付があり、

現時点では合計１２億１，５００万円が

納付済みとなっております。

　続きまして、平成２５年度当初につき

ましては、平成２５年４月１日からの税

率引き上げ、これは現在、条例改正をお

願いしておりますけれども、それに伴う

増収分と健康志向に伴う消費減を見込み

まして、前年度比５．１％増の４，００
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０万円増の８億２，０００万円を計上い

たしております。これは先ほど平成２４

年度の納入状況でもご説明をいたしまし

たとおり、月平均６，０００万円の納入

ということになっております。１２か月

分で７億２，０００万円が基本ベースと

いうことで、それに税率引き上げが１４

％ということになりますので、その分の

約１億円を足しまして８億２，０００万

円という形で計上したわけでございます。

　続きまして、個人市民税と法人市民税

の補正内容と現状ということでご質問が

ございましたので、ご説明いたします。

　個人市民税では２億円を増額しており

ますけれども、今年度の当初課税時点で、

２点の傾向に変化がございました。

　１点目は、ここ数年間減少を続けてま

いりました納税義務者数が対前年比７４

０人、２．１％の増加に転じました。こ

れは南千里丘の大規模マンション入居者

の転入増によるものと考えております。

　２点目は、同じくここ数年間減少を続

けてまいりました、所得割額が対前年比

２億４，６００万円、６．６％の増加に

転じました。これは納税義務者数の増加

と今年度からの年少扶養控除等の廃止に

伴う所得控除額の減少によるものと考え

ております。

　次に、法人市民税では、２億２，００

０万円を減額しておりますが、これは景

気低迷により全国の企業所得が名目値で

対前年比７．３％の減になったことによ

るものと考えております。具体的には、

法人税割の納税額上位２０社を調べます

と、対前年比７，０００万円減額が１社、

５，０００万円弱の減額が１社、２，４

００万円減額が１社と大きな減額の会社

が出ておりますので、これが全体の減額

の大きな要因となっておるものと考えて

おります。

○三好義治委員長　西川課長。

○西川防災管財課長　３点のご質問にお

答えさせていただきます。

　まず、１点目の市有地の売却について

でございます。市民の合意、それから方

向性、市有地の有効活用についてお答え

させていただきます。市有地の売却につ

きましては、摂津市低未利用地有効利用

等検討委員会で、各部の関係部署に当た

る委員により、公共用地のうち低未利用

地についての有効利用に向けた対策、処

分に関する検討がなされてきました。低

未利用地有効利用等検討委員会におきま

しては、平成２２年８月２４日で報告書

をまとめ３２筆のうち９筆を事業仕分け

Ａということで売却物件としています。

その物件につきましては、平成２３年度、

平成２４年度と今年度に売却手続を行っ

ていることでございますが、そのうち市

民合意という部分でおきましては、昨年

ふれあいルームの売却におきましては、

地元自治会などから要望がございまして、

２回の地元の話し合いを行いながら売却

を進めてきました。売却においては周辺

住民等が利用できるような福祉施設とい

う条件を、一旦付加しましたが、応募さ

れる業者はなく、結果的に１００平米以

上の住居を確保するということで建売業

者への売却となりました。売却に当たり

ましては、敷地の広い土地につきまして

は、特に周辺住民の方には、一定理解し

ていただく必要があると考えております

が、要望全てに応えることはなかなか難

しいという状況がございますが、その辺

はご理解いただきたいと思います。

　また、市有地の有効利用につきまして

は、低未利用地等有効利用検討委員会や、

それから公有地取得委員会を通じて、事

務手続を行っておりますが、それぞれの

部署の施策の展開や今後の市有地売却案
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件の整合をチェックしていただいている

ものと考えておりますので、その方向性

で売却を行っている次第でございます。

　続きまして、防災対策の取り組みにつ

きまして、お答えさせていただきます。

　今年度行います地域防災計画の見直し

につきましては、昨年８月に国の中央防

災会議のほうから、南海トラフ巨大地震

における被害想定が発表され、その後、

その結果につきましては、ご存じのよう

に被害想定を大きく上回るものとなりま

した。この結果を受けて、現在、大阪府

のほうが被害想定を行っておりまして、

その後、摂津市においても地域防災計画

の改定を行ってまいりたいと思います。

実際の業務につきましては、大阪府の被

害想定を見ながら、若干おくれていると

いうふうにお聞きしておりますが、まず

地域防災計画の見直しのために委託を発

注しまして、見直しの検討をし、その後、

摂津市の防災会議に諮って、意見を反映

し、大阪府へ改定の報告をしてまいりた

いと考えております。

　なお、地域防災計画修正の委託につき

ましては、防災アドバイザーへお願いし

ています群馬大学の片田先生の考えを反

映させるために、その方向性を計画に盛

り込むことができる業者を選定してまい

りたいと考えております。

　続きまして、平成２５年度の防災対策

の事業内容につきましては、補正予算で

計上しております防災行政無線の同報系、

それから移動系についての一部更新を考

えております。また、避難誘導灯という

ことで、防犯灯に災害時に点灯できるバッ

テリーが附属させてもらった避難誘導灯

を各避難所に１か所ずつ設置させていた

だく予定にしております。

　また、地域防災計画の策定に向けては、

防災会議の中に女性の視点からの防災対

策専門委員会を設置しまして、避難所等

でおける女性のプライバシーが問題になっ

ていることから、それらの意見を反映で

きる女性の視点からの専門委員会を設置

し、その意見を反映していきたいと考え

ております。

　続きまして、摂津市の公共施設の耐震

化の状況について、お答えさせていただ

きます。

　平成２４年度末の耐震化率につきまし

ては、７０．８％になっております。今

後、耐震化の促進は必要だと考えており

ます。避難所となる施設、特に規模が大

きい小中学校の耐震化、それから公民館

やスポーツセンター等の耐震化に向けて

進めてまいりたいと考えております。

　続きまして、ハザードマップの周知に

ついてのご質問にお答えさせていただき

ます。

　ことしの１月に地区ごとのハザードマッ

プ、全１３種類を各住民の方に配布させ

ていただきました。これは地区ごとでハ

ザードマップをつくるということで、地

区の避難行動、それから避難場所への経

路等を確認していただくものと考えてお

ります。この啓発につきましては、自主

防災訓練や出前講座を通じて、もっと有

効利用ができるような形をとってまいり

たいと思います。

　続きまして、民間事業者の取り組みと

いうことで、事業所防災ネットワークに

ついてお答えさせていただきます。

　生活環境部が事業所に対しての調査を

行っておりますが、その中で事業所ネッ

トワークに参画されるかどうかという意

思表示をしていただくという調査を行っ

ております。その結果を受けまして、事

業所の防災ネットワークをつくっていき

たいと思っていますが、まずはじめに、

摂津市における災害履歴、浸水が多い地
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域でありますということを事業所の方々

に理解していただくとともに、行く行く

は避難所、事業所自身の防災対策の取り

組みが進めれば、それから今、特に安威

川以南の浸水対策に頭を悩ましておりま

す一時避難所の確保等につなげていけれ

ばと考えております。

　続きまして、地域防災計画に原発事故

対策を含めるかどうかということにつき

ましては、現状、大阪府のほうで被害想

定をされておりますが、その中でも大阪

府の防災計画の見直しも来年度される予

定になっておりますので、その動向を見

ながら、摂津市の防災対策に、地域防災

計画にも反映できる部分を見直しを行っ

てまいりたいと考えております。

　続きまして、１３番目の地元企業の育

成につきまして、その中でシルバー人材

センターの賃金についてということで、

お答えさせていただきます。

　シルバー人材センターに委託している

業務としまして、庁舎の清掃管理委託業

務や、それから庁舎管理の業務委託、駐

車場の管理等をお願いしております。そ

れにつきましては、昨年９月３０日の大

阪府の最低賃金が１．２６％引き上げら

れたことに伴いまして、市のほうにもシ

ルバー人材センターのほうから単価改定

が求められております。平成２５年度に

つきましては、その単価改定に基づいて、

これらの業務委託をしたいと考えており

ます。

　また、防災管財課のほうから、シルバー

人材センターを使われている各部署に対

しこの単価改正についての通知をさせて

いただいております。

○三好義治委員長　山口課長。

○山口政策推進課長　それでは、権限移

譲の関係と、指定管理の問題の２点につ

きましてご答弁申し上げます。

　まず、権限移譲の関係についてでござ

います。先ほどご質問の中で、人口８万

４，０００人の本市として全体としての

評価はどうであったかということを申さ

れたと思います。

　大阪府から平成２３年度３４事務、そ

れから平成２４年度１４事務、それから

平成２５年度には１事務を受けるという

ことになってございます。

　国における分権一括法、この中で平成

２４年度に３８事務受け入れてきまして、

２５年度には残る５事務を、これちょっ

と大阪府の分とダブりがございますけれ

ども、受け入れるということになってご

ざいます。その中で平成２２年６月でし

たか、地域主権戦略大綱ということで出

された、これに基づいてのことなんです

けれども、やっぱり自治体の規模として、

どうしても中核市並みといいますか、人

口３０人程度というのが、一定想定され

ているのかなというふうな印象を受けま

した。

　これは、大阪府の権限移譲につきまし

ても、想定される団体といいますのが、

特例市と中核市の間ぐらいというふうな

団体ということを想定した権限移譲でご

ざいまして、そういう意味からいいます

と、やはり人口１０万人に満たない８万

４，０００人という市で受けるというこ

とにつきましては、少しスケールメリッ

トの分ではちょっと厳しい面があったこ

とは事実でございます。

　例えば、人口が少ない場合については、

ある程度処理件数ももちろんそれに伴っ

て少ない。人口が多ければ、申請件数が

多いということもあるとは思うんですけ

れども、件数の多い少ないに限らず、基

礎的な部分で、いわゆるそこの法律の知

識でありますとか、こういうようなもの

については全て勉強して、知識として入
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れ込まなければならないということで、

そのあたりは関係各課、大分苦労をして

いただいたなと思っておりますけれども、

このあたりは現在、今の人員の中で工夫

をしながら事務をしておりまして、各課

のほうからは、特に不都合があるという

ふうなことは聞いておりません。非常に

苦労はされたとは思いますけれども、そ

のあたり各課でもってしっかり対応して

いただいたなと思っております。

　それから、今の府からの権限移譲の事

務と、国からの権限移譲の事務をざっと

見たときに印象としてありますのは、例

えば都市計画とか都市基盤に関するよう

な、いわゆる事業者からの申請を受け付

けるというふうな事務が結構多かったと

いうふうに思います。

　その中でも、例えばことしの１月から

でしたら、都市計画法の開発行為の許可

ということ。１月から摂津市が許可庁と

いうことになっておりますけれども、こ

の点につきましては、開発行為の申請か

ら許可に至る時間が大分短縮されるんで

はないかなというふうに思っております。

　また、事業者からの申請とか許可に関

することが多いといいましても、例えば

消防のほうで受けていただいています高

圧ガスの関係とか、液化石油ガスの関係

の事務、こういうふうなものにつきまし

ては、やはり市内のことを熟知している

消防のほうでやっていただいているとい

うこともありまして、非常にきめ細かな

対応をしていただいているんではないか

なというふうに思っております。

　それから、直接市民の方の申請等に係

る分につきましては、例えば、身体障害

者の手帳の交付事務でございますとか、

これは平成２５年度に受ける事務ですけ

れども、育成医療費の支給、認定事務、

それから、未熟児等の訪問指導、このよ

うなことが非常に市民の身近なところで、

利便性の向上に役立つんではないかなと

いうふうに思っております。

　中でも、平成２６年１月からはパスポー

トの旅券事務というのを受けます。これ

は、市民課のほうで窓口委託ということ

もございますけれども、その中でこの部

分を受けていって、市民の皆さんの利便

性の向上に役立てばなと思っております。

　このあたりで年間２，５００件から２，

６００件ぐらいの申請件数があるようで

ございますので、ある程度の方がこちら

市役所のほうで申請をし、パスポートを

受けていただけるんではないかなという

ふうに思っております。

　それから、財源についてなんですけれ

ども、これは代表質問の折の市長答弁に

もございましたとおり、大阪府のほうか

らは一定の交付金ということでいただい

ておるんですけれども、国からの権限移

譲の分、こちらにつきましては、普通交

付税算定の際の基準財政需要額への算入

と。単費用にその分が幾ばくか入ってい

るというふうな説明を受けておりまして、

ただ、どの程度その分が反映されている

のかというのはわからないということで

すので、正直申しまして少し不満を持っ

ておるというのが実情でございまして、

この点につきましては、また市長会等を

通しまして、国等に要望してまいりたい

というふうに考えております。

　それから、今後の動きでございますけ

れども、現在３次の一括法案が、去年の

衆議院解散によりまして衆議院での閉会

中審査というふうな形で今とまっておる

状況でございます。この内容につきまし

ては、例えば消防長とか消防署長の資格

の条例委任でありますとか、地域包括支

援センターの基準の条例委任というふう

なことがございまして、権限移譲の関係
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はないんですけれども、これが成立しま

したら、また新たに条例で基準を設定す

るというふうなことが出てくると思われ

ます。

　それから、大阪府のほうからは現在、

特に新たな移譲というふうなことは聞い

ておりませんが、市町村のほうでできる

事務はというふうなことも言われており

ますので、市としましても市民の利便性

に直結するようなものについては、やは

り積極的に受けるべきというふうに考え

ております。

　それから、指定管理のことでございま

す。今後、どういう流れで進むのかとい

うふうなことでございました。つい先日

も第３回の指定管理者の関係部長会議を

開きまして、再来週ですか、第４回目を

開いて、何とかこの３月中に指定管理の

指針、第２次改訂版のほうを策定してま

いりたいというふうに考えております。

　それから、今後でございますけれども、

平成２５年度につきましては、平成２６

年度からの新たな指定期間に向けて、こ

の夏から秋にかけて公募をしたりとか、

このような事務が出てくるかなと思って

おります。

　秋口には、指定管理者の選定委員会等

を開催しまして、指定管理の候補者を選

定してまいりたい。それを受けて、本年

１２月、第４回定例会のほうには、平成

２６年度からの新たな指定管理に向けて

の指定議案のほうを提案させていただき

たいと考えてございます。

　それから、労働法制の遵守の問題につ

いて、お問いがあったかと思いますけれ

ども、指定管理者とは基本協定書、これ

は５年間が指定期間であったら５年間を

通して一つの基本協定書ということで交

わすんですけれども、その中に労働関係

法令等の遵守に関する事項ということも

入れておりますので、その中でしっかり

指導するとともに、実際に仕様書の中で

もそのあたりのことはうたい込んでいき

たいなというふうに考えております。

○三好義治委員長　野口委員、地元業者

育成、先ほどの小規模事業者の育成の答

弁でよろしいですか。

○野口博委員　いいですよ。

○三好義治委員長　次に東角部参事。

○東角総務部参事　それでは、３点のご

質問についてお答え申し上げます。

　１点が、滞納処分の差し押さえの状況、

２点目が国税徴収法について、３点目が

破産法についての基本的なスタンスとい

うことでございますが、まず、差し押さ

えの状況につきましては、先ほど申し上

げられたとおり、平成２３年度５８２件

ございまして、平成２４年度は、平成２

５年１月末現在で４４４件。内訳につき

ましては、不動産が１０５件、債権が３

３７件、動産が２件というような内訳に

なっております。増減につきましては、

昨年度よりも若干、滞納処分が減る見込

みとなっております。

　次に国税徴収法につきましてですが、

本会議で質問がございました差し押さえ

禁止物件についてでございますが、国税

徴収法の第７５条に規定しておりますと

おり、例えば生活に必要な衣服や家具等、

あるいは３か月間の食料、あるいは職人

や技術者に不可欠な器具類などの差し押

さえは禁止となっておりまして、それら

の差し押さえは行ってはおりません。

　それから、破産法の破産開始決定後の

差し押さえ禁止についてでございますが、

破産法第４３条第１項に規定しておりま

すとおり、破産開始決定後の差し押さえ

については、いたしておりません。

　なお、財産がある場合と財産がない場

合で破産法は違うのですけれども、財産
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がない場合につきましては、同時破産廃

止決定ということで、決定が下されます。

財産がある場合につきましては、もちろ

ん自由財産は、議会でも出ておりました

とおり、生活費の３か月分、９９万円ま

でを本人に残すといたしておりますが、

これにつきましては、本人が破産を申し

立てて裁判所が破産手続の開始決定を行

い、その後、破産管財人を選出いたしま

すので、市ではなく、破産管財人が管理・

手続を進めて、その後、分配するものと

なっており、市のほうとしては、手続を

いたしておりません。

　いずれにいたしましても、資産・財産

がなく、収入も少ないということになり

ますと、決算の委員会でも野口委員がおっ

しゃいましたとおり、地方税法第１５条

の７の規定に基づいて、滞納処分の執行

停止を行っているところでございます。

○三好義治委員長　牛渡課長。

○牛渡人権女性政策課長　それでは、人

権女性政策課所管の平和施策に関します

ご質問にご答弁申し上げます。

　本市が提唱いたします、憲法を守り人

間を尊重する平和都市宣言の理念は、現

行憲法が保障する基本的人権の共有、並

びに核兵器を廃絶し、世界の恒久平和の

実現に貢献することを踏まえたものでご

ざいます。

　エネルギーとしての原子力の問題につ

きましては、国の政策として取り組まれ

た経緯もあり、平和市長会議国内加盟都

市会議の意見交換におきましても、地元

自治体の実情も踏まえる必要があるとの

ご意見もあったところでございます。

　今後とも、国の動きをはじめ、平和市

長会議などにおける議論を注視してまい

りたいと思います。

　ただ、福島差別など、原発事故がもた

らしました風評被害など、人権侵害につ

ながる差別につきましては、平成２５年

度に取り組みます諸事業を通しまして、

啓発に取り組んでまいりたいと思います。

○三好義治委員長　松方局長。

○松方選挙管理委員会事務局長　それで

は、投票場の問題についてお答えします。

　選挙管理委員会では、従前より投票場

につきましては、狭い、暗いといった投

票行動そのものを左右するかもしれない

ものについては、改善を進めてきたとこ

ろでございます。

　委員のお話の中にありました郵便投票

につきましては、障害者手帳をお持ちの

方、また、介護保険の被保険者証、この

お持ちの方の程度によって郵便投票を受

けておる状態でございます。

　公職選挙法自体は厳格な法律でござい

まして、なかなか厳しい面がございます。

　ただ、お話の中にありました国への要

望としまして、障害の程度が高いもので

なくても、複合的な条件によって投票が

ままならない方もいらっしゃいますので、

そういう部分についての緩和を国への要

望としてしている状況でございます。

　次に、期日前投票でございますけども、

期日前投票につきましては、従前から箇

所数を決め、システムの環境整備をしな

がら検討しているところでございます。

また、そのときによる人員の配置、これ

も含めて検討しているところでございま

して、今般、前回の衆議院では二重投票

が近隣市でございまして、そういう事案

も見ながら、対応が可能なのかどうか。

　また、新年度については、基幹システ

ムの変更もございますので、それを含め

て今の段階では検討しているという状況

でございます。

○三好義治委員長　松田参事。

○松田警防第２課参事　中期財政見通し

に示されているように、今後、消防資機
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材を整備していくが、現在の消防体制は

どうかというご質問にお答えいたします。

　消防組織につきましては、三島町の時

代から、昭和４１年の市制施行を経て、

人員・施設を増強し、現在、１本部１署

３出張所体制で市民の皆さんの安全を守っ

ております。

　お問いにもありますように、現地域防

災計画の災害予防計画の中でも、消防施

設の充実が記載されております。

　平成３０年までの中期財政見通しにつ

きましては、現保有の消防施設の更新計

画となっております。

　具体的には、平成２４年度に消防車両

３台、災害対応特殊水槽付ポンプ自動車、

ポンプ車、救急車を更新いたしました。

　平成２５年度以降は、化学車、救急車、

小型動力ポンプの更新、はしご車のオー

バーホールを予定しております。

　また、平成２７年度に整備予定の消防

救急無線のデジタル化や吹田市との指令

業務共同運用を目指し、情報収集体制や

通信機能等、総合的な消防力の充実を図っ

てまいります。

○三好義治委員長　納家課長。

○納家消防本部総務課長　これは消防総

務課所管分になるんですが、今の答弁の

続きで、消防体制の今後の課題として、

消防庁舎の改修についてお答えします。

　消防における消防施設は、消防本部庁

舎、千里丘出張所、鳥飼出張所、味生出

張所がございます。

　昭和５６年に建築基準法施行令改正に

伴いまして、新耐震規制がなされました。

この規制に係るものは、昭和５６年３月

竣工の千里丘出張所庁舎と昭和５２年１

２月竣工の鳥飼出張所庁舎でございます。

　そのため、今後発生が予想される東南

海・南海地震等の大地震発生時にも円滑

な消防活動を行えるように、庁舎の破壊、

倒壊等を未然に防ぎ、そのおそれの有無

を把握する目的で、鳥飼出張所の耐震診

断を平成２５年度予算に計上いたしまし

て、今後、消防庁舎の改修を進めていき

たいと考えております。

○三好義治委員長　暫時休憩します。

（午前１１時４８分　休憩）

（午後　０時５９分　再開）

○三好義治委員長　再開します。

　野口委員。

○野口博委員　２回目の質問に入ります。

　最初に、財政問題について、再度幾つ

かお尋ねしたいと思います。

　ご承知のとおり、アベノミクスの国の

緊急経済対策との関係で、自治体から見

れば、ご承知の多額の借金をつくるとい

うことで、前倒しも含めて、その時点で

たくさんの新たな市債が発行されるとい

う、従来型の大型公共事業に借金をつぎ

込むという面と、同時に課長からお話が

あったように、老朽対策だとか子育て支

援だとか、国民から見ればいろいろそれ

に対して国も予算をつけるという、両面

あります。

　そういうことは一応前提として、これ

からいろんな財政問題については、７月

の参議院議員選挙が終われば、いろんな

形でまた違った方向が出てくるかと思い

ますけども、来年４月予定の消費税８％

の前提条件をつくっていくということを

一つの目標にして政治は動いていきます

ので、その中で、今出ている中で、例え

ば税制問題で孫に対する１，５００万円

の教育資金も贈与税を非課税にするとか、

住宅ローンの減税拡大延長だとか、いろ

んな国民から見たら受益になる部分と負

担増になる分と、両面が一応予定されて

いるわけです。

　例えば、地方公務員の引き下げが７月

と、年金が１０月から１％、来年４月か
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ら１％、再来年４月から０．５％という、

こういう年金の引き下げ問題もあり、再

来年の１０月からは、消費税１０％とい

うことで、消費税問題は、地方財政から

すれば税収増になりますけれども、国民

からすれば負担増ということになります。

　社会保障の一体改革と称して、これか

ら生活保護の引き下げを突破口として、

いろんなことが出てくるかと思いますけ

ども、ぜひ自主的に判断されて、市民の

暮らしを守る立場からの財政運営という

ことで頑張っていただきたいということ

を申し上げておきたいと思います。

　中期財政見通しの関係では、なかなか

細かいところまで行けんかもわかりませ

んけども、例えば、基金からの繰入金を

たくさん今回計上して、基金が少なくなっ

たと。中期財政見通しでは１０億円、今

年度末では違いが出てくるけれどもとい

うことです。平成３０年度に４２億７,

２００万円の基金が不足するんだという

ことで数字を示していますけども、そう

いう大まかな、赤字に対してどう見てる

のかということと、そのために財政が、

国のいろんな動きもありますけども、現

時点どう見るのかということについて、

少し突っ込んでご答弁いただければと思

います。

　中期財政見通しの教育関係の事業二つ

については、前倒しということで、当然

平成２７年度までの、今出されている分

については前倒しだけども、１００％の

耐震補強に向けて取り組むということは、

多分変わらんと思いますが、その点を確

認しておきます。

　橋梁延命化事業です。数字を申し上げ

たわけでありますけども、ことしから三

つ、実際の橋の工事設計が動いていきま

すけども、この間、調査をされて、総額

で平成３０年まで２億２，４００万円と

見込んでいますけども、この総額も含め

て、金額的にどういうふうに見ているの

か。これでいけるのか、さらに多くなる

のかのところを教えていただければと思

います。

　元気交付金の活用による一般財源の一

層の活用の問題でありますけども、今回

のヒブワクチンの問題にしても、お話の

あった国保財政への繰り入れ等々含めて

も、それについて一定の評価も当然して

おります。ただ、国の財政問題でヒブワ

クチンでは、これまで個人負担で２，０

００円だとか２，５００円でありました

けども、これが全額公費負担になって、

従前に比べれば、市の負担は２，３００

万円だったのが、今回８，０００万円か

かるわけですね。

　国は、一定補助してましたけど、それ

を全部なくして、１割は個人負担という

ことで、９割は普通交付税で面倒見ます

よということで、そういう財政措置をし

ているんだけども、摂津市は不交付団体

に多分、新年もなるだろうと思いますけ

ども、そうしたら計算上は、基準財政需

要に計算されるけども、ほとんどは市の

負担になるという、こういう財政のから

みの中で摂津市は判断されて、今回、ヒ

ブワクチンを含めた３種の感染ワクチン

については、全額を公費負担にという点

については評価をしていますけども、そ

ういう使い方をやっている。

　そういうこと等を含めて、例えば、子

育て支援の問題で、私どもは乳幼児医療

費無料制度の年齢引き上げを何回も申し

上げてきました。この間、担当部長の試

算では、現制度で中学３年まで通院で拡

大する場合は、約８，０００万円前後だ

ということであります。

　単純に、小学６年、中学３年、９で割

りますと、単年度９００万円でいけるわ
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けです。１歳の年齢引き上げのために必

要なお金は、市の負担９００万円でいけ

ます。

　こういう点も見れば、ご指摘いただい

た一般財源という切り口で見ますと、ま

だまだ不透明ではっきりした数字はない

と思いますけども、スポーツセンターの

耐震事業だとか、情報収集伝達体制整備

事業だとか、テニスコート、温水プール

等々含めて、当初それぞれ事業ごとに見

ていた一般財源が総額で２億円使わなく

ても済むようになったわけですよね。

　こういう数字上の結果を見ても、こう

いう長年要求してきたこういう問題につ

いても、一定応えるべきだと思うわけで

す。その他もいろいろあるかもわかりま

せんけども、年間で１歳引き上げに必要

な金額が９００万円だということがあり

ますので、この点についてもどうなのか

ということをお答えいただければと思い

ます。

　市有地の売却と活用の問題であります。

基本的なお答えをいただいたと思うんで

す。くどくど申し上げませんけども、要

は、内部で検討されて、Ａランクについ

て売却の手続を踏んで取り組んできたと

いう話であります。それは、行政側の判

断であって、やっぱりいろんな意味では

協働だとおっしゃっているわけで、市民

にその問題を投げかけて、そこで市民的

に検討する機関をつくって検討していく

という手続をぜひ踏んでいただきたいと

思うんですよ。

　そういう意味では、いろいろ旧ふれあ

いルームの問題とかご答弁あったんだけ

ども、市有地の売却・活用問題全体につ

いてのそういうシステムをぜひつくって

いただきたいと思うわけですけども、ど

うでしょうか。

　味舌小学校の跡地活用問題、いろいろ

ポスターの問題とか市長も言及されたけ

ども、要は、市長が市民の前に出るとき

には、最終決着を、最終の中身をもって

出なきゃならんということでなくて、一

緒になって顔を突き合わせて、物事を一

緒に論議をしたいということであります

ので、確かに市長の立場では、ああいう

答弁しかないかもわかりませんけども、

ぜひそういう趣旨で申し上げていると思

いますので受けとめていただいて、気楽

にやっていただいて、市長みずからも顔

の見える関係ということをおっしゃって

いるわけで、そういう環境をつくってい

ただいて、スムーズな市政の中で物事を

進めるように努力をしていただきたいと

いうことで、これは要望しておきます。

　市民税から見る市民の暮らしだとか、

市内企業の問題であります。

　確かに、いただいた資料を見ますと、

１年前に比べて年少扶養控除などを中心

として、課税負担増になりましたので、

納税者にしても所得総金額にしても、若

干ふえているわけです。これは、国のそ

ういう制度改悪によってそうなったわけ

で、なかなか市民の暮らしは良くなって

ないということであります。

　いただいた資料を見ますと、平成１０

年度が給与所得から営業所得、農業所得、

その他の所得等々含めて全体で見ますと、

１人当たりの平均所得金額は、３６２万

円から２８８万円ということで、７４万

円、この１４年間で減っているわけです。

サラリーマンだけで見ますと、６３万円

減っています。いわゆる、株が上がった

り円安になったりして、それに対してい

ろんな評価もありますけども、ＧＤＰの

６０％に相当する消費の部分を担う国民

側の所得がどんどん減り続けていると。

　この間、国会論戦で我が党は、賃上げ

を行うべきだという立場で、いろんな角

－26－



度から議論を行ってきました。その結果、

ご承知のとおり、ローソンをはじめ幾つ

かの企業で、本給ではありませんけども、

一時金だとか手当てだとか含めて、いろ

んな形で応えていくという動きも広がっ

てきています。この中で、さらに大きく

広がっていただきたいと思うわけであり

ますけども、暮らしの実態は、こういう

ことであります。

　だから、ほんまやったら国を含めて政

治の力で、賃上げのために発揮してほし

いわけでありますけど、なかなかそうは

なってないということがあります。

　今申し上げたように、数字はそういう

ことがありますので、こういう１４年間

で税金を納めている方々の平均所得の減

り分は、７４万円だということをぜひ見

ていただいて、今後の施策展開に生かし

ていただきたいということを申し上げて

おきます。

　市たばこ税の問題であります。２月時

点で１２億１，５００万円という数字で

ありました。年度間で見ますと、３月と

いうことになりますけども、そうすれば

大体、平成２４年度と区切った場合、ど

のぐらい見てるのかということと、何で

も使える一般財源ということで、自治体

間でいけば、こういうお金については行

儀よくないというお金だというふうに言

われる方もたくさんいらっしゃるわけで

ありますけども、今後、この市たばこ税

問題について、行政側の取り組む姿勢と

いいますか、スタンスといいますか、こ

の辺はいろいろ動いているかと思います

けども、どういうものなのか、ちょっと

参考にお答えいただければと思います。

　権限移譲問題であります。

　大体、山口課長の答弁でわかりました

けども、いろいろ権限移譲がなくても職

員の削減問題ということで進めておられ

るし、いろんな面で職員の向上といいま

すか、そういうことがかかっているかと

思いますけども、ちょっと関連して、大

阪府からの権限移譲交付金の総額ですね。

　平成２５年度になると、障害者関係の

部分が移ってくるという話でありますけ

ども、総額がいくらになるのかお答えを

いただきたいと思います。

　差し押さえ問題であります。

　去年の決算のときに少し実例で論議を

した経過はありますけども、余りくどく

ど申し上げませんけども、今申し上げた、

どんどん市民の方々の収入・所得が減っ

てきています。家族構成によっては、子

育て世代の方もたくさんいらっしゃる場

合もあります。

　そこで、実態をきちんとつかんでいた

だいて、そこで法律の兼ね合い、生活実

態の中身を見ていただいて、その方々が、

いろいろそこまで持っていくためにいろ

んな経過がありますけども、市役所側の

思いも受けとめていただいて、そこで合

意に基づいて納付していただくいう関係

をぜひつくっていただきたいと思うわけ

であります。

　先ほどちょっと言われた、破産法の関

係で、預貯金の２０万円以上という問題

について、ちょっと見解を示していただ

きたいと思うんですが、去年は２６万円

の分が差し押さえされました。２０万円

を超えたから差し押さえして、そういう

話し合いに入っていったと思いますけど

も、その辺の法的な意味での対応方につ

いて見解を求めたいと思います。

　とりあえず、実態をつかんでいただい

て、寄り添っていただいて、対応方をよ

ろしくお願いしておきたいと思います。

　市債の問題です。先ほど、次長のほう

から、いろいろ受けとめ方についてお話

がありました。
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　先ほどは平成１６年の市債残高の比較

で少し紹介させていただきましたけども、

摂津市が今日までの間で、最も多い市債

の年度は、一般・特別会計で平成１０年、

１９９８年度で９８７億円でありました。

当然、水道を含めますと１，０５８億円、

これが最大であります。

　この年は、市としては財政健全化計画

を発表した年度でもありますし、その前

年度は、第１次行革が始まった年でもあ

りました。下水もどんどん借金をして事

業を展開し、全農跡地の３５億１，００

０万円の買収も含めて、国の６３０兆円

公共投資というところに自治体がどんど

ん、土地の買収も含めてそこに入っていっ

たという年でありました。

　そういう中で、今日の下水と一般で６

１９億円ということで、だんだん減って

きたわけであります。

　当然、摂津の財政規模の中では、過去

のたくさんの借金を減らさなければ、財

政もたないという面も当然ありますし、

これまでいろいろ現市長１期目のたくさ

んの公共料金の値上げ問題だとか、第３

次行革の積み残し分の廃止・縮小問題も

申し上げてきましたけども、こういう過

去の市債の残高問題を含めた財政運営に

ついて、きちっとお互いに評価もし合っ

て、いわゆる自治体としては、暮らしを

守る問題と、そのための財政運営を行っ

ていくという、この両立をいかにしてい

くかということを、ぜひ生かしていただ

きたいということで、このことを申し上

げておきます。

　平和問題については、課長からご答弁

いただいたような、そのとおりで頑張っ

ていただきたいと思うんですけども、た

だ、原発問題について、後との兼ね合い

がありますけども、この間、２か年経過

する中で、福島原発４号機の視察、いろ

んなチャンネルでそういう模様が報道さ

れております。

　昨日の２周年を含めて、特に２年前、

私どもも陸前高田市の市庁舎も行かせて

もらったり、隣の青空市場で物を販売し

たり、高田高校前の仮設住宅で青空市を

したり、大船渡も見ましたけども、あそ

この湾岸ずっと、その当時は民間の住宅

の片づけに行きましたけども、湾いっぱ

い廃車になった車がどんどん積み上げら

れて、大変な状態であったことを改めて

思い出して、胸が痛いという気持ちもあ

りましたけども、そういう原発の４号機

を見ますと、政府は収束宣言を行いまし

たけども、そういうところではないとい

うことについて、この前、福島の県会議

長が、そういう場で退席をして、抗議の

意味で立ち去ったということも記事にあ

りましたけども、そんな状況で、改めて

原発事故の悲惨さについて、きちっと伝

えていくということが大事だと思ってい

ます。

　そういう点では、広島・長崎の問題と

か、人権の問題もそうでありますけども、

それに加えて、伝えるという点では、福

島原発の事故の問題についても含めてい

ただいて、そこで展示等を含めて周知徹

底を図っていただきたいということをお

願いしておきます。

　選挙の投票所問題であります。要は、

検討はされていくということであります。

とすれば、今年度は間に合わないという

ことでありますわね。

　あんだけ、廃止する前はどんどんどん

どんやっておられて、それに対していろ

いろ大変だというご意見もあったりして、

もうちょっと近くに投票所を設けてほし

いと、改善してほしいという気持ちが、

今たくさん出ておりますけども、ぜひやっ

ぱり参議院議員選挙、市会議員選挙に向
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けて、予算の問題もありますけども、行

政側の参政権を保障する立場に立てばで

きんことないと思いますので、その辺で

少なくとも期日前投票の問題については

決着をしていただいて、補正も組むなり

していただいて、そういう手だて、取り

組み方を求めたいと思うんですけども、

改めてお問いしておきたいと思います。

　災害、防災対策の問題であります。る

るお答えをいただきました。この前、市

長には大阪府の防災研究会でつくった４

７行政区に対する調査結果をお渡ししま

した。この団体が、この２月に１年間検

討されて、こういう冊子をつくりました。

　いろんな府下的な調査をもとに、大阪

府の防災、災害対策として、８月末の南

海トラフについての公表も受けて、どう

するかということでまとめています。

　また、担当にはお渡ししますので、ぜ

ひ研究していただきたいと思うんですけ

ども、手順、段取りですね。地域防災計

画を見直すために、修正するための作業

を片田先生の絡みで業者を選定して、そ

こに頼むとおっしゃいました。

　現在の地域防災計画は、もうできてい

るわけですわな。南海トラフの影響でも、

地震は６強で一緒なんですわね。あとは、

豪雨の問題についても、とりあえず徐々

にハザードマップつくっていただいて取

り組みも進んでますけども、そういう段

階でこれから、昨年８月の結果を受けて

見直していくと。今的な感じで、より市

民の方々が、例えば地震だとか豪雨が発

生した場合に、どういう避難路を通って、

どこの避難場所に行くのかと。どういう

行動パターンをするのかということに最

終的にまとめていくだろうと思いますけ

ども、そういうことを考えた場合に、ぜ

ひ、いわゆる担当職員直営でなぜできな

いのかというふうに思うんですけども、

そんだけ難しいんでしょうかね。今はた

たき台もあるわけですから、この間ずっ

と頑張っていただいて、いろんな積み上

げもなさっています。そういうことを考

えれば、別に業者に頼む必要はないと思

うんですけども、その点ひとつお聞かせ

いただきたい。

　それと、耐震化率の目標設定ですけど

も、先ほど７０．８％というものでした。

もらっている資料では、公共施設全体で

６８．６％、防災拠点６３．９％、避難

所で６９．７％、学校施設小・中学校で

２５年度末見込みで８０．５％という数

字であります。

　これらは当面、言える分で結構ですか

ら、何年度にどのくらい見込んでいるの

か、わかる範囲でお答えをいただければ

と思います。

　先ほど保育所問題を言いました。気に

なるのは、正雀の保育所問題です。当然、

民営化問題という基本的なところに立ち

返ってくるのかもわかりませんけども、

正雀保育所の耐震状況、建物状況をどう

見ているのかお答えいただけませんか。

　それで、先ほど申し上げたように、地

震が発生した場合に、この前、地元の自

治会で取り組んだああいう形も活用して

いただいて、より多くの方々で防災訓練、

避難訓練を行うという取り組みがこれか

らもどんどん広がっていくだろうと思い

ますけども、今、防災計画の見直しを進

めながら、事が発生した場合に、いわゆ

る無線で連絡をしますと。受けた団体が、

市内会社なり地域住民に連絡をして、災

害弱者の方も含めて避難していくという、

そういう物事が発生した場合に、自分た

ちはどういうパターンをしていくのかと

いう。昨年、総務常任委員会でも和歌山

に視察に行って、逃げる防災ということ

について、改めて学んできましたけども、
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いわゆる逃げるためには、そのための避

難所だとか避難路だとか、今回、いろん

な照明関係もきちっと改善されますけど

も、体制問題も含めて備えるということ

が大事であります。

　そういう最終的なところに行き着くた

めに、今年度、そういう問題に対してど

ういう形で取り組もうとするのかという

ことも、ぜひお考えをお聞きしておきた

いと思います。

　それで、この冊子の中で、最後にまと

めとして述べてることを紹介しておきた

いと思うんですけども、この間の行革で

どんどん職員が減りました。市役所の仕

事は、行政パートナーとか派遣を含めて

やっておりますけども、災害時に職員を

先頭としてつくられているネットワーク

を中心として対応していくということが

大事であります。

　この１年間の調査をもとに、こんなこ

とをおっしゃっています。ちょっと読ま

せていただきますが、東日本大震災で被

災した自治体職員が、みずからのことよ

りも地域住民のために、昼夜わかたぬ奮

闘をしてきたのはなぜか。全壊・流出し

た庁舎にかわり、高台にコンテナを並べ

た庁舎で、とにかく役場を開設した職員。

休みもとらず生活相談に当たる窓口職員。

体調を壊す住民の世話で避難所を回る保

健師。そこには、住民のために働く自治

体職員の姿があります。もうけや利益で

はなくて、全体の奉仕者としての使命感

が彼らを突き動かしていますという、こ

ういうまとめもしております。

　いろんな意味で、災害時には公的部分

の役割が問われていますので、そういう

点も含めて、いわゆる職員の数にしても、

きちっとやっぱり精査をしていくという

ことが大事だと思いますけども、後から

またこの冊子をお渡ししますけども、ぜ

ひ受けとめていただいて、今後の対策に

生かしていただきたいということをつけ

加えておきます。

　少し１回目の質問で忘れたことで、入

札の関係で、新年度事業で雨水幹線整備

ということで鳥飼八町と東別府の工事、

設計含めて入っていきます。こうした多

額の予算で年度がまたがる工事に対して、

どういう入札の形で取り組んでいくのか

と。単年度ごとに契約するのか、工事の

範囲を決めて、その範囲が二、三年とし

てもそういう工事の範囲を決めて入札す

るのか、考え方についてお答えをいただ

きたいと思います。

　消防関係であります。いろいろご説明

をいただいたわけであります。やっぱり、

消防署という消火活動も含めて災害の拠

点であります。先ほど、本庁と１署と３

出張所と申し上げましたけども、そうい

う拠点である出張所であっても二つのと

ころが耐震補強が進んでないということ

はいかがなものかと当然思うわけです、

自然な受けとめとしてですね。

　今回、鳥飼出張所の耐震診断に取り組

んでいくことになりますけども、本庁も

含めて、やっぱりきちんとしていただき

たいなと思うわけでありますけども、地

域防災計画でいろいろ努力目標というこ

とで規定されています。

　例えば、消防力の充実の点では、消防

水利の問題です。それと、活動体制の整

備、消防職員の教育訓練、消防団の活性

化、出火防止及び初期消火体制の整備で

は、市民による出火防止、事業所におけ

る防火体制の整備、広域問題、いろいろ

項目が書かれていて、取り組みを進めて

いこうということになっておりますけど

も、こういう点も含めて、資機材の整備

計画でも現在あるものの更新なり整備だ

ということで、そういう点ではプラスア
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ルファではないわけですわね、時代に応

じていろいろ車種は変更されますけども。

　そういう点で見ますと、消防力という

点でどう評価をしたらいいのか、わかる

ようにもう一回説明をいただけたらなと

思います。

　指定管理の問題であります。今後の予

定については、お話をされました。いろ

いろこれから具体的に事を進めていくこ

とになるわけであります。

　摂津市の指定管理の現状は、いわゆる

民間の株式会社とかそういう利益を中心

と考える一般的な民間という点ではちょっ

と違いますけど、図書館は図書館流通セ

ンター、それとせっつ桜苑は社会福祉法

人成光苑で、これは公設民営ということ

になります。

　大体、それ以外はほとんど、市が一定

かかわって、半官という意味合いで指定

管理を行っているわけであります。これ

をどうするかという話になるわけであり

ますけども、先ほど、労働法制の問題を

言いましたけども、防災管財課長もその

問題では、シルバー人材センターの形で

ことしから云々ということをおっしゃっ

てるんだけども、法律上は９月３０日か

ら最低賃金が８００円になっているわけ

で、少なくとも１０月１日とか、やっぱ

り法に従って引き上げる形で対応するこ

とが当たり前の姿と思います。

　それはそれとして、２０１０年、平成

２２年１２月の総務省通達では、こう言っ

ています。皆さんも当然ご承知だと思い

ます。これまでの指導という部分から、

助言ということで、そういう位置づけで

政府は言っておりますけども、この導入

をするかしないかを含め、幅広く地方公

共団体の自主性に委ねる制度になってい

ること。公共サービスの水準の確保とい

う要請を果たす最も適切なサービス提供

者を議会の議決を経て指定するものであ

り、単なる価格競争による入札とは異な

るものであること。６点目で、さっき言っ

た労働法令の遵守をうたっているわけで

あります。守ることは当然であり、指定

管理者の選定に当たっても、労働法令の

遵守や雇用労働条件の適切な配慮がなさ

れるよう留意することということなど、

幾つか述べているわけです。

　これもこの間、官製ワーキングプアが

大きな問題になって、国会でも取り上げ

て、大きな社会的問題になりました。こ

れを受けて、こうした通達は、例えば２

０１１年、我が党の山下参議院議員の質

問に対して、時の片山総務大臣が答えた

後、こういう通達が出ているわけであり

ます。

　だから、最初の思惑が違って、長年各

自治体で指定管理者制度が導入され、取

り組んできた結果、当初の何が何でも民

間に管理運営を委託するんだということ

でなくて、自治体に方向づけを委ねると。

特に、労働条件を配慮しなさいというこ

とをうたっているわけです。

　そういう点で見ますと、これから摂津

市はどうするかということを考えた場合

に、この立場でどう方向づけをしていく

のかというのが問われていると思ってい

ます。皆さんも当然、自治体としてのや

るべき仕事の補完ということもありまし

て、現在の指定管理の状態だと思います

けども、ぜひ、そういう点も含めて、で

きれば現状の形で存続をすることを前提

として、そこに経営的な手腕だとか、よ

りサービスをいかに向上させるかという

ところを、経営改善の中できちんと合意

する中で事を進めるという流れが、一番

妥当だというふうに僕は思いますけども、

そういう点を含めてお答えをいただきた

いと思います。

－31－



　ちなみに、図書館流通センターが、二

つの図書館施設の指定管理を受けたわけ

でありますけども、資料を見ますと、協

議会の評価と行政側の評価の二つありま

すけども、どちらもＣなんですね。Ａ、

Ｂ、Ｃ、ＤのＣです。いわゆる及第点と

いいますか、普通ですわな。Ａが特にす

ぐれている、Ｂがすぐれている、Ｃが適

切であると、Ｄは努力が必要であるとい

う、こういう評価の中で、いわゆる可も

なく不可もなくということなんです。

　こういう結果が、図書館の指定管理で

生じている問題についても、どう見てる

のかということもちょっとこの際聞いて

おきたいと思います。

　あと、最後に小規模事業者登録制度の

問題であります。問題意識は共有してお

りますので、ぜひ、前回１社でたくさん

の金額を受注しているところもあれば、

６割近い業者が１件も受注してないとい

うこともわかっていると思いますので、

ぜひ平等に、公平に、登録事業者が摂津

市の仕事を受注できるようにということ

で、改善を図っていただきたいというこ

とで、これをお願いしておきます。

○三好義治委員長　北野次長。

○北野総務部次長　野口委員の財政課に

かかわります何点かのご質問にお答えし

たいと思います。

　まず、第１点でございます。中期財政

見通しで示しております４２億７，００

０万円の累積赤字を、今回２６億円もの

基金を取り崩してどう解消していくのか

というお話でございます。中期財政見通

しをはじく上でも、やっぱり不確定な要

因というのはたくさんございます。先ほ

ども答弁をいたしました、その時点の外

部環境、日本の経済の状況、非常に大き

く影響いたすのかなと。

　かつて、摂津市も法人市民税は、３０

億円を超える時代が続いていた状況もご

ざいます。今回のアベノミクスが奏功し

て、そういうような税収が将来的に効果

としてあらわれてくるということが、可

能性としてはあるのかなというふうにも

考えておりますし、先ほどご質問にござ

いました市たばこ税の増収分ということ

です。これも大きく基金の残高に影響し

てきます。

　それと、先ほどもご質問にございまし

た普通交付税。平成２５年度当初予算に

は計上いたしておりませんが、いろんな

意味合いで収入が減少し、需要もある程

度積まれるとするなら、普通交付税が交

付成りになる可能性というのも否定はで

きません。これもいわゆるプラスの要因

になってくるかな。

　あとは、第４次行革です。歳出面での

ような形で改革をなすということで、上

ぶれを考えられると。そういうようなニュー

スの不確定要素、これが上ぶれするよう

な状況になるなら、４２億７，０００万

円の解消もできてくるのかなぐらいには

考えております。

　続きまして、中期財政見通しで計上い

たしております義務教関連の耐震事業と

橋梁の延命化耐震ということです。

　義務教に関しましては、一定、はじく

時点での設計ができてなかったというこ

とで、総額自体では４４億１，８００万

円程度見込んでおりましたが、これは現

在、実施設計が行われ、ある程度額が固

まった中でいうと、３７億３，１００万

円程度に数字としては落ちてきておりま

す。

　あと、もう一点の橋梁については、補

正予算で調査等をいたしますので、中期

財政見通しでは２億２，４００万円を見

ておるんですが、これも上ぶれするのか

下ぶれするのか、今のところは不明になっ
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ておりますが、いずれにしましても、中

期財政見通しに計上した事業というのは、

我々としては一定、今後の予算の裏づけ

をしなければならない事業というふうに

認識いたしておりますので、このことに

ついては優先的に取り組んでまいりたい

というふうに考えております。

　あと、子宮頸がん等ワクチン接種にか

かります財源構成の問題のご質問でござ

いますが、平成２４年度までは一定割合

を国費、都道府県に基金を設けて、基金

から補助金を出してきて、一部負担もし

て実施してまいったところでございます。

　先ほど、個人住民税の増のところでの

お問いでありましたが、住民税の年少扶

養控除廃止によって、地方の増収分があ

るということで、ここのバーターとして

この国費は削減しますよというのが国の

説明でして、後は、ご指摘のとおり９０

％を普通交付税の基準財政需要額で見ま

すよという形で、マクロでは財源措置し

ておりますという形でございます。この

分は、交付税上の単位費用にも一定反映

されてまして、私も一定試算しておりま

すが、保健衛生費等で基準財政需要額の

増は見られております。

　続きまして、下水の雨水の問題でござ

います。東別府雨水幹線と鳥飼の排水の

整備、この大きな事業が２本ございます

が、今は概要での数字でしかつかんでお

りませんが、東別府で２６億９，０００

万円、鳥飼のほうで１３億５，０００万

円程度必要になってくるのかなと。これ

をどう予算措置して、どう契約するのか

というお問いなんですが、基本的にこの

事業ですと、この工事を考えますと、３

年から４年程度の事業になるのかなと。

　そうなりますと、予算の手法としては、

継続費を設定するか、あるいは債務負担

行為を設定するか、こういう形になりま

す。その年度を越える事業について、総

額で一般競争入札を行うということが想

定されます。これもまだ実施設計も何も

出てきておりませんので、今の概算の段

階での財政措置としての考え方は、その

手法としては二つございますということ

でご理解願いたいと思います。

○三好義治委員長　西川課長。

○西川防災管財課長　市有地売却につい

ての住民の意見を聞くという、用地売却

のシステムについて、お答えさせていた

だきます。

　先ほども申し上げましたように、旧ふ

れあいルーム跡地につきましては、地元

の自治会と協議を進めて、その売却の方

法についての結論を出していって、最終

的に売却させていただいたということに

なりました。

　また、今後予定されております旧の鯵

生野団地の跡地につきましては、地元と

ワークショップ等を開きまして、今後の

コミュニティセンター構想についての話

し合いを持たれるというふうに聞いてお

ります。

　それ以外につきましては、特に大きな

面積の市有地につきましては、今後また

自治会等と話し合う機会というのも検討

してまいりたいと考えております。

　続きまして、防災対策につきましてで

ございます。地域防災計画の見直しにつ

いて、地域防災修正委託料としまして８

７０万円を計上しております。この修正

につきましては、先ほども申し上げまし

たように、南海トラフ巨大地震の想定を

今回の地域防災計画に反映させるという

ことになっておりますが、その内容につ

きましては、大阪府の地域防災計画も修

正され、その修正内容も受けて、摂津市

の地域防災計画に反映させるという内容

になります。
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　この修正におきましては、実効性のあ

るものということで修正をしていきたい

と考えておりますが、同時に防災アドバ

イザーを群馬大学の片田先生にお願いし

ております。片田先生の専門のほうは、

ご存じのように釜石の奇跡でありました

逃げる防災。野口委員も言われておりま

す逃げる防災を中心にやられておりまし

て、ただ、津波防災だけではなくて、摂

津市が経験しております洪水に対しての

ような逃げる防災も同時にアドバイスさ

れて、各地でそういう防災対策に取り組

まれております。

　この片田先生のご協力を得ながら、逃

げる防災についても地域防災計画に反映

していく仕組みをつくってまいりたいと

考えておりますし、また、地域防災計画

だけでなくて、自主防災リーダー等や学

校の先生たちを対象にしましたワークショッ

プ等も開催する内容も含めておりますし、

地域版のハザードマップを補完するリー

フレット等も作成してまいりたと考えて

おります。

　続きまして、耐震化率についてお答え

させていただきます。先ほども申しまし

たように、公共施設の耐震化率は、全部

で１３７棟のうち９７棟ということで、

現在、平成２４年度末で７０．８％となっ

ております。

　平成２５年度に予定しておりますのは、

千里丘、味生、それから鳥飼西小学校の

校舎、別府小学校の屋内運動場、それか

ら二中の耐震化工事が実施される予定で

ございまして、平成２５年度末になりま

すと、８０％となる見込みでございます。

　また、正雀保育所の耐震化につきまし

ては、現時点では耐震化されていないと

いう状況になっております。耐震化の方

針としましては、まず多くの方が避難所

となる避難施設の小・中学校の施設、そ

れからスポーツセンター等、それから公

民館、防災拠点等を順次耐震化していく

という方針を持っておりますので、そこ

に保育所は現在含まれておりませんが、

今後、施設の老朽化に対しての補修計画

とか、その辺を含めて耐震化工事が実施

されるものと考えております。

　続きまして、逃げる防災につきまして

は、先ほど申しましたように、地域の方

を含めてワークショップ等を、また、地

域防災のリーダーの方、自主防災組織の

リーダーの方たちを対象に、片田先生の

逃げる防災から得られる方向性なり避難

路の確保なり、そういう方向性を持って

ワークショップ等を行って、意見交換を

図ってまいりたいと考えております。

○三好義治委員長　山口課長。

○山口政策推進課長　それでは、私のほ

うから、まず市有地売却等における市民

合意を図るシステムについてどうかとい

うふうなお問いであったかと思います。

まず、この点からお答えいたします。

　これにつきましては、過日の本会議で

の答弁でもありましたことと少しダブる

んですけれども、政策決定過程、これに

ついての市民の皆さんの参画を図るとい

うふうなことはやっぱり非常に大事なこ

とだというふうに思っておりますし、今

後、行政に関する関心をもっともっと持っ

ていただいて、いろんな面で参画をいた

だくというふうな取り組みは、今後も進

めてまいりたいというふうに考えており

ます。

　それで、去年の９月に協働と市民活動

支援の指針というふうな冊子を出させて

いただきまして、これは恐らく去年の決

算の委員会のときにも申し上げたとは思

うんですけれども、市民と行政とのいろ

んなかかわり合い、いわゆる協働の領域。

お互いにどの分野を主に担当して、どの
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分野では主にどんな形で協働であったり

とか、例えば企画立案への市民の参画の

形をお示ししていると思います。

　その中で、市有地の売却ということに

特化するわけではございませんけれども、

一定、市民の皆さんと非常に密接にかか

わる部分につきましては、何らかの市民

の意見を聞くという過程は必要というふ

うに認識をいたしております。主には、

平成２５年度ですけれども、例えば阪急

の連続立体交差事業の関係でいいました

ら地元でのワークショップ、また、私ど

もが担当しております安威川以南のコミュ

ニティセンターの関係でも別府地域でワー

クショップを開催して、皆さんのご意見

をしっかりとお伺いしようというふうな

取り組みを予定しております。

　ただ、これらワークショップなり懇談

会ということを今後とも活用してまいり

たいと思っておりますけれども、もう一

方で、将来的な行政の継続性ということ、

これをしっかりと我々は行政の責任とし

て、将来に対して責任を持つということ

が必要というふうに思っておりますので、

こちらでのワークショップ、懇談会での

皆さんの意見をいろいろ聞かせていただ

いた上で、最終的な案をこの二元代表制

ということでございますので、議会のほ

うにご提案させていただいて、またご審

議を賜るということになろうかというふ

うに考えてございます。

　続きまして、権限移譲の関係でござい

ます。平成２５年度の権限移譲の交付金

は全体で幾らかというふうなご質問であっ

たかと思います。

　これにつきましては、大阪府のほうか

ら市民活動支援課のＮＰＯ法人の認定事

務をはじめとしまして、８課にわたりま

して予算を計上しておりまして、合計の

大阪府からの補助金・交付金は８２０万

５，０００円でございます。これの積算

につきましては、該当事務の処理件数掛

ける１件当たりの処理時間、１件当たり

の処理にかかる人件費ということで、そ

れのかけ合わしたものが交付金の合計と

いうふうになってございます。

　それから指定管理の関係で２点ほどご

質問いただいておったと思います。

　まず１点目で、市としての今後の指定

管理についての考え方をもう一度述べよ

ということであったというふうに理解を

いたしました。これは、これまでもずっ

と言ってきたことですけれども、現在、

市のほうで直営、これまでしておった施

設についても、サービスの内容の維持・

向上が図られるということ、また経費の

面で、市が直営するよりも安価に提供で

きると、いわゆる効率的な財政運営とい

いますか、最小の経費で最大の効果が得

られるというふうなことが明らかである

場合については、今後とも指定管理とい

うことを基本に据えて考えていこうとい

うことでございます。

　ただ、平成２２年１２月２８日付の総

務省のいわゆる助言でございますけれど

も、この内容については、我々も重々承

知をいたしておりますので、委員がおっ

しゃいました単なる価格競争の入札では

ないよと。それと労働法令の遵守、この

点は我々もしっかり念頭に入れて対処し

ていきたいと思いますし、我々もこの単

なる入札ではないということは重々心得

ております。金額のみで判定はしないと

いうふうにしております。

　先ほどサービスが向上し、また経費の

節減ということを申しましたけれども、

もう少し具体に言いますと、市がやる場

合と同等の体制と費用で、より高品質で

あったり、高付加価値のサービスが提供

可能であるという場合、これが一つでご
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ざいます。もう一つが、本市が直接行う

場合と同等のサービスの内容がより効果

的な体制や費用で提供できるということ

が認められる場合、この場合についてと

いうことで、指定管理ということを基本

的に考えていきたいというふうに思って

おります。

　それから図書館のことについてお問い

がございました。図書館等協議会でモニ

タリング評価の内容でございまして、Ｃ

評価になっているよというふうなことで

あったと思います。

　こちらにつきましては、協議会の委員

の評価、それから施設所管課の評価、そ

れから、それを含めて全体的な総合評価

の３点でもって評価がされてございます。

　総合評価のところにおきましては、委

員さんの評価と施設所管課の評価を勘案

しまして、全体として、これは１００％

のうちで６６．１ポイント、これもＣ評

価で適切であるというふうな評価結果が

出ております。これは常日ごろの運営サー

ビスについての評価というふうに思って

おります。

　また、これは平成２３年度から図書館

を指定管理にしたときにも、文教常任委

員会等でも重々議論があったところなん

ですけれども、やはり我々としましては、

図書館を指定管理ということにすること

によりまして、やはり目に見えた形で開

館時間と開館日の拡充がされたというこ

とは、これは大きなメリット、また我々

が直営でやってきたときよりもはるかに

安価な経費でもって、そのサービスが提

供できているということは事実でござい

まして、このことからも私どもは図書館

というのはやはり指定管理に適したもの

というふうに考えてございます。

○三好義治委員長　山本次長。

○山本市長公室次長　財政状況の中で、

臨時元気交付金を活用した一般財源の活

用について、経常経費である乳児医療を

取り上げられまして、全体にどう考えて

おられるのかというご質問だと思います。

　乳児医療につきましては、文教常任委

員会が所管でございますので、個別につ

いてのお話はなかなかできないところが

ございますので、一般的なお話といたし

まして、常々行革のチーム、財政課、人

事課、政策推進課でございますけれども、

こちらのほうで日々話をしておりますの

が、やはり市民サービスの向上を目指し

つつ、健全な財政基盤を確立するという

ことをまず基本にやっていこうというこ

とを確認をしながら行革等々を進めてい

るところでございます。

　臨時元気交付金につきまして、一般的

に建設事業費がその財源に活用されるも

のだということで認識をいたしておりま

す。委員のほうで一例を取り上げられた

事業につきましては、やはり経常経費の

ところに該当するのかなと思っておりま

す。経常経費につきましては、やはり所

管それぞれにおいて、また市全体におい

て、スクラップアンドビルド等々の手法

を活用しながら財源を見つけていきたい

というふうに考えております。

○三好義治委員長　和田課長。

○和田市民税課長　市たばこ税に対する

考え方ということでお答えいたします。

　先ほども説明いたしましたとおり、本

年度は１２月から納付額がふえまして、

３月分１か月を残しまして１２億１，５

００万円が納付済みとなっております。

　ご承知のとおり、市たばこ税につきま

しては、課税定額を超えた部分を翌年度

に、市たばこ税大阪府交付金という形で

返還することになっております。本年度

の課税定額につきましては、１４億７，

３００万円ということで計算が出ており
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ますので、２億５，８００万円ほど余裕

がございます。

　今の見通しといたしましては、課税定

額内におさまるものと考えておりまして、

来年度の返還等はないと考えております。

○三好義治委員長　明原課長。

○明原警防第２課長　私のほうからは現

状の消防力をどう評価し、今後どういう

方針を持って体制の整備を進めていくの

かというご質問に対し、ご答弁を申し上

げます。

　ご指摘がありましたように、消防力の

充実につきましては、現在の地域防災計

画の予防計画編に記載をいたしておりま

す。その中で、消防力の整備指針、これ

は消防庁の告示でございますけれども、

この消防力の整備指針に基づき、施設の

整備・充実を図るというふうに記載をし

ております。

　この消防力の基準でございますが、消

防庁告示で旧の消防力の基準と呼ばれた

ものでございまして、平成１２年に全部

改正が行われまして、これまで消防力の

基準では、必要最低限の基準というふう

に位置づけをされておりましたが、この

平成１２年の改正によりまして、市町村

が適正な規模の消防力を整備するに当たっ

ての指針というふうに性格が改められま

して、市町村の自主的決定要素が拡充を

されたというふうに我々は理解をしてお

ります。

　本市におきましては、最終整備目標と

して、この消防力の整備指針を位置づけ

るものでございますが、現在、不足とい

いますか、足らない部分につきましては、

地域の実情に合わせて職員、体制全てに

おいて創意工夫をして、具体的な取り組

みを期待をするものでございます。具体

的な本市の取り組みにつきましては、現

有車両を少ない人員の中で乗りかえ運用

をするなど、決して消防力が低下しない

ように、またご存じのように近隣市町と

も消防の連携をとって、相互の応援協定

を拡充するなりし、市民の安全確保に努

め、消防力を維持しているところでござ

います。

　しかし、まだまだこれとて十分でない

ことは承知しておりまして、ただ単に今

後は充足率を上げるということにとらわ

れることなく、指針を最終目標といたし

ますが、いかに先ほど申し上げました創

意工夫して限られた人員と財政の中で消

防力を維持・強化していくということを

ポイントとして整備を進めてまいりたい

と、このように考えております。よろし

くご理解お願いいたします。

○三好義治委員長　明原課長、質問者は、

現時点において、車両は充足しているの

か、人は充足しているのか、消防団の体

制は充足しているのか、現状の消防力、

体制について、どう認識しているのかと

いうことの質問であるから、再答弁をし

てください。

　先に、松方課長。

○松方選挙管理委員会事務局長　投票所

の件につきまして、委員のほうから近く

にできないのか、期日前の増設はという

ようなお話でございましたけれども、選

挙管理委員会としましては、平成１９年

のころから統廃合については検討に入っ

ておった状況でございますので、統廃合

するのがすぐにということではございま

せんで、いろんな状況なり資料なりを検

討しながら先年までの投票所のあり方を

検討してきたところであります。

　投票所までの距離ということになりま

すと、鳥飼東公民館が１，２４０メート

ル、千里丘小学校体育館が１，０２０メー

トルと、このあたりが１キロを超える範

囲でございます。それ以外については、
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ほぼ１キロを切っております。大体５０

０メートル徒歩５分から６分というふう

に見ておりますので、大体１０分以内で

投票所に行けるような感覚、距離の資料

に基づいております。

　また委員の質問は、高齢の方とかとい

うところをお話かと思いますけれども、

前回の衆議院の選挙におきましては、６

０歳以上の方の投票率が７０％を超えて

おります。ですので、この７０％に満足

するわけではございませんけれども、お

おむね投票には来ていただいているのか

なと思っております。

　それから、期日前投票所につきまして

は、いろいろな条件がございますけれど

も、予算的な措置については、従前から

措置をしている状況でございまして、や

はりその体制、それからシステム、その

ような状況で、どんな仕組みでやるのか。

単に期日前投票所をふやすということで

経費がかさばるということではいけませ

んので、期日前投票を開いたとして、ど

れぐらいの効果が見通せるかということ

も含めて、選挙管理委員会の中で検討し、

諮ってまいりたいと考えております。

○三好義治委員長　東角部参事。

○東角総務部参事　差し押さえ金額によっ

て、破産法、あるいは国税徴収法ではど

ういうことになりますかというご質問で

ございますが、個別のケースにつきまし

ては、お答えを控えさせていただきたい

というふうに存じます。これまでもご説

明させていただいておりますように、ま

ず督促状が出て、まずはコールセンター

から連絡があり、また催告書も出させて

いただいて、そのほかに夜間電話なり、

毎月の土曜の納付相談日などを設けさせ

ていただいておりますので、市民税の普

通徴収などにつきましては、年間４期ご

ざいますので、少なくとも１０回以上は

ご連絡をさせていただいているようなこ

とになろうかと思います。できれば、そ

ういう早期の納付相談に来ていただけれ

ばというふうに思っているところでござ

いますが、例えば収入をお持ちで、資産・

財産もあるというような場合でございま

すと、税金をお支払いになられない一方

で、その方の資産形成もされておられる

ということになります。そのような場合

は、公平・公正の観点から差し押さえを

させていただいているというような状況

でございます。

　金額によってどうかということについ

ては、破産法、国税徴収法では述べてお

りませんが、滞納額が発生しております

場合で差し押さえる場合につきましては、

全額を徴収しなければならないというよ

うになっております。ただ、実際につき

ましては、来庁していただく中で、一人

一人のご事情に耳を傾けて柔軟な対応を

させていただく中で納付相談を承ってま

いりたいというふうにしておるところで

ございます。

○三好義治委員長　消防関係では、先ほ

どの消防力の評価について、もう一回答

弁いただきますのと、もう一点、耐震化

で、ことし出張所も耐震化をやっていく

けれども、なぜ今まで放置していたのか

という点と、本庁の関係も質問している

ので、この辺も答弁願います。

　先に、明原課長。

○明原警防第２課長　消防力の現況とい

うことで、充足率を答弁させていただき

たいと思います。

　まず、施設の車両でございますけれど

も、これは消防力の整備指針から算定し

ました充足率としては８８％というふう

になってございます。続いて、消防職員

の人員でございますが、こちらは充足率

でいきますと５４％、消防団の人員につ
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きましては９５％というふうに先ほどの

消防力の整備指針から算定をいたしてお

ります。

○三好義治委員長　納家課長。

○納家消防本部総務課長　消防本部庁舎、

また３出張所の庁舎の耐震化につきまし

てお答えいたします。

　これは、先ほども言いましたように、

耐震補強をしなければならないという建

築基準法に基づきまして、昭和５６年に

耐震するようにと国のほうから法律で決

定いたしました。消防本部及び３出張所

におきましては、昭和５６年以前に建て

られた建物というのは、千里丘出張所と

鳥飼出張所でありました。本部庁舎につ

きましては、昭和５６年以降の平成３年

に竣工されておりますので、この規制に

はかかりませんでしたので、平成２５年

度予算のほうで千里丘出張所と鳥飼出張

所の耐震診断を予算計上させていただき

まして、今後耐震化を進めていきたいと

考えております。

○三好義治委員長　山本次長。

○山本市長公室次長　消防力のところで、

所管外ではございますけれども、職員全

体を預かる市長公室としてご答弁をさせ

ていただきます。

　消防機関の条例定数は９３人となって

おります。人事を担当させていただく我々

といたしまして、近年でありましても、

ほぼ１００％に近い形で退職者補充をし

ておる状況でございます。そのような状

況であるということもあわせてご説明を

しておきます。

○三好義治委員長　北居消防長。

○北居消防長　消防施設の耐震化でござ

いますが、今、総務課長が答弁しました

ように、消防本部庁舎につきましては、

これは平成３年建設でございまして、と

にかくは昭和５６年の新耐震基準はクリ

アしている建物であります。ですが、本

会議でもご提案がありましたように、こ

の消防本部庁舎のみではありませんが、

市の災害対策本部が設置される建物、こ

れなどとあわせまして、防災拠点という

観点から、この消防本部庁舎の機能の維

持をご提案の免震化についても、今後は

検討しようかと考えてはおります。

　それともう一点は、市長公室次長から

ご答弁いただきましたけれども、決して

消防も人員削減の中で聖域ではないと、

それは認識しております。消防だけが条

例定数を確保しているという批判の対象

にも、これはなっているかもしれません

けれども、一方で、先ほど警防課長が答

弁しました国の整備指針から見ると、職

員数は５４％の充足率となっております。

ただ、この５４％の充足率、この充足率

だけを問題化しているのではございませ

ん。私、把握しているところでは、日本

国中、これが１００％の充足率であるよ

うな消防本部はないと聞き及んでおりま

す。ということで、我々も先ほどの答弁

にありましたように、ここは実情に合わ

せまして、職員が創意工夫して、人員の

削減はしておりませんが、この足りない

中で地域の活力、消防団の活力も活用さ

せていただき、それから防火水槽につき

ましても私設の防火水槽を活用させてい

ただいて、消防力の充実を目指している

ものでございます。

○三好義治委員長　暫時休憩します。

（午後２時１２分　休憩）

（午後２時１３分　再開）

○三好義治委員長　再開します。

　納家課長。

○納家消防本部総務課長　答弁の訂正を

１件お願いします。

　先ほど私が答弁しました千里丘出張所

と鳥飼出張所の耐震化につきまして、２
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出張所を今年度耐震化するというのでは

なく、まずは平成２５年度予算で耐震診

断をするのは鳥飼出張所であります。

○三好義治委員長　野口委員。

○野口博委員　１点だけ答弁が抜けてい

るので、それだけを質問して、あとは全

部要望にしておきます。

　質問は、地域防災計画について、その

修正、見直しについて委託をするとおっ

しゃった件で、本当にそうなのかと、直

営で頑張ってほしいという趣旨の質問を

しましたけれども、再度それだけ答弁を

求めておきます。

　それで、山口課長がご答弁なさった市

有地の問題です。確かにその項目項目で

は、これからワークショップだとか地元

協議ということで入っていきますけれど

も、この庁内でこれまで検討されてきた

基本的な問題について、そういう領域に

ついても協働とおっしゃるならば、ちゃ

んと市有地全体を見越した情報公開をし

て検討できるシステムをつくったらどな

いかということを言っているわけで、そ

ういう角度からぜひ今後検討していただ

きたいと思うので、お願いしておきます。

　ヒブワクチンの問題とかの元気交付金

の関係で活用されるだろう、この一般財

源の問題について、いわゆる経常経費等

ということで、そういうふうなご答弁が

ありましたけれども、ぜひ年間９００万

円で１歳引き上げになりますので、乳児

医療費の対象年齢引き上げについて、ぜ

ひ早急に結果が出るように検討をお願い

しておきたいと思います。

　あと投票所問題であります。いろいろ

理由づけは、もう結構ですので、ぜひ早

急に今以上に多くの皆さんが投票所に行

ける条件整備のためにどうあるべきかと

いう角度からご検討をお願いしておきま

すので、結果を楽しみに待っております

ので、よろしくお願いしておきます。

　消防関係であります。今、訂正答弁も

ありましたけれども、少なくとも予算の

関係もありますけれども、防災拠点の一

つである出張所の中で耐震補強が進んで

いないということは、市民から見てもお

かしいわけで、今回、鳥飼出張所につい

て耐震診断の１４７万円が組まれていま

すけれども、補正予算を組んででも、やっ

ぱりやるべきだと思いますので、再検討

していただくようにお願いしておきます。

　指定管理者の問題であります。いろい

ろ課長からご答弁いただいたわけであり

ますけれども、去年の７月にまとめた検

討委員会の提言書の中で、こんなことを

言っているんですね。「仮に外郭団体が

指定されなかった場合、そこに在職する

職員の身分や処遇に与える影響を考慮し、

適切な支援を市として行うこと」という

文言があります。先ほど私は、現状の指

定管理の状態を見ても、こういう状態で

すよということで、この形は踏襲してい

ただいて、あとはより工夫していただい

て、まともにいっているんだというよう

な形で出発するようにやってほしいとい

うこと言いましたけれども、国のそうい

う助言なり通達にしても、自治体の自主

性に任せるということをおっしゃってい

るわけで、単純に例えばシルバーの方々

が仕事をされる場所で、自転車の管理の

部門が民間に変わった場合に、そこで働

いた方々が、そこでまた雇っていただけ

るとかはっきりわかりませんわな。そう

いう、今は市がかかわってやっているか

ら、高齢者の皆さん方がいろんな、経済

状況の違いはありますけれども、小遣い

をいただきたいということと、それから

生活費とかいろんなことがありますけれ

ども、そういうことで仕事をさせていた

だいて、日々生活をしているわけで、そ
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ういうところが単純に営利企業に指定管

理した場合に、そういう雇っていただい

た方々の今後継続できるかどうか、ごっ

つい不安であります。保障もされません。

そういうものも生じますので、これまで

の実績も踏まえて、先ほど申し上げたよ

うに、今の形を生かして、その中で工夫

してやってほしいというところで、指定

管理者の選定を行うべきだと思うわけで

あります。

　それと２回目の質問で、労働基準法の

問題を言いましたけれども、そういう条

件で指定管理に出しますけれども、じゃ

あ、そのとおりやっていますかという、

その実際の管理、監督といいますか、そ

れはどうなさっているんですか。その辺

いろいろ問題もありますので、もう要望

にしますけれども、こういう点を含めて、

ぜひ受けとめていただいて、検討をお願

いしたいということを申し上げて質問を

終わります。

○三好義治委員長　指定管理の関係は全

て要望でいいんですか。

○野口博委員　要望です。

○三好義治委員長　それでは、西川課長。

○西川防災管財課長　地域防災計画の修

正を担当職員で直接できないのかという

ご質問にお答えさせていただきます。

　先ほども説明させていただきましたよ

うに、地域防災計画の修正につきまして

も、南海トラフ巨大地震の被害想定を反

映するものになっておりますが、地域防

災計画の中身につきましては、地震対策、

それから浸水対策と二つに分かれていま

す。地震対策につきましては、先ほどの

被害想定をもとにされるものであります

が、浸水対策につきましては、実効性の

あるものということで反映させていきた

いと思っておりますが、具体的にどうい

うふうに逃げるのか。この前、地区別の

ハザードマップを配付いたしましたよう

に、その避難勧告による詳細な基準も、

今回のハザードマップで決定しておりま

すので、それらを反映させる。それから、

それ以外に、先ほど申し上げましたよう

に、地域防災のリーダーの方たち、それ

から防災教育についてもワークショップ

や、それから地域版のハザードマップ等

の作成も、その委託の中に含めて、専門

的な知識にのっとったそういうものを作

成してまいりたいということで委託を発

注したいと考えています。

○三好義治委員長　野口委員の質問が終

わりました。次に、藤浦委員。

○藤浦雅彦委員　先ほど野口委員からい

ろいろとご質問がありました。ちょっと

角度を変えながら整理ができるように質

問させていただきたいと思いますので、

お願いいたします。

　申しわけありませんが、番号を最初に

振りますので、番号を言ってからご答弁

をいただきたいと思いますので、お願い

いたします。

　最初に、補正予算のほうからでござい

ますが、補正予算書の２２ページにあり

ます款１６、財産収入で、項２、財産売

払収入、目１、不動産売払収入について

です。減額補正をされておりますけれど

も、この間本会議の中で一部質問が出て

いましたが、その中身と、それに至った、

これまでの経緯もご説明いただきたいと

思います。

　２番目に、移動系無線装置委託料、防

災行政無線改修工事についてです。６７

ページに載っています。款８、消防費、

項１、消防費の目４、消防対策費の中で、

今回増額補正されています、移動系無線

装置委託料、それから防災行政無線改修

工事、これ情報収集伝達体制整備事業と

いうことになっていますが、どういった
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内容なのかご説明してください。

　それから、これはアナログ体制のもの

をデジタル化をするということでござい

ますが、どういった違いが出てくるのか、

あわせて説明をお願いします。

　ここから平成２５年度予算に入ります

が、３番目に市税収入についてでござい

ます。

　予算書の２０ページに市税収入が書い

ています。先ほどもご質問がありました

けれども、私のほうは、この市税収入の

推測、目測をどのように見られているか

という額面には出てこないような部分の

認識をお問いをしたいと思います。最初

に去年お示しいただいたとき、総額でい

いますと市税収入の総額は１６９億円で

見ているということでございましたが、

年が明けてことしお伺いいたしますと１

７１億円ということで強気の見方をされ

たと、修正されたということでございま

した。その辺の市税収入の分につきまし

て、市民税の個人と法人の分は、どんな

角度になったのか、財政方の見通しがど

んなふうに強気にされたのかということ

を数字もあわせて一遍お示しをいただき

たいと思っています。

　４番目は、地方交付税です。先ほども

ご答弁がありましたが、平成２５年度は

不交付団体ということで見られています。

しかし、私は、これは多分交付になるん

違うかなと思ったりもしています。８月

ごろには、その確定がされるというふう

に思いますが、平成２４年度も交付にな

りましたけれども、ほとんど変わらない

のではないかと思っているんですが、そ

の基準財政需要額と収入額との差はどれ

ぐらい、すれすれじゃないかと思うんで

すけれども、どれぐらいの見立てをされ

ているのかということと、それから平成

２５年度は何とかそれでいけるとは思う

んですけれども、それ以降は、多分消費

税の関係なんかもあって、できるのは１

年だけなのかなと思ったりもするんです

が、その辺もあわせて財政方の考えを教

えてください。

　５番目に基金の温存についてです。先

ほど来、議論がありますように、平成２

５年度は２６億円の基金を取り崩すとい

うことで、残り２９億円云々ということ

になります。一番やっぱり心配なのは、

これからの見通しで、これを何とか少し

でも戻すという、温存するということが

気になるところなんですけれども、いろ

いろ要因があります。今言われています

中では、先ほどのこの交付団体になると

いうことも一つあると思います。それ以

外にも、平成２４年度の段階で、最終決

算が上がっていませんが、この段階でも、

先ほどの市たばこ税も今回補正している

よりもたくさん入っているということで

すから、まだ入ってくる可能性もありま

すから、それでまた戻せる、温存できる

という可能性も大きくありますし、また

不用額もまだ出てくると思います。これ

が、中期財政見通しでは、平成２４年度

の末でいいますと５５億円ということで

見てられますけれども、これを上回るぐ

らいまで戻せればいいなと思うんです。

　それから、平成２５年度もそうですけ

れども、先ほどの普通交付税がもらえる

かもわからないという話とか、市たばこ

税の増収があるかもわからないとか、い

ろいろと要因はあると思うんですけれど

も、そういったものを含めて、市長もそ

ういえば本会議の中では「確信をしてい

ます」というお言葉を言われていました

けれども、その確信という部分は、ほぼ

この中期財政見通し程度は戻せるだろう

ということのように私は受け取ったんで

すけれども、財政方としては、どれぐら
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い戻せるというふうにみられているのか、

言えるだけのことをおっしゃっていただ

いて、私が安心できるような言葉を言っ

ていただければ一番ありがたいと思うん

ですが、ご説明をお願いします。

　６番目、選挙費について、先ほどもい

ろいろとご議論がありましたが、去年の

衆議院議員選挙のときに、実は統廃合さ

れました千里丘地域、初めて今回千里丘

小学校で行われましたけれども、そのと

きに実は、受付する場所が１か所しかな

くて、そこへ二つの投票所の方が来られ

たもので、対応ができなくて行列がずっ

と外にできてしまいまして、寒い中で、

外で行列で待たされたということで、苦

情を言われた方も出られました。体制を

２か所にするとか、何か外で並ばんでい

いようにしてもらえればよかったんです

けれども、そういうことを受けて、今後

のこの体制、早速この７月には参議院議

員選挙がありますけれども、その対策を

どう改善されたのかということをお聞き

したいと思います。

　それから７番目ですが、少数精鋭体制

の構築ということでございまして、市政

運営の基本方針には、職員に対して、こ

れから少数精鋭体制の構築をしていくと

いうふうに言われておりますけれども、

実際には、その少数精鋭の体制とは、職

員体制としては人数としては、どういう

中身を考えておられるのかということを

お尋ねしたいと思います。

　それから８番目、創造的人材育成事業

についてでございます。これは予算概要

の１０ページに載っていますが、管理職

育成等研修委託料というのがあります。

この研修内容ですね、どういうふうなこ

とを予定をされているのか。また、この

下に職員自主研究グループに補助金を出

すということになっていますが、この補

助をされるその基準、どのような基準で

補助を考えておられるのか。既に受けて

いるグループがあるということでござい

ましたが、その実績や中身について、ま

た、こういうことを通して、どのような

人材を育てようとされているのかご答弁

お願いしたいと思います。

　それから９番目、予算概要の１００ペー

ジにあります自主防災組織支援事業につ

いて、平成２５年度としては、どのよう

な支援を考えておられるのか、ご答弁お

願いします。

　１０番目に、防災対策事業といたしま

して、地域防災計画の策定については、

先ほども議論がありましたので、答弁は

もう結構でございますけれども、とにか

く実効性のある計画にしてもらうという

ことと、十分に市民の合意が得られるよ

うな、市民の意見が盛り込めれるような

仕組み、体制を、一つは女性の視点をしっ

かり入れるということをとっていただい

ておりますけれども、女性だけではなく

て、要は要援護者の視点とか、いろんな

視点がしっかりと盛り込めれるような、

そういう実効性のある計画にしていただ

くように、またそれをするための仕組み

をつくっていただくように、これは要望

しておきたいと思います。

　それ以外に、いろいろと細かい提案を

今までやってまいりました。例えば、去

年の一般質問では、国交省が予算を持っ

ています「まるごとまちごとハザードマッ

プ」というふうな取り組みをやっていま

して、これは手を挙げれば、特に淀川筋

はそれができることになってまして、国

の予算で水害のときの標識をいろんな公

共施設とかに設置することができるとい

う事業がありますけれども、検討します

ということで言われていましたけれども、

そういったことの取り組みについては、

－43－



どうされていくのかということです。

　それから関西電力が広告を出していま

すが、その広告とあわせて水害の高さを

表示するようなこともやっています。こ

れは関電のほうのサービスで一部やって

いるんですけれども、そういったものも

提案をしましたけれども、それなんかに

ついても協議がどうなっていっているの

か、平成２５年度について前進していく

のかどうかをあわせて教えてください。

　それからもう一つ言ってました水害対

策などで、この企業とかいろんな施設な

どとの防災協定で一時避難をできるよう

にしてもらったところについては、それ

がわかるような、わかりやすいプレート

を設置をしていったらどうですかという

ことも言ってましたが、そういう検討に

ついてもどうなったのか。要は、住んで

いる市民に周知ができるということを目

的でとにかく防災１００番というプレー

トというふうに提案していましたけれど

も、そういうものについての検討はどう

なっていますかということをお尋ねした

いと思います。

　１１番目は新型インフルエンザ対策事

業についてでございます。これは、予算

概要の１０２ページに記載がありますが、

新型インフルエンザ対策事業について、

これは今回、条例も提案されていますけ

れども、この事業の中身をまずご説明い

ただきたいと思います。

　それから１２番目に消防庁舎管理事業

です。これも先ほどご議論がありました

が、予算概要の９６ページにあります消

防庁舎管理事業については、今回、鳥飼

出張所を耐震診断を実施をされるという

ことでございます。千里丘出張所も非適

合なので、引き続いて多分やられるとい

うことになると思うんですけれども、こ

れはこれで大事なことなので、進めていっ

ていただきたいということになるんです

が、一つちょっと気になるのは、この第

４次行革の中の消防広域化と出張所のあ

り方の整合性を図りますというのがある

んです。これは、これでまた検討をされ

ていると、これ平成２６年までの目標値

になっていますけれども、恐らくこの広

域化というのは全然進んでないので、平

成２６年というのは、無理なんだろうと

思いますけれども、この辺で、もし平成

２６年を目指してやるということであれ

ば、例えば私の勝手なイメージですが、

吹田と摂津で共同の運営をするというこ

とであれば、少しそういう近くにこの吹

田の消防署と摂津の出張所が近かったら

統合できるというふうな可能性も出てき

ます。そういう意味のことが、この検討

としてはあるんだろうと思うんですけれ

ども、その辺との整合性は考えないとい

けないと思うんですけれども、その整合

性を一度ご答弁お願いしたいと思います。

　それから、本庁ですね、消防本部の耐

震については、これは本会議でも、この

昭和５６年以降だったので、耐震には問

題ありません。ただ、いろんな機器が置

いてますから、免震構造について検討い

たしますということでございました。そ

れはもうぜひそうしていただきたいなと

思いますし、また建物ができ上がって、

全体を免震するというのは、非常に難し

いと思うので、多分この一部分を免震化

するということになると思うんですよね。

そうしますと、やっぱり、例えばこうい

う天井部材とか、この間の地震でも天井

が落ちてきていたりとか、ダクトがばっ

と落ちていたりとかということがあって、

やっぱり災害の指令塔となるところがそ

んな状態になっているようでは、やっぱ

り支障を来すということを考えますと、

やっぱりこの非構造部材の耐震化という
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のも考えていかないといけないと思うん

ですが、そういった考え方についても一

度ご答弁お願いしたいと思います。

　１３番目でございますが、指令通信事

業についてでございます。これは予算概

要の９８ページに載っています。指令・

通信事業について、吹田市と共同で消防

指令業務の運用を目指すということでご

ざいました。

　このことは、私はこの消防本部の広域

化をしていくための第一歩を踏み出され

たのかなというふうに認識もしていたわ

けでございますが、どうもお聞きします

と、ちょっと違うようでございます。こ

れまで、先ほど第４次行革の中に広域化

というふうな検討というのがありました

し、それに対して、やっぱり議論も今ま

でされてきています。それから、大阪消

防庁構想というのがあるんですね。そう

いうのもあったりとか、今回、茨木と吹

田と摂津で３市でこのデジタルのこの指

令業務の共同運営、共同開発を協議をし

ていたということがありまして、こうい

う流れがあって、僕はもうこれが足がか

りになって、やがては３市で、この広域

化が進んでいけるのかなというふうにイ

メージをしていたんですけれども、ちょっ

と整理できるようにご説明をお願いいた

だけないでしょうか。

　それから１４番目でございます。災害

対策本部の非構造部材の耐震化というこ

とで、これは市役所庁舎のほうでござい

ます。こちらのほうも大災害が発生をい

たしますと、特に大地震になりますと、

この市役所庁舎の中に、この災害対策本

部が設置をされ、また拠点になってまい

ります。そうしたときにやっぱり非構造

部材の天井が落ちたりしていたら、これ

は機能を満たさない。また、ＯＡ機器と

かいろんなものが散乱をしますね。被災

をされたところの庁舎なんかを見ると、

もうその部屋の中の本などがいろんなも

のが散乱していて、仕事を始めるのに随

分とかかったというお話を聞きましたし、

そういう意味では、そうならないための

対策をしっかり進めていく、また非構造

部材の耐震化などもしておく必要がある

と思うんですけれども、その辺のお考え

をお聞きしたいと思います。

○三好義治委員長　西川課長。

○西川防災管財課長　藤浦委員の６点の

質問に対してお答えさせていただきます。

　まず１点目、平成２４年度補正の中に

含まれております不動産売払について答

弁させていただきます。平成２４年度補

正予算としまして３億２５３万４，００

０円の減額をしております。

　本補正予算は、前年の残り１件含める

５物件と、それから市営鯵生野団地の一

部用地、それから鳥飼野々団地の一部用

地の２件を加えた７物件を歳入として計

上しておりました。そのうち、鯵生野団

地の用地の一部につきましては、今後の

コミュニティセンターの構想に関連しま

して売却を見合わせております。また、

第１回の公募としまして、鳥飼野々団地

は含まれておりませんが、千里丘２丁目

のことぶき商店街、三島２丁目の包括支

援センター前の三角地、東一津屋の２物

件と、前年度の売れ残りであります鳥飼

新町の５物件につきまして公募を行って

おりまして、１０月２９日からの公募を

行った結果、ことぶき商店街の土地の売

却が決定して３，１５０万円の歳入がご

ざいました。また、現在、第２回の公募

を行っておりまして、売れ残りの４件に

鳥飼野々団地の一部を加えた５物件につ

いて現在、公募を行っております。

　続きまして、移動系無線更新の内容に

つきまして答弁させていただきます。今
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回補正しております情報収集伝達体制整

備事業につきましては、３，５２６万３，

０００円を計上しております。昭和６３

年に整備されました行政無線、同報系と

移動系を一部更新するものでございまし

て、整備から２５年が経過して、設備の

ほうの老朽化が進んでございます。

　移動系無線につきましては、車載機、

携帯機がございまして、移動系無線の設

置委託料として１，８１０万円を計上し

ております。移動系のみ独自の行政無線

にかわりまして、ＭＣＡというマルチチャ

ンネルアクセス無線ということで、財団

法人の移動無線センターが設置した中継

基地を介して、アンテナを利用して、指

令台と携帯局５０台の設置を行うもので

ございます。

　また、国の平成２４年度第１次補正と

しまして、防災情報通信整備事業交付金

としまして、全国瞬時警報システムＪ

－ＡＬＥＲＴの自動起動がまだ未整備の

団体について交付されるものでございま

して、今回、それにあわせて自動起動が

可能となるような整備を行っております。

Ｊ－ＡＬＥＲＴとは、人工衛星を用いた

情報を送信し、防災行政無線により、国

から住民まで瞬時に情報伝達ができる仕

組みでございまして、情報伝達として位

置づけられております。Ｊ－ＡＬＥＲＴ

で配信される情報につきましては、先日

の弾道ミサイルの情報でありますとか、

航空攻撃の情報、緊急地震情報などがあ

ります。摂津市においても、平成２２年

にＪ－ＡＬＥＲＴの受信アンテナと受信

機を設置しておりますが、情報発信を行

う防災行政無線はアナログ方式のため、

自動起動が行えない状況でありました。

この状況を改善するため、アナログ方式

の同報系無線操作卓、本館の２階にござ

いますが、デジタル対応可能な操作卓に

更新して、Ｊ－ＡＬＥＲＴを接続するこ

とで、自動起動が可能となるものでござ

います。

　続きまして９番目の質問、自主防災組

織の支援事業につきましてお答え申し上

げます。自主防災組織の支援事業につき

ましては、平成２５年度として６０万円

計上しております。現在１２の自主防災

組織に対して、５万円を上限として、自

主防災訓練を支援してございまして、自

主防災組織の相談に対して、炊き出し用

の鍋や携帯ラジオ、トランシーバー、Ｌ

ＥＤ携帯ライト、緊急持ち出し袋などを

支給して、防災訓練に生かしていただい

てございます。

　１０番目、防災対策のまるごとまちご

とハザードマップ、それから関電の制度

でございます、まちごとハザードマップ、

それから水害対策として、防災協定を結

んだところへのプレートの検討について

はどうなっているのかについてお答えさ

せていただきます。

　まるごとまちごとハザードマップにつ

きましては、国交省の事業にございます

ように、国からの補助金等でハザードマッ

プ、電柱や壁等に浸水深を掲示するよう

な仕組みの補助金がございます。それに

つきましては、平成２４年度事業としま

して、国のほうと協議しておりまして、

摂津市役所、それから新鳥飼公民館のほ

うに２か所につきまして、ハザードマッ

プのプレートを付けてまいりたいと考え

ております。

　関電のハザードマップの補助というん

ですか、そのやり方等を今後地元と継続

的に協議しながら、進めてまいりたいと

考えております。

　それと民間協定等のプレートにつきま

しては、来年度から行います事業所防災

ネットを通じて、防災協定を拡大してい
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く中で、この辺の検討もさせていただき

たいと思っております。

　１１番目、新型インフルエンザの対策

の内容につきましては、新型インフルエ

ンザ対策事業としまして、消耗品費２０

万円を計上しております。これにつきま

しては、消毒剤の購入としまして２０万

円を計上しております。これは新型イン

フルエンザが発生した場合の消毒、そこ

で用いられる消毒品として、消毒剤とし

て予算を計上しております。

　新型インフルエンザ対策につきまして

は、本議会にも提案させていただきまし

たように、国の新型インフルエンザ等対

策措置法というのが位置づけられており

まして、その中で新型インフルエンザ対

策本部を設置する条例を今回上げさせて

いただいたものでございます。

　この新型インフルエンザ対策措置法に

基づいて、国や地方公共団体が行動計画

を作成して、それに基づいて行動するこ

とになっておりまして、政府の行動計画

については、現在パブリックコメントを

実施されておりまして、３月１８日まで

意見募集を行っております。その後、大

阪府の行動計画作成を受けて、市が行動

計画を作成するという運びになるもので

ございます。

　１４番目の市役所庁舎の非構造部材の

耐震化につきましてお答えさせていただ

きます。市役所内には、棚等、それから

ＯＡ機器等、転倒して破壊されると、そ

の後の防災対策に支障を来すものがたく

さんございます。防災管財課のほうでは、

コンピューター等、それからＯＡ機器、

情報収集のテレビ等は、バンド等で地震

発生時にも揺れない構造にはなっており

ますが、そのほかの部署につきましては、

まだ非構造部材の対策ができてない状況

にございます。今後につきましては、関

係部署と協議しながら、非構造部材の耐

震化についても努めてまいりたいと思い

ます。

○三好義治委員長　和田課長。

○和田市民税課長　市税収入の内容につ

きましてご説明させていただきます。

　先ほど、１６９億円から１７１億円と

２億円のずれということでご質問があっ

たわけですけれども、その主な要因とい

たしましては、法人市民税が今回の補正

予算で最終的に１９億２，３１０万円に

なりますけれども、来年度当初は２１億

２，５６０万円ということで２億円増額

で計上させていただいております。

　その理由といたしまして、法人税につ

きましては、法人税率の引き下げが先行

されておりまして、それが実施されてい

る分が減収要因になるんですけれども、

それと同時に課税ベースの引き上げが行

われております。具体的に申しますと、

１００％繰越欠損金を法人所得に充てれ

たわけでございますけれども、このたび

の改正で、それが８０％に引き下げられ

ております。これは、今まで繰越損失を

法人所得に充てた部分につきまして、納

税義務が発生していなかった企業に対し

まして、新たな納税機会が訪れるという

ことで、その分が増収ということになっ

ております。

　それと、先ほどの説明でも申し上げま

したけれども、企業所得が平成２３年度

につきましては、結果といたしまして７．

３％のダウンということでございました

けれども、現在進んでおります平成２４

年度の見通しといたしまして、３．４％

の増ということで統計が出ております。

そういった部分に期待をいたしまして、

前年比０．８％減の１，７５０万円減、

２１億２，５６０万円を法人市民税に計

上したということでございます。
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○三好義治委員長　北野次長。

○北野総務部次長　４点目の地方交付税

の見通しと、５番目の基金の温存につい

ての２点についてご答弁申し上げます。

　まず、地方交付税の見通しなんですが、

政権が変わって、地財対策どうなるかな

と見ておったんですが、所要一般財源は、

前年度並みに確保するということでござ

いました。それで、出口ベースの地方交

付税も昨年からいいますと４，０００億

円程度減の１７兆１，０００億円が確保

されております。ただし、野口委員のご

質問でもございましたが、地方公務員の

給与費削減、ここの部分が９，０００億

円程度ございます。これもちょっと単位

費用が法定ですので見ておりますと、こ

の影響は需用額で出ております。それと

ともに、その９，０００億円の補填とし

て、例えば緊急防災減災事業に５，００

０億円、地域の元気づくり事業３，００

０億円、これは臨時元気交付金とは違う

んですが、一定の歳出を積んでおります。

そうなりますと、マクロのベースでは需

用額については、一定変わりはないのか

なという現象になっておるんですが、例

えばその地方公務員の給与減を摂津市に

当てはめますと、約１億３，０００万円

程度が需要減になるのではないかという

ふうに見ております。昨年１億４，６０

０万円の交付基準が出ております。この

大きな要因は、需要も収入も対前年を下

回っておったんですが、収入が需要より

下回る額が多かったということで、交付

されたという形になっております。

　したがいまして、当初予算においては、

この現状を鑑みて、交付税について、普

通交付税についてはゼロというふうにさ

せていただきました。

　ただ、いつもこの時期に、地方交付税

の単位費用が国から出てまいります。こ

れを単純な形で計算いたしますと、いつ

もそうなんですが、平成２３年度もそう

だったんですが、我々が試算しますと一

定交付成りになるという数値が出てまい

るんですが、ところが省令で任されてお

ります補正係数でありますとか、そうい

うものを７月算定に向けて、総務省のほ

うで積算しますので、その影響が非常に

大きくなりますので、現状、この交付税

については、私のほうでは交付成りにな

るという確信は持っておりません。交付

税の見通しについては以上です。

　それと、将来はどうなるのかというお

話もございました。可能性としては、こ

の平成２５年度が非常に高いというふう

には認識いたします。それもやはり消費

税の増税が控えておりまして、平成２６

年、平成２７年、平成２８年と中期財政

見通しでは、消費税増税以外の地方消費

税交付金、現状は１％でございますが、

消費税が１０％になったときの地方消費

税分は２．２％、１．２％増になります

ので、単純に１％の部分で地方消費税交

付金が約１０億円ですので、単純な計算

をしますと１２億円増になるよというこ

となんですが、中期財政見通し上では１

０億円程度という形で増になるというふ

うには見ておりますので、それが基準財

政収入額に算定されますので、その金額

を見れば、やはりことしの１億４，６０

０万円の交付基準を考えますと将来は不

交付団体になる可能性が高いのではない

かという見方をいたしております。

　続きまして、基金の温存ということで

ございます。現在、平成２４年度補正後

の主要基金の予算ベースの残高が５２億

８，７００万円程度でございます。午前

中にも答弁いたしましたが、予算ベース

で当初予算、そこから２５億９，１００

万円程度取り崩しておりますので、平成
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２５年度末残高は２８億９，７００万円

に予算ベースではなるというお話でござ

います。

　ご質問にもございましたが、不確定要

素というのが非常に多うございます。市

たばこ税増収分というのがここに乗っかっ

てくるのではないか、これは平成２４年

度の決算見込みにおいて戻ってくるんで

はないかということも一定ございます。

まだ当初には残っております土地の売払

収入ですね。これも鳥飼野々団地の分が、

これが約２億円程度で売れるのか売れな

いのか、この辺もかかわってまいります。

　それとご質問にございました最終補正

後の現計予算から出てきます不用額、こ

れ経験予測からいいますと、１０億円を

超える不用額が出てまいります。ただ、

これには、特定財源が、歳入の減という

のもありますので、一般財源ベースでは

どうなるのか。ここらの部分がございま

すので、数字をというお話ですので、こ

こではなかなかこの数字になりますとい

う、私何か非常に申し上げにくい状況に

ありますが、少なくとも予算現額を上回

る基金の戻しはあるのではないか。なる

たけその中期財政見通しを超える基金温

存を図ってまいりたい。

　それと平成２５年度の予算執行に向け

てもできる限り、その予算執行において、

効率化をさせていただいて、より不用額

を残す形をとってまいりたいというふう

に考えております。

　財政といたしましては、少なくとも、

財政規模の２割を超える基金を今後も温

存しなければならないというふうに考え

ておりますので、基本的には、少なくと

も標準財政規模の２割を超える基金残高

を確保してまいりたいというふうに考え

ています。

○三好義治委員長　松方局長。

○松方選挙管理委員会事務局長　千里丘

小学校の渋滞の件でございますけれども、

私も当日、巡視に参りましたときに渋滞

は確認しておりまして、この後の課題と

いうふうな認識をしております。

　その当日の状況を申し上げますと、ま

ず今回、千里丘小学校に統合しましたの

は、前回の市長選挙から統合しておりま

す。市長選挙のときの投票率が、千里丘

小学校については、２４．３３％で、そ

の衆議院の選挙は４９％ということで、

たまたま市長選挙のときは投票率が低かっ

たので、そういう事象にはならなかった

というふうに考えています。

　それで、実際のところなんですけれど

も、大体投票行動としましては、やはり

皆さんお昼までに投票を済ませて帰られ

たりというところがありまして、大体そ

の１時間当たり大体３００人から３５０

人が投票に来られたということは、１分

間に五、六人を処理していかないといけ

ないというような状況で、渋滞が行った

というふうに判断しております。

　解決策としましては、たまたま衆議院

議員選挙の後、茨木市で市会議員選挙が

ございまして、実際に投票のやり方も見

聞しました。茨木のやり方については、

有権者が３，０００人を超えたところに

ついても渋滞が発生しておらないという

のを認識しまして、やりようを確認して

おります。実際の解決策としましては、

名簿対照をしております名簿を分冊して、

系列をふやす、２系列、もしくは３系列

にして、最初の受付段階から分けて受付

をさせていただくと、今まで投票録を作

る上で男女の区分のチェックでとか、ナ

ンバリングをしておったんですけれども、

これも名簿対照をして投票用紙を交付後

に処理するというような方策を検討して

おりまして、これは、今度の参議院議員
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選挙から取り組んで行く予定です。

○三好義治委員長　暫時休憩します。

（午後３時　　　　休憩）

（午後３時３１分　再開）

○三好義治委員長　再開します。

　大橋課長。

○大橋人事課長　３点の質問にお答えい

たします。

　まず、少数精鋭体制の構築ですが、少

数精鋭ということの意味合いは二つある

と考えます。一つは、精鋭を少数集める

ということ、もう一つは少数にすればみ

んなが精鋭になりうるということでござ

います。

　この二つの意味合いですけれども、組

織にとっては二つとも重要な意味合いを

持っているということで、前者について

はプロジェクトチームということでこの

関係を活用して行うということであり、

後者については、組織にとって不可避な

んですけれども、少数精鋭を考える元に

なるものは、やはり大きくはコストの観

点であると考えております。限られた歳

入の中で市民サービスの広がりに対応し

ていくためには、人件費の部分の考え方

というのが一つポイントになってくると。

したがって、少数精鋭はそれを達成する

ための一つの手段であるというように考

えております。精鋭とするために、私ど

も人事課では、研修・職場・人事制度の

３つの柱のもとで、人材育成実施計画の

もとに、育成に取り組んでいるというふ

うに認識をしております。

　お問いについては、具体的な数字とい

うことでございましたけれども、組織と

いう、ある意味、生き物を想定したとき

に、具体的な数字というのはなかなか難

しいということで、ご理解をいただきた

いと思います。

　８番の創造的人材育成事業の観点の部

分でございますが、管理職養成等研修委

託料でございますが、創造的人材育成事

業につきましては、市職員として求めら

れる能力、資質の向上のために、職階や

経験年数等に応じて必要な研修を実施し

ているものでございまして、内容につき

ましては、管理職への昇任を想定した研

修、課長代理、係長もそうですけども、

あと、一般職員の政策形成であったり、

法務関係、接遇関係の研修、それと、中

堅職員を対象にしたカフェテリア、選択

性の研修、それと、係長から課長代理級

になるところの想定の政策形成研修、こ

れらを講師を招聘して、委託という形で

実施させていただいているものでござい

ます。

　最後に、同じく８番の自主研究グルー

プですけれども、本会議でも答弁がござ

いましたけれども、現在、ファシリティ

マネジメントの観点と、アセットマネジ

メントの観点、それと、地方公会計、そ

れと防災の観点の４つのグループの申請

がございます。以前にも自主研究グルー

プについては、制度としてあったんです

けども、改めて今年度、平成２４年度か

ら制度化をして、再スタートという形で

実施をしております。４グループ、現在

２０名ほどの職員が研究に取り組んでい

るということでございます。この研究会

そのものの承認と、補助金の部分の承認

ということになるんですけれども、研究

テーマであったり、研究の方法、計画、

それと成果という観点から基準を設けて、

それが合致しているのかどうかというこ

とで審査をして、最終的には、最終報告

をいただいた後に、補助の観点の承認と

いうことで考えております。

　どういう人材を目指しているかという

ことですけれども、人材育成基本方針に

目指す職員像として５つほど挙げており
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ますけれども、そのうちの１つ、何事に

も問題意識を持ち、意欲的に仕事を遂行

する職員ということが挙げられておりま

して、まさにここの部分に直結するので

はないかというふうに考えております。

　我々人事課といたしましては、この研

究成果、取り組んだ内容、頑張りをこの

後きっちり評価してあげることが、人材

育成の観点では重要になってくるという

ふうには認識しております。

○三好義治委員長　納家課長。

○納家消防本部総務課長　１２番、消防

広域化と出張所のあり方、消防本部の非

構造部材の耐震化についての２点につい

てお答えします。

　まずは、消防広域化と出張所のあり方

についてお答えいたします。

　消防広域化は、平成２０年３月に大阪

府から消防広域化推進化計画が示されま

して、その計画中で本市は、北摂７市３

町で構成されております北部ブロックエ

リアに属することとなっておりました。

　平成２０年８月には、大阪府とブロッ

ク内９消防本部及び能勢町の消防長等で

構成された大阪府北部ブロック消防広域

化検討会が設置されまして、メリットや

課題の抽出を行いまして、平成２１年１

１月には、各市長、各町長が判断してい

ただく資料となる大阪府北部ブロック検

討報告書が作成されました。しかしなが

ら、その後は、種々の検討会や勉強会が

開催されつつも、北摂７市３町で広域化

推進は停滞しました。

　その後、平成２４年６月に大阪府から

示されました大阪消防庁構想につきまし

ても、大阪府からの説明では、平成２７

年度を目途に、まずは大阪都構想を実現

させ、その先の枠組みの中に、大阪消防

庁構想があるため、各自治体、消防本部

におかれましては、近隣での消防指令業

務の共同運用等について積極的に取り組

んでいただき、大阪消防庁構想が実施さ

れる場合においても、近隣で構築された

共同運用等の枠組みを生かした形で実施

します、との説明がありました。

　以上が、消防広域化の経過でありまし

て、出張所のあり方につきましては、消

防の今申しました、広域化が進んでから、

摂津市民にとって何が最良であるかを見

きわめながら、検討してまいりたいと考

えております。

　次に、消防本部庁舎の非構造部材の耐

震化についてのご質問にお答えいたしま

す。東日本大震災における非構造部材の

被害状況といたしましては、特に、致命

的な事故が起こりやすいものとして、屋

内運動場の吊り天井材等の落下が挙げら

れております。

　本市消防本部庁舎４階にも屋内訓練場

がございまして、その天井部分につきま

しては、吊り天井部材は使用しておらず、

主要構造部分をそのまま天井としており

まして、大規模な落下等の懸念は多少軽

減されると考えております。しかしなが

ら、委員ご指摘のとおり、災害発生の活

動拠点となる各消防庁舎における収容物

や窓ガラス、外壁等の非構造部材の耐震

化は必要であると思われます。

　平成２５年度には、鳥飼出張所の耐震

診断を実施する予定でありますので、そ

の結果も踏まえながら、今後もさらに検

討してまいりたいと考えております。

○三好義治委員長　堤課長。

○堤警防第１課長　１３番、消防署にか

かります指令業務の共同運用の現状につ

いてお答えいたします。

　委員のご質問の中にもありまして、先

日の本会議でも消防長がご答弁申し上げ

ましたが、昨年来から吹田、茨木、摂津、

この３市の枠組みで共同運用について検
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討を重ねてまいりました。しかし、この

３市の共同運用については、茨木市は不

調ということになりましたので、現在、

吹田市、摂津市の２市で指令業務の共同

運用に向けて、各作業部会において具体

的な検討に入ったところでございます。

　ご参考までに、他の消防本部の共同運

用の状況でございますが、平成２３年か

ら箕面市、豊能町が共同運用を開始して

おります。そのほか、平成２６年度の運

用開始を目指しまして大東市、四条畷市

が協議を始め、豊中市、池田市において

は平成２７年度の運用開始に向けて協議

中であります。

　近隣の兵庫県においては、尼崎市と伊

丹市の枠組み、また、宝塚市、川西市、

猪名川町の２市１町が平成２３年度から

共同運用を開始しております。指令業務

の共同運用の先進都市としまして、この

２市の指令センターにも視察に伺いまし

た。

　全国的にも指令センター共同運用方式

が進められており、本市は吹田市と平成

２８年度の運用開始を目指しておるとこ

ろの状況でございます。

　指令業務の共同運用は、消防力の効率

的な運用を可能とするものです。具体的

には、指令システムの構築費用の低廉化、

隣接地域の応援連携強化というのが主な

目的でございまして、指令共同運用が、

消防の広域化につながることは難しいも

のであります。それぞれの市の地域性や

歴史、さまざまな事情もありますので、

今後は市民にとってよりよい運用形態を

検討してまいりたいと考えております。

○三好義治委員長　藤浦委員。

○藤浦雅彦委員　それでは、２回目の質

問をさせていただきたいと思います。

　１番目の不動産売払収入につきまして

ですけども、別府の鯵生野団地の跡地や、

それから売れ残った部分を減額している

ということでございます。それ以外に金

額の鑑定額が出たので、その調整も含め

られているということでございますが、

ちょうどその分を含めた入札が、きょう

が締め切りになっていますが、一つでも

売れることを期待しています。

　新年度の当初予算の中には、今度はま

た、同じく、不動産売払収入として２億

円が計上されていますけれども、それと

の整合性、考え方がどうなっているのか。

減額している金額は３億２５３万円で、

当初予算に載せてあるのが２億円という

ことになっていますので、その辺がどの

ように理解をしたらいいのか、１億２５

３万円の違いがありますからね。売れ残っ

たものをそのまま何ぼか想定をしてこれ

に載せてきているのか。その辺も含めて

ご説明お願いいたします。

　２番目の移動系無線装置委託料の関係

でございますが、先ほどＪ－ＡＬＥＲＴ

が自動配信のシステムに移管ができると

いうことでございました。今はまだ、ど

うもＪ－ＡＬＥＲＴを受信をしても各学

校とかそういう公共施設に自動的には発

信できないものが、発信ができるように

なるということだそうでございますが、

それは大変いいことやなと思うんです。

やっぱり、今までもそうですけども、な

かなか学校とか子どものいるところとか、

そういうところにいち早く情報が来るこ

とによって、やっぱり、まず最初の体制

をとることができますから、そういう体

制が充実させられるということは大変い

いことでございますが、これはどこら辺

まで整備がなされることになるか、当然

市内の公立小中学校とか、公共施設には

多分配信がされると思うんですけども、

ほぼ公共的な、例えば、私立の学校とか、

幼稚園、保育園とか、どこまで整備がさ
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れているんですか。例えば、病院とか介

護施設も含めてですけども、その辺を教

えていただきたいと思います。Ｊ－ＡＬ

ＥＲＴが発信される体制です。

　３番目の市税収入についてでございま

すけども、法人市民税について強気とい

うか、補正を一部しましたということで

ございました。

　法人市民税につきましては、今後の景

気回復で大きくまた変わってくるんだろ

うと思うわけでございますが、しっかり

と、これからも見通しを立てていただい

て、よろしくお願いをしたいと思います。

　４番目の地方交付税についてでござい

ます。なかなか、交付税の交付団体にな

るのも難しいという状況だなというふう

に感覚としては受けました。しかし、例

えば、需要額をふやすことができれば、

それをふやして、少しでも普通交付税が

いただけるようなことにできるのであれ

ば、今後もしっかりと努力をしていただ

いて、平成２５年度、努力をお願いしま

す。これは要望としておきます。

　５番目の基金の温存についてでござい

ますけども、先ほど財政方のほうからそ

の感覚、見方についてもおっしゃってい

ただきました。これも鋭意努力していた

だきまして、とにかく基金を少しでも温

存をしていただいて、後年の財政にしっ

かりと生かせるように、これは財政方の

ほうでまた努力いただきますように、要

望としておきます。

　６番目の選挙関係です。改善策をされ

たということでございますので、よろし

くお願いしたいと思います。それで、決

算審査のときも同じようなことを聞きま

したけども、やっぱり高齢化が進展して

いく中で、先ほど午前中にも議論があり

ました、投票所が遠いということで、し

かも足が悪いということで投票にも行か

ないという方の声も聞きました、現実に。

そういう人たちも、これからどんどんそ

ういう人がふえていくわけですから、高

齢社会になっていきますから。先ほどあ

りました郵便投票というのは非常にハー

ドルが高くて、なかなか認められないで

す。そのはざまの人は、やっぱり、痛い

足をひきずって、遠い投票所に行くとい

うのは、なかなか無理があるし、一方で

は、投票率を上げなあかんという選挙担

当の人はやっぱり責務があると思うんで

す。そういう意味ではやっぱり、一人で

も多くの方が投票ができるように、いろ

いろ工夫をしていただかないといけない

と思うんです。そのためのことをいろい

ろ提案をしていきたいと思うんです。

　例えば、期日前投票です。これが、ずっ

と巡回をできるようなシステムができな

いかどうかとか、郵便投票にかわるよう

な、郵便投票に類似のような投票制度と

いうものを設置することができないのか

とか、それから、投票所を自分で選べる、

あっちが遠いからこっちの投票所に行く

というふうなことを前もって申請すれば

それが認められるというようなことがで

きないのかどうか。例えば、統廃合され

た地域、すぐ線路を挟んで向こうに投票

所があるのに、遠い遠い中学校まで行く

というふうな場合があります。それやっ

たら、その地域の方だったら、例えば近

いところやったら行くという方もいらっ

しゃるわけで、そういう、事前に投票所

を選択するというようなことができない

かとか、とにかく、担当課として、いろ

いろと知恵を絞っていただきたいと思う

んです。そのことについて、もう一回ご

答弁をお願いしたいと思います。

　７番目でございますが、少数になれば

精鋭になる、精鋭になれば少数になると

いう、何かわかったようなわかってない
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ような言葉であったんですけど、この少

数精鋭体制という、今までは、職員数適

性化ということを目指してやってきた、

これはすごく記憶にあるんです。６６０

人体制を目指そうということで、今、既

に６４９名体制まできましたよというこ

とで、ほぼ、正職員は適性化であるとい

うふうな答弁もありました。

　それから、アウトソーシングを図るこ

とによって、さらに適性化を進めていき

ますというふうな答弁もありました。ア

ウトソーシングは、今年度は市民課の窓

口がこのアウトソーシングされますけど

も、このアウトソーシングをしていこう

という考え方、これを今後どういうふう

に考えていかれるのかですね。

　それから、非常勤職員も数が随分ふえ

ています。これは前も議論させていただ

いたことがありますけども。で、正職員

の方も、先ほど、人材育成、これはしっ

かりとやっていかないといけないという

ことでございます。これは当然のことで

すし、また、均等化ですね、これもしっ

かり図っていかないといけない。年齢層

のばらつきを押さえるようなこともして

いかないとあかんし、ノウハウがちゃん

と蓄積をされていくというふうなことも

考えていかないといけないというふうに

思います。

　これはやっぱり、トータルで非常勤職

員や正職員や、そういうことも含めて、

総合的に考えていかないとあかんと思う

んです。ということで、前に一度、新職

員適性化計画というものが必要じゃない

ですかということを提案をさせていただ

いたことがありましたけども、そのこと

についてはどのようにお考えを持たれて

いるのか、ご答弁をお願いしたいと思い

ます。

　８番目の創造的人材育成事業について

でございます。研修体制を充実させなが

ら、一人一人の能力を上げていく。何事

にも問題意識を持って対処していく、そ

ういう職員を育てていくということが非

常に大事なことだと思います。モチベー

ションをしっかり持ってもらって、一人

一人が本当に、有能な人材になっていた

だくということが大変重要なことでござ

います。

　一方で、職員のモチベーションが下が

る可能性のあることとしては、一番大き

なことはやっぱり、給料の引き下げだと

思うんです。先ほど、財政方のほうから

もお話がありましたが、この７．８％の

削減というのは、どうも、もう見込まれ

ているようでございますが、これはまだ

最終決定はされていないんだろうと思い

ますが、これは、やっぱり職員にとって

は、どうしてもモチベーションが下がっ

てしまうことになると思うんです。

　これを、もし導入するということであ

れば、それを乗り越えていく対策を考え

ていかないといけないと思いますけれど

も、まず、もともとこのラスパイレス指

数が、この間新聞に発表になってました

けど、７．８下がった国家公務員と比べ

ると、摂津市も１００は超えているとい

うことになりますし、また、地域手当、

これがずっと今まで低かった。６％とい

うことで、摂津市だけが何かそういうドー

ナツ状態に置かれてきたということも、

職員にとっては、大変不満が充満してい

る、そういうことだと思うんです。

　そういう中にあって、このことを検討

されていくと思いますし、また、その検

討をされていくことについては、どうい

うふうに対応されていくのか、それから、

それとあわせて、今、退職金削減の問題

もありますね、今回条例が出てきてます

けども。こういうモチベーションが下がっ
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ていくということに対しての、この人材

育成、また、職員の方にやる気を持って

いただこうということに対しての取り組

みなんかは考えられているのかどうか。

一度ご答弁いただきたいと思います。

　９番目、自主防災組織支援事業でござ

います。金額的に言うと、先ほど答弁が

あったとおりだと思うんですけども。本

当はもっと理想に向かってどんなふうな

取り組みをされるのですかということを

私は期待をしていましたけれども、今年

度では自治会単位で防災訓練を行われた

ところがありました。それは、産経新聞

に載ったり、非常に期待をされていると

いうことで、今までも議論がされていた

わけでございますが、こういう自発的に

やっていこうという自治会なんかに対し

て、どういう支援ができるのかというこ

となんでございます。

　当然、自主防災組織は大事な組織です。

第一段階として立ち上がってまいりまし

た。これはもう大事にしていかないとい

けないと思うんですけども。それにプラ

ス、それで終わってしまうのではなくて、

さらにその細分化をするという意味では、

今度は自治会単位でもそういう組織をつ

くっていこう、その下につないでいこう

という取り組みが必要だと思うんです。

　ご存じのように、小学校単位ですから、

小学校へ全員が避難するということは到

底不可能です、場所的にも。また、遠い

地域もありますから、そこまで行けない

人もたくさんいるわけで、そういった人

たちのことも考えていくとやっぱり、も

う少し小さい単位での防災組織も必要に

なってくると思うんです。それは、ある

意味では、今回、自治会で行われた防災

訓練なんかは、一つの大きなモデルにな

るんだろうと思うんです。

　この団体が、実は昭和園の第二公園の

ところに防災倉庫の置き場を、今回、市

のほうが設置をされました。これは、ふ

れあい広場を売却するときに一部を残し

て、そこに防災倉庫はないんですけど、

倉庫を置ける場所を提供されたというこ

とでございます。これはこれで大変評価

をいたしますが、できれば、これは自治

会の要望があれば、そういうところには、

今後は防災倉庫を設置するというふうな

こととか、それから、もしくは炊き出し

等ができるように整備をするということ

も、今後は考えていくべきではないかと

思うんです。

　今回、千里丘の防災広場と、それから

別府公園の一部にそういう炊き出しのベ

ンチを置かれました。これは、今回、用

地を買い戻すということの条件があった

ので、たまたまそのメニューにのってや

られたということだと思うんですけど、

これは一つの、やっぱり、あの地域では、

小学校以外にも、あそこでも避難をして

炊き出しができるということの第一歩と

して、今後、できたら市内にそういう自

治会で体制ができるところ、要望ができ

たところについては、そういう防災倉庫

とか、炊き出しのものをセットしていく

という考え方があってもいいと思うんで

す。

　例えば、防災ベンチは、聞きますと、

一基４５万円というから非常に高いです。

そんな高いのはなかなか置けないのでし

たら、例えば、今回、香和自治会がやら

れましたけど、Ｕ字溝ですね、Ｕ字ブロッ

クをひっくり返して、そこを釜がわりに

して、炊き出しをやられていましたけど

も、ああいうのも一つのアイデアと思う

んですね。ふだんはひっくり返して、い

すになりますから。いすにしておいて、

災害のときにはひっくり返してかまどに

なりますよというね。Ｕ字溝だったら非
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常に安価ですし。それを公園とかそうい

うところに、ふだんはベンチとして置い

ておいて、いざというときには防災の釜

になりますというふうなことで設置をし

ていくのも一つのアイデアだと思うんで

すけども、そういったこともぜひ、アイ

デアを持ってやっていかれたらどうかな

と思うんです。こういうことについて、

一度、感想なり、意見なりをおっしゃっ

ていただきたいと思います。

　それから、ことし、本市のアドバイザー

に就かれます片田教授は、釜石で亡くな

られた１，０００人の方について、いろ

いろ調査をされたそうですけど、そのう

ちの６５％の方が、実は市から配布をさ

れたハザードマップの浸水想定外、水が

来ないというところの人たちだったとい

うことだそうです。

　そういうことを重視をされまして、今、

和歌山のほうでいろいろ実験をされてい

るそうでございます。これは、産経新聞

にこの間載っていたんですけども、和歌

山県で住民がつくった避難計画を安全到

達度別に評価、要は住民がハザードマッ

プを自分たちで避難経路が入ったものを

つくろうという取り組みをされたそうで

ございます。それで、そのことについて、

住民がつくった避難計画を安全達成度別

に評価したところ、評価を高めようとす

る住民の自助努力を促進させ、１年間で

県内に１００本以上の避難路が新たに整

備をされたと。片田教授は、釜石の教訓

と和歌山の挑戦を考慮して、従来のハザー

ドマップは行政の一方的な情報であるた

め、住民の意識は前向きにならないが、

住民の努力を反映させた場合は、安全度

のランクアップを目指して自助努力への

取り組みにつなげやすいと分析をされた

ということでございまして、要は自分た

ちでそういう防災マップとか避難経路を

書いたものをつくっていくことが、住民

たちの意識をさらに向上させていくこと

につながるんだということで、今実験を

されているようでございます。

　今回、片田教授は本市のアドバイザー

でもありますし、また一つ摂津市でもそ

ういうモデルとなるように、今申しまし

たように自治会でそういう防災マップを

つくっていくというような取り組みを、

一度相談をされてからになるんでしょう

けれども、検討されてはいかがかと思う

のですけども、このことについても一度

感想なり意見をお願いしたいと思います。

　１０番目でございますけども、まちご

とまるごとハザードマップ、関電のハザー

ドマップとか、防災１１０番、いろいろ

提案していますので、ぜひ前向きに検討

いただいて、特にお金はよそからもらっ

てもらえるものについては、どんどん取

り入れていただいて、やっていただいた

らいいと思うんです。

　ただ、ちょっとおっしゃってましたよ

うに、地域の方がそういうものをはるこ

とによって、マイナスイメージにつなが

るので反対の意見が持たれる方もいらっ

しゃるかもわからないということを担当

課がおっしゃってましたので、その辺は

よく地域に入っていただいて、それこそ

合意をとっていただきながら、ぜひこれ

は進めていただきたいと思っていますの

で、よろしくお願いします。要望といた

します。

　１１番、新型インフルエンザの対策に

ついてでございます。対策本部の設置、

それから、行動計画をこれからつくって

いくということでございます。これは条

例のほうになるかもわかりませんけども、

とにかく新型インフルエンザも、震災前

は随分騒がれましたけども、震災後は、

今はどちらかというと災害、地震とかの
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ほうがすごく話題になっていまして、何

となく遠のいたような感じがいたします

けども、これは決して一度発生すると大

変な被害になることは間違いないわけで

ございますので、どうか万全の備えがで

きるように、行動計画なりを作成してい

ただくように、これも要望としておきま

すのでよろしくお願いいたします。

　１２番、消防出張所の耐震、それから、

消防庁舎の耐震についてでございます。

これもやっぱり災害のときには司令塔と

なる大事な施設でございますので、耐震

とともども非構造具材の耐震も含めても、

しっかりと実施していただけるようにお

願いをし、要望としておきます。

　１３番目の吹田と共同での指令業務を

目指すということでございますので、な

かなか広域化には結びつかないというこ

とでございまして、そういった中でもやっ

ぱり諦めることなく広域化については模

索をしながら、私は、最初は吹田と摂津

で始めて、もう少し広げて、それを広域

化につなげていくということも決して可

能性がないわけではないと思いますので、

そういう観点も持っていただいて進めて

いただきたいと思います。というのはな

ぜかといいますと、やっぱり出張所なん

かがありますけど、吹田と摂津で見てま

すと、吹田の消防署がすぐ近くにあって、

摂津の千里丘出張所があるという、目と

鼻の先になるようなところもあるわけで、

そういう部分がもし連携で統合できるよ

うになれば、随分そういう面では経費の

削減にもつながると思うんです。ただ、

時間がかかりそうですので、耐震のほう

はそれはそれでしっかり進めていただく

ということで、これも要望としておきた

いと思います。

　１４番目、市役所の非構造部材、それ

からＯＡ機器等の耐震の取り組みについ

ても、しっかり行っていただくように要

望としておきたいと思います。

○三好義治委員長　西川課長。

○西川防災管財課長　まず、１番目の土

地売払収入につきまして、補正予算の減

額と平成２５年度予算の関係についてお

答えさせていただきます。

　市有地を売却するにおきましては、当

初予算を組む段階においては、路線価を

参考にしまして組んでおるんですが、そ

の後実際の公売にかける前段としまして、

不動産鑑定委託を実施しまして、最低売

却金額を決定して、公売を行ってござい

ます。

　不動産鑑定においては、不動産鑑定士

の資格を持った者が、国交省による不動

産鑑定基準に基づいて鑑定評価を行いま

すが、その価格の検討におきましては、

地価の動向とか、また近隣地域の分析、

例えば街路の条件であるとか、交通条件、

建設条件、環境条件、行政上の条件等の

各種条件を考慮して、鑑定価格を決定し

ております。

　平成２４年度の補正におきましては、

路線価について実際に鑑定を行った結果、

現実に今歳入が決定しておりますのは、

ことぶき商店街の１物件だけでございま

して、現状公募をしておりますがそれを

予測しまして、減額補正をしているとい

うことでございます。

　また、平成２５年度の予算につきまし

ても２億円を計上しておりますが、この

内容につきましては現在の売れ残りプラ

ス鯵生野団地の一部売却ということで、

コミュニティセンター構想の結果を受け

て、用地の縮小等が考えられますので、

欠損にならない程度ということで予算を

計上してございます。

　続きまして、情報伝達手段のＪ－ＡＬ

ＥＲＴ接続におきまして、防災行政無線
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がどこまで整備されているかにつきまし

て、お答えさせていただきます。先ほど

も説明させていただきまして、今回の更

新におきまして、同報系無線のデジタル

対応というのがＪ－ＡＬＥＲＴ接続で可

能となりますが、現在、小学校及び味舌

と三宅スポーツセンター、それから摂津

市役所を含みます１３か所に防災無線の

スピーカーが設置されております。

　また、それ以外に戸別受信機としまし

て、避難所であります公民館、中学校そ

の他、それから、消防団の分団長等そう

いう方々に対して１１２カ所の個別受信

機がございます。これにつきましては、

操作卓自身をアナログからデジタル対応

にできるものにしておりますが、スピー

カー及び戸別受信機自身の更新をしてお

りませんので、正確にいうとデジタル化

されているという状況ではございません。

　続きまして、自主防災支援事業につき

まして、現在自主防災支援の補助金につ

きましては、物資でお渡しすることにな

るんですが、１２自主防災組織に対して

交付しております。

　昨年１０月に香和自治会を中心に、自

治会の単位で訓練をされて、非常に活発

な訓練がされたと認識しております。自

治会単位の細分化された取り組みについ

ては、我々決して否定するものでもござ

いませんで、自治会という小さな組織で

防災訓練をしていただくということは非

常にありがたいと思っております。ただ、

我々が支援していますのはあくまでも学

校区の避難所運営等それにかかわる自主

防災組織を中心にしたものに対して支援

をしておりますので、今のところ、自治

会等の備蓄でありますとか、防災倉庫に

ついては、財源のことからなかなか支援

が難しいのではないかなと考えておりま

す。

　それと、平成２５年度から防災アドバ

イザーをお願いしています片田先生の取

り組みで、住民みずからが防災マップを

つくっていただいて、避難経路等を考え

ていただくという機会、それについては

非常に有意義な機会であると思います。

　我々が地区別のハザードマップを作成

いたしましたが、地域の方に避難経路を

示すというところまで踏み込もうとした

んですが、やはり個別と自分自身がどこ

から逃げるかという避難経路を特定でき

ないというところから、やはり現在配布

させていただいております地区別のハザー

ドマップを利用していただいて、自治会

やまたグループなりで避難経路を考えて

いただくという機会が非常に重要だと考

えています。

　今回、防災アドバイザーをお迎えしま

して、委託の中身でございますが、地域

の防災リーダーを集めまして、そういう

話も実施してまいりたいと考えておりま

す。

○三好義治委員長　西川課長、答弁の自

主防災支援の関係で、誤解を招いたらあ

かんので、単一自治会も訓練もやられて

るし、支援体制としては非常食を持って

いってるんやから、それで再答弁をお願

いします。

○西川防災管財課長　自主防災組織以外

に、自治会単位の訓練につきましては、

個別で相談ございましたら、訓練内容に

ついてご相談させていただいたり、そう

いう支援もさせていただいてます。また、

その訓練に使われる防災の備蓄等も要望

がございましたら、一部配布させていた

だいて、その訓練に実施していただいて

いるという現状もございます。

○三好義治委員長　松方局長。

○松方選挙管理委員会事務局長　期日前

投票所の巡回、類似の郵便投票、それか
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ら投票所の選択というご質問でございま

すけども、公職選挙法につきましては、

大原則としまして投票日に、投票所で、

投票するという原則になっております。

ですので、期日前投票については例外で

ございますので、宣誓書をお書きいただ

いて、投票いただいているというまず前

提がございます。

　郵便投票につきましては、おっしゃる

とおり厳しい条件ございますが、身障手

帳につきまして、１級または２級、この

条件を満たさなくても複合的に満たすと

摂津市長が証明した方については、郵便

投票が可能な場合がございます。ですの

で、そういうところで救わせていただく

のが一つ。それから、期日前投票所につ

きましては、午前中のご質問にもござい

ましたけども、投票所を開いたことによっ

て、どれだけの方が来ていただけるか、

それから、どれぐらいの費用、効果、そ

の辺を総合的に判断しながら検討してい

るところでございまして、巡回となりま

すと、システムの関係、車である場所へ

持っていって、そこでシステムに不具合

が生じたと、そのようなこともございま

すので、なかなか巡回は難しいというの

が今の感触でございます。

　それから、投票所の自由選択でござい

ますけども、これはやはり期日前投票所

をどこかに設けるというようなお話しに

なると思いますので、このあたり、やは

り即断でなかなかしにくいというところ

が公職選挙法の厳しいところでございま

すので、総合的な判断を選挙管理委員会

の中でまた諮ってまいりたいと考えます。

○三好義治委員長　大橋課長。

○大橋人事課長　７番、８番の２回目の

ご質問にご答弁申し上げます。

　適正化計画といいますか、定員管理計

画についてですが、昨年来、本会議や委

員会でも何度かご答弁をさせていただい

ていると思いますけれども、その考え方

については変わっておりません。観点と

いたしましては、経常的経費である人件

費のあり方、それと市民サービス、当然

これは市民サービスに影響を与えること

なく、また新たなサービスの創造の観点

も必要になってくると。そして職員にも

不利益にならないようにと。

　また、他市や近隣市であったり、類似

団体市との比較も加味しながら、定員管

理の計画ということは必要であると認識

しておりまして、ただかなりこれまでの

間に職員数というものを絞り込んでおり

ますので、今後についてはアウトソーシ

ングと、ある程度といいますか、ほとん

ど直結するような形にならざるを得ない

かなとは認識しております。

　したがって、行財政改革実施計画との

関連性ということで、これも以前ご答弁

があったと思うんですけど、行財政改革

実施計画の見直しにあわせて、定員適正

化、定員管理計画というものを構築して

いきたいと考えております。

　非常勤職員のご質問ですけども、非常

勤職員の数が確かにふえているという部

分なんですけども、役割分担、業務の分

担、このあたりをきっちり適切に行うと

ともに、人数についても適正に管理して

いくように今後努めていきたいと考えて

おります。

　８番目、モチベーションと７．８％の

関連であったと思いますけど、まず７．

８％の考え方ですけれども、国のほうの

ラスパイレス指数との比較で言われてお

ります。この指数は給料のみを基準にし

ておりますので、手当等については、当

然地域手当等も含めてですけども、加味

されておりませんので、そのあたり近隣

市の部分と比較することも必要でしょう
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し、給料そのものの比較というものも考

えないといけないと思っておりますので、

他市の動向も見ながら、慎重にこのあた

りは進めていきたいと思っております。

　それと、モチベーションの観点ですけ

れども、確かに給料、退職金の部分での

職員のモチベーションというのは大きく

影響するものであろうと思っております。

京都でしたか、教職員の早期退職の報道

もございました。ただ、この報道は逆の

観点もございまして、大半の職員は退職

金が下がってもやめないということ、こ

れは報道はされておりませんが、そうい

う観点での見方があるというのも事実で

ございます。

　したがいまして、金銭のみが人々の欲

求といいますか、モチベーションを維持

するものでもないというふうにも認識し

ております。そういった中で、モチベー

ションアップの取り組みということでご

ざいますけれども、モチベーションとい

うものは人それぞれ自分の欲求が満たさ

れることによってある意味モチベーショ

ンというものが維持されるというふうに

も認識しております。

　俗に言うマズローの５段階欲求説とい

うのがあるんですけれども、この欲求の

中で、下位から上位まで、下位が満たさ

れると次の欲求になると、人間は次の欲

求を求めるという説があるんですけれど

も、この４番目、上から２番目なんです

けど、ここに尊厳欲求というのがござい

まして、他者から認められたい、尊敬さ

れたいという部分、この欲求がかなり上

位のほうに位置づけられております。

　これは、ある意味、今回導入をさせて

いただこうと考えております業績評価で

あったり、自主研究グループの観点であっ

たり、職員表彰の観点であったり、積極

的に取り組んだことについて正しく評価

して、それをモチベーションにつなげて

いくという考え方に通じるものであると

思っておりますので、そういった観点で

より取り組みを強化していきたいと考え

ております。

○三好義治委員長　藤浦委員。

○藤浦雅彦委員　これで最後にさせてい

ただきます。

　１番目、不動産売払収入は理解できま

したので、それで結構でございます。

　２番目のＪ－ＡＬＥＲＴが配信された

受け皿のほうがまだデジタル化されてな

いということでした。これは、やっぱり

ぜひまた今後考えていただいて、せっか

く自動配信ができるんだから、それを末

端まできっちりといち早く配信すること

によって、まず初動体制がとれるという

ことになりますから、これは考えていた

だきたいと思うんです。

　それから、具体におっしゃいませんで

したけども、恐らく私立の学校とかそん

なところには配信されてないと思うんで

す。なかなかそれは難しいのかもわかり

ませんけども、そういう公共的な部分、

市内について、費用は全面的に市負担と

いうことではないかもわかりません、ひょっ

とすると。向こうでも多少は費用負担す

ることによって情報を受信しますよとい

うことなら、連携するべきではないかと

思いますので、今後の課題として取り組

んでいただきますようにお願いをしてお

きます。要望とします。

　６番目の選挙ですけども、高齢化が進

んでいっておりますし、ぜひ何かやっぱ

りそういう配慮ができるようなことを工

夫を凝らしていただいて、今後も検討し

ていただきますように、これは要望とし

ておきます。

　７番目でございます。これも以前もご

答弁がありました考え方は変わってない
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ということでございまして、今後ぜひ新

職員適正化の観点を持ちながら、全体的

にしっかりと取り組みをしていただきた

い。正職員も大事ですから、これはバラ

ンスよく配置をして、ノウハウを蓄積し

ておくということも必要です。特に、技

術系などは必要だという、そういう面も

含めて新適正化計画をお願いしたいと思

います。

　それから、創造的人材育成事業、なか

なか難しい問題だと思うんです。今まで

も問題になってました地域手当の問題も、

やっぱりそうは言いながらも不満も随分

あると思いますから、その辺もよく考慮

していただいて、できるだけ職員の皆さ

んがそういう何か変な疎外感とかを持た

ないようなことを考えていただきたいと

思いますし、またそういった中でも、創

造的人材がしっかりと育成できるように、

これは要望しておきたいと思います。頑

張ってください。お願いします。

　９番の自主防災支援事業、こちらのほ

うも新たな取り組みとして、今回片田教

授のもとで行われるということでござい

ますので、ぜひそういう自主防災組織だ

けでなくて細分化をして、自治会ごとで

そういう取り組みもできるように、また、

摂津の取り組み、摂津の奇跡ではないで

すけど、摂津の挑戦みたいなので話題性

を生むような取り組みもぜひまた協議し

ていただく中で、やっていただけたらい

いなと思うんです。なかなか摂津は自治

会組織がまだまだしっかりしていますか

ら、そういうことも、多分可能だと思う

んですよ。ぜひ検討してください。

　それから、今後のそういう防災組織の

支援策としては、自主防災組織というも

のもそうですけど、それを細分化して、

広場とか、そういうところにも避難をし

ないとならないという状況にもなります

から、そういう部分でもやっぱり防災資

機材とか、先ほどちょっと提案しました

防災ベンチ、今回、別府と千里丘の広場

に２か所だけ設置していただきますけど

も、ほかの広場にもそういうものを設置

していくということも大事だと思うんで

す。そういう意味では、今年度の２か所

が先鞭となってそれが広がっていくよう

な取り組みも今後検討いただきたいと思っ

ていますので要望としておきます。

　以上で終わります。

○三好義治委員長　上村委員。

○上村高義委員　さきの本会議での代表

質問、そしてきょうの委員会ということ

で、平成２５年度の事業、大分理解して

きたわけですけども、また、間違った観

点からの質問をさせていただきます。

　まず、１点目が、市民税に関すること

です。今までの質問の中で、大体中身は

わかってきたんですけども、平成２３年

度決算の中で、経常収支比率が９９．４

％であったということで非常に危惧され

る状態なんですけれども、今回の個人住

民税、法人住民税、増減があるわけです

けども、平成２４年度の計上収支比率の

見込みがわかるのであれば教えていただ

きたいということと、平成２５年度どれ

ぐらいの経常収支比率になるのかという

ことをお答えいただきたいと思ってます。

　市民税の中で最近気になってますのは、

ふるさと納税というのがあるんですけど

も、このふるさと納税の実績はどうなっ

てるのか非常に興味があって、実際予算

上、これは寄附金になるのか、担当が市

民税課なのでふるさと納税ということこ

で、市外の人が摂津に寄附された実績と

摂津の人が他市に寄附された実績、その

集計があればふるさと納税の形がわかる

んですけれども。ふるさと納税には、い

ろいろメリット、デメリットがあって、
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これは地方交付税のかわりをこういう形

でするということで国の方針が出たわけ

ですけども、これが良いのか悪いのか、

そのを数字を見た中でわかるんではない

かと思ってますので、その実績をお聞か

せいただきたいと思っています。

　それと、市たばこ税についてですけど

も、今まで説明がありまして、摂津市と

して１３．９％のアップということにな

りますけども、大阪府は１３．９％下が

るわけですね。そのことで、大阪府と摂

津市の関係といいますか、大阪府の税収

が減るわけですから、その分の府からの

補助金とか、そういうものが影響はない

のかということでお聞かせ願いたい。

　それと、地域経済活性化・雇用創出臨

時交付金３億１，８９３万９，０００円

ということでありますけども、今回この

中でいろんな事業を行っているわけです

けども、これの交付条件、政府の縛りと

いうものはどういうものか、今まで聞か

されてますけど改めてお聞かせを願いた

いということと、同じ項目の中にＬＥＤ

街路灯等導入促進事業補助金というのが

８００万円計上されてますけども、ＬＥ

Ｄの防犯灯と街路灯のすみ分けはどうなっ

てるのかということをお聞かせ願います。

　それと、土地売払収入です。今まで２

人の委員が聞きましたけども、平成２４

年度の補正の中では一応不調に終わった

ものがあるということでありますけども、

千里丘２丁目のことぶき商店街の物件が

３，１５０万円で契約が済んだと、終わっ

たということでございますけども、この

不調になった理由というのが金額なのか、

入札者がなかったのか、再度の入札がきょ

う締め切りなんですが、そういった流れ

をお聞かせ願いたい。

　そして、低未利用地等有効利用検討委

員会というのが設置されて、ずっときて

おるわけですけども、この検討委員会の

資料で、いつも答弁があったときチェッ

クしてるわけですけども、非常にわかり

にくくて、平成２２年にその検討委員会

が開催されて、我々に提示があったこの

公共用地検討委員会対象物件一覧表、こ

れでどの物件が今まで売却したのかとい

うのがわかりましたら番号で言ってほし

いということと、そして、この中で一番

気になってますのは、味舌小学校跡地と

三宅小学校跡地、これは当初、小学校統

廃合に基づいて、この土地については売

却すると、その売却したお金で教育施設

の充実を図るんだということでずっとき

ているわけです。しかし、まだ売却はさ

れてないということでありますし、今後

どういう考えなのかということでお聞か

せを願いたいと思います。

　人材育成事業について、今答弁ありま

したけども、自主研究グループでアセッ

トとファシリティーのマネジメント研修

をするということで非常に期待してます

し、我々議員も研さんしなければならな

いと思ったわけですけども、その中で、

今回、業績評価制度を導入すると答弁さ

れましたけども、私が一番疑問に感じて

ますのは、この目的は何かということ、

まず明確に示していただきたいと。何で

この業績評価制度を導入する必要性があっ

たのかということを、きっちり説明して

もらわないと、要は導入してある結果が

出るわけですけども、期待した結果が出

るかどうかというが、非常に危惧される

わけなんですよ。

　これはさっきのモチベーションの話が

出ましたけども、実はモチベーションが

あるかないかというのは、これは誰もわ

かってないんですよ。職員がモチベーショ

ンありますといっても、ないという人も

いるし、あるという人もおるし、実はそ
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ういうモチベーション評価もきっちりす

べきだというふうに思うんですけども、

そのような考えについて考えをお聞かせ

ください。

　それと、職員の健康管理事業の中で非

常に気になってますのは、体の健康診断

は毎年一遍定期的に受けることになって

ますけども、メンタル、精神疾患に伴う

状況がどうなのかということで、今、休

業されている人がどれぐらいいるのかと

いうことと、それについての対応はどう

してるのかお聞かせ願います。

　庁舎管理事業、１８ページに載ってま

す。予算概要の巻末に、平成２５年摂津

市庁舎外総合管理業務ということで、総

合管理の委託業務の項目を一覧表に出し

てくれてます。これ、非常にわかりやす

くて、我々議員は一々これを予算書から

ピックアップしていたわけですけど、一

目瞭然にわかるようになったんですけど

も、これは発注別なのか、委託先別なの

か、それはどうなってるのかということ

と、また、摂津市の公共施設全体の管理

を示しているのかなど、この表について

の説明をお願いします。

　それと、市有財産管理についてですけ

ども、私が聞きたいのは、市長の市政方

針の中に、市有財産については適切な予

防保全を行うと書いておるわけですけど

も、具体的にはどのような形で進めてい

くのかということと、この適切な予防保

全に伴う予算措置は、予算書を見た限り、

私見つけられないんですけども、あるの

かないのかということについてお聞かせ

願います。

　指定管理者制度についても、巻末の一

覧表に施設別の指定管理者、そして、債

務負担行為の限度額、平成２３年度予算・

決算、平成２４年度予算、２５年度予算

という一覧表が非常にわかりやすく出て

います、これまで我々はこれを予算書か

ら一々引っ張り出して表をつくっておっ

たわけですけども、これで一目瞭然でわ

かるということで感謝しています。それ

に基づいて、平成２３年度予算と平成２

３年決算を比較すると、総額で９，５９

０万７，０００円の減額になったと。こ

れはコスト削減かなという一目瞭然わか

るわけです。ただ、予算に対して決算が

１００％のところもあるし、予算に対し

て６９％の決算もあるし、こういうこと

の内容について説明をいただきたいと思

います。

　次に、地域防災計画について、これは

もう再三質問がありましたので、この防

災計画の中身については、片田教授等々

の先生から指導をいただきながら地域防

災計画をつくるということでありまして、

そのことは非常に良いことですけれども、

決算審査のときにも質問したんですけれ

ども、実は非常に気になっていることが

あります。平成１９年につくった地域防

災計画の表紙の次のところに、追録加除

一覧表があるんです。これは修正したら、

ここに修正した日を書くことになってる

んですよ。

　この総則の第６節に計画の修正がある

んですよ。それで、ここには、災害対策

基本法第４２条の規定に基づき、毎年検

討を加え、必要があるときは摂津市防災

会議に諮り修正するものとすると。それ

で、防災計画の修正の中身は４項目ある

んですけども、軽易なもの、簡単なもの

についてはこの限りではないということ

で、その都度修正ができるんですけれど

も、要は、最初できたのが私が議員にな

る前だと思うんですけど、私が知る限り

では平成１２年に一遍修正しているんで

すよ。それで、平成１９年に修正して、

現在ということなんですね。できたらこ
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こに修正年月日を書くべきなんですよ。

それで、今これが最新版だということに

なるわけです。

　先般、情報収集伝達机上訓練を行いま

した。あれ、非常にリアルで、訓練内容

が非常にすばらしかったんですけども、

実はあそこで問題点があって、非常に難

しいと、大地震が起きた場合には、なか

なかうまいくいかんなということになっ

たんですけども、そのなかなかうまくい

かないということを、本来は課題として

見つけて解決して、マニュアル化して、

そしてこの防災計画に入れるというのが、

本来の手順なんです。そういったことに

ついて、どうされようとしているのかと

いうことで、お聞かせ願います。

　次に、消防関係、９６ページの予防活

動についてですけども、住宅用火災報知

器の件なんですけども、これが設置を義

務化されて、だんだん一般用住宅にも住

宅用火災警報器がついてきてるんですけ

ども、それの点検の仕方、自分の家にあ

る住宅用火災警報器を点検しなさいとい

う取り組みも、そろそろ始めるべきでは

ないかと思うんですけども、そのことに

ついてお聞かせ願います。

　それと、消防関係で、先ほど本庁とか

出張所の耐震診断とかを行うということ

になりましたけども、非常に私、気になっ

てますのは、消防水利としての防火水槽

の点検とか診断はどうなってるのかとい

うこと、大丈夫だという確約が欲しいん

ですけどね。その辺はどういう形でちゃ

んと大丈夫だということをしてるのかと

いうことと、ここの消防水利事業の中に

修繕料ということが載ってますけども、

この修繕料の中身についてお聞かせをい

ただきたいと思っています。

○三好義治委員長　和田課長。

○和田市民税課長　１点目のふるさと寄

附金の状況につきまして説明いたします。

ふるさと寄附金制度は、都道府県、市区

町村に対する寄附金のうち、２，０００

円を超える部分につきまして、一定限度

まで原則として所得税とあわせて全額が

控除されるものでございます。

　平成２４年度当初課税時点の状況は、

人数２６６人、寄附金額１，６１６万６，

０００円、控除額４０１万円となってお

ります。これは、平成２２年度の人数１

９人、寄附金額２６９万円、控除額４３

万４，０００円、平成２３年度の人数２

５人、寄附金額９６万円。控除額３１万

２，０００円と比較して大幅増となって

おりますが、その要因は東日本大震災に

伴う被災地方公共団体に対する寄附金義

援金の増加によるものと考えております。

　続きまして２点目、たばこ税率の改正

に伴う府市間の財源調整ということでご

ざいますけれども、このたびの税率改正

は平成２３年度の税制改正において企業

の国際競争力強化等の観点から、法人実

効税率の引き下げと課税ベースの拡大が

実施されたことに伴い、地方税収に極力

影響を与えないよう都道府県と市町村の

増減収を調整するため、平成２５年度か

ら道府県たばこ税の一部を市町村たばこ

税に移譲するものでございます。その内

容は、たばこ税の税率で１，０００本に

つき６４４円を、旧三級品のたばこ税の

税率で１，０００本につき３０５円をそ

れぞれ道府県と市町村間において増減す

るものであり、この改正によるたばこ売

り渡し価格の変動はございません。個別

の内容につきましては、法人税の税率引

き下げの影響が府と市が持っております

法人住民税の減収につながります。ただ

し府の場合は、法人事業税という税を持っ

ております。これは法人税の課税ベース

の拡大により増収になります。そのアン
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バランスを同じく市町村と都道府県で共

通の税目である、たばこ税で調整すると

いう形になっております。

○三好義治委員長　北野次長。

○北野総務部次長　財政課にかかわりま

す何点かのご質問にお答え申し上げます。

　まず１点目ですが、経常収支比率の見

通しということでございます。平成２３

年度は９９．４％で、ご存じのように経

常収支比率は分母が経常一般税源、分子

が経常経費充当一般財源になっておりま

して、分母の多くは市税収入が占めるわ

けでございます。平成２３年度の市税の

決算額を見てみますと、１８４億２，４

７４万３，０００円と非常にスケールと

しては大きな金額になっております。今

回の補正後の平成２４年度予算現額ベー

スで見ますと、１７３億６，８００万円

でございます。このことからも考えます

と分母部分の数値が減少いたしておりま

す。一方、歳出のほうですが、これも決

算分析等でご説明申し上げていましたが、

いわゆる義務的経費であります扶助費の

増がとまりません。今まではその増を人

件費の減、いわゆる定数の削減とかそう

いうところで打ち消しておったんですが、

ここの部分の増が非常にダイレクトにか

かわってくるということでございまして、

不確定要因、今後の税収の見込みであり

ますとか、歳入面の要因がございますが、

財政方としましてはこの９９．４％は悪

化するというふうに見通しております。

　２点目の地域の元気臨時交付金の政府

の縛りということでして、この交付金は

午前中にもございましたが、国の経済対

策に乗っかっていきまして１３．１兆円

で、そのうち公共事業が非常に大きゅう

ございます。この公共事業も地方にかか

わる部分がございますので、そこの地方

負担を幾分和らげるということで１兆３，

９８０億円の地域の元気臨時交付金が出

てまいります。これはしかくのはじき方

なんですが、いわゆる追加補正になりま

した補助事業の裏負担ですね、この裏負

担のおおむね７割について国は面倒を見

ましょうというお話でした。摂津市にお

いては、財政力が高いということで６割

という形になります。これをはじきます

と午前中にも答弁しましたが、３億１，

８９３万９，０００円という形で今試算

しているところでございます。現実の縛

りということなんですが、この事業は原

則として建設事業費いわゆる起債対象事

業に充当することができますよという縛

りがございます。

　その充当していました中身として、こ

れは自治振興課の所管になるんですが、

ＬＥＤ防犯灯の事業にこの元気臨時交付

金を充てております。これが、３，４７

４万程度を充てております。防犯灯と街

路灯との違いのご指摘なんですが、この

いわゆる８００万円の歳入の国庫補助金

は環境省所管でございまして、その環境

省の補助の名称に街路灯等というような

名称を使っておりまして、いわゆる街路

灯であろうが防犯灯であろうがいわゆる

ＬＥＤ化によって二酸化炭素を減らす、

そういう目的である事業に対して国費を

つけましょうということで、財政方とい

たしましては、所管の環境省に対して補

助申請をしたという経過でございます。

　続きまして庁舎等の総合管理業務とい

うことで、予算概要の後にいいろいろ資

料をつけさせていただいております。こ

れはもともと、それぞれいろんな箱物の

中には個別委託がございました。エレベー

タの保守点検委託であるとか、あるいは

窓ガラスの清掃委託であるとか、それぞ

れ個別の委託業務をそれぞれ所管が単体

で契約してまいりました。
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　平成１４年から、いわゆるその性質に

着目することによって全てをくくってし

まおうと。それによってスケールメリッ

トを発揮させて、いわゆる施設の総合管

理をしましょうということで、いろんな

箱物の中身の委託はいろいろあるんです

が、そこをくくって同一業者に発注し競

争を促そうという試みを平成１４年度か

らやっておりまして、最初にやったのは

平成１４年から１６年という３年間を設

定して、債務負担行為を設定してやって

いったんですが、平成２０年から５年を

スパンに、そういう公共施設のくくりを

どんどん施設を拡大しながら請負額をふ

やしていって、単体でやるよりスケール

メリットを発揮することによって経費を

抑えてきたという経過がございました。

　これも議員が債務負担行為の補正を審

議する際、中身の詳細それぞれ施設ごと

の委託料の詳細を審議したいということ

で、今回、予算概要の中でそれぞれ施設

にかかわります個別の委託明細を掲載さ

せていただいたという中身でございます。

　続きまして、予防保全の考え方と予算

ということでございます。予算編成に当

たりまして各要求原課に対しましては、

それぞれ施設、設備も含めて営繕計画を

つくってくださいということを求めてお

ります。それと同時に営繕履歴もやはり

データとしてしっかり把握してください

と。それで予算要求にあたっては、営繕

計画に基づき予算要求をしていただきた

いという形で申し上げております。今年

度から原課が要求します営繕の内容につ

いて、建築所管の技術者の目を通して意

見をいただいて我々予算査定をさせてい

ただいているという経過がございます。

○三好義治委員長　西川課長。

○西川防災管財課長　２点についてお答

えさせていただきます。

　まず４番目の土地売払収入について、

平成２４年度に公募をかけた結果、千里

丘２丁目の土地が売却できました。それ

以外につきましては不調になったんです

が、その理由についてまずお答えいたし

ます。昨年１０月に受付を開始しまして

１１月１４日から２０日の間に公売に出

した５物件につきまして、入札を開票し

まして結果を見たところ、千里丘２丁目

のことぶき商店街の中の土地が売却され

たということでございます。最低売却価

格を公表しています関係から、それ以外

の物件につきましては入札がなかったと

いう結果になっております。

　不調の理由としましては、直接入札参

加者に確認はしておりませんので定かで

はないんですが、平成２３年度売却され

た物件、それから平成２４年度売却され

た物件についての傾向から考えますと、

建設地に駅が近いであるとかそういう物

件がやはり好まれて、その後宅地にされ

るという現状がございます。

　続きまして、低未利用地有効利用等検

討委員会の中の３２物件につきましての

売却その他の予定につきまして、お答え

させていきます。一覧表にございます３

２物件につきましては、まず番号から言

わせていただきますと、１番の千里丘ガー

ド代替地というとことは、ことぶき商店

街ふれあい広場というところで、これに

つきましては先ほど申し上げましたよう

に平成２４年度売却されております。続

きまして８番目のふれあいルーム・旧三

宅幼稚園の跡地につきましては、これに

つきましても平成２３年度売却済みでご

ざいます。１３番目の市民プール駐輪場

跡ということで、包括支援センターの向

えの三角地につきましては、平成２４年

度で公募をかけてございます。続きまし

てページをめくっていただきまして２０
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番目の東一津屋土地区画整理事業内の１

というところで現在民間に駐車場として

貸してる土地なんですが、これについて

も平成２４年度公募してございます。２

１番目の東一津屋の区画整理内の物件に

つきましてこれは天下一品の裏の土地に

なりますが、これも平成２３年度に売却

済みでございます。続きまして２３番目、

同じく東一津屋区画整理内の４番目の土

地なんですが、これについては摂津の湯

の裏手、中央環状線に面するところで資

材置き場として貸し出しを行っていた土

地なんですが、今は貸し出し中断してお

りまして平成２４年度に公募をさせてい

ただいております。２６番目の鳥飼野々

団地につきましては、この一部を平成２

４年度公募中でございます。最後、下か

ら２番目の３２番目なんですが、鳥飼北

部区画整理事業内の２ということで、鳥

飼新町こちらにつきましては平成２３年

度の売却済みでございます。新規の鳥飼

北部の区画整備内の１につきましては、

昨年から売却公募を行っておりますがま

だ売れずに平成２４年度も公募しておる

土地でございます。

　続きまして１０番目の地域防災計画に

つきまして、改正履歴を追録加除一覧表

に記入していくべきということでご意見

いただいております。以前から議員のほ

うからご指摘いただいている件なんです

が、平成１９年度以降軽易な変更のみを

させていただいてまして、今回、地域防

災計画の見直しを行うということで、ぜ

ひとも過去の履歴を残してまいりたいと

考えております。

　また、情報収集伝達訓練につきまして

は、ことし１月２４日に災害対策本部を

立ち上げまして、情報収集情報伝達訓練

を実施いたしました。災害本部のほかに

全避難所２８か所で連絡所班それから初

期防災班を動員しまして、参集訓練や初

動期の訓練実施をいたしました。災害対

策本部では災害対策本部員を招集し情報

収集訓練を行いましたが、その合間に災

害時に起こるであろう事象に対する対応

策を災害対策本部の中で議論していただ

きました。課題を出しまして、議論して

いただいたのですが、そのときの課題と

しましては避難所に多数の方が避難をし

ているということで、摂津市が備蓄して

おります非常食の分配をどういうふうに

行うのか、それからその人員はどうする

のか、事業者への食品の提供はあるのか

という課題を付与した結果、いろんな議

論がされまして物資の運搬にあたる職員、

それから交通状況その辺の確保、それか

ら職員の参集状況などが議論され、この

ような場合にいろんな課題が出ることが

その場でわかったわけですが、こういう

ものにつきましては以前から提案されて

いますＢＧＰであるとか、そういうもの

も今後進めてまいりたいのと地域防災計

画にも反映させてまいりたいと考えてお

ります。

○三好義治委員長　松方総務課長。

○松方総務課長　先ほどのふるさと納税

の分で、総務課として寄附金を受けてい

る実績について報告します。

　平成２０年度から平成２５年３月１０

日の時点までですが、件数としては１２

８件、金額として６７１万７，０００円

でございます。そのうち一般の方からの

納付の件数は１２件、金額として６０万

７，０００円でございます。

○三好義治委員長　大橋課長。

○大橋人事課長　人事課にかかわります

２点のご質問にご答弁申し上げます。

　まず業績評価制度の導入目的といいま

すか必要性についてでございます。本会

議の答弁と重複する部分があるかとは思
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うのですけど、大きくは３点上げさせて

いただきたいと思います。１点目には、

適切な人事評価、人事管理の実現、２点

目には、年功に連動した単純な給与シス

テムの是正、３点目には、職員個々及び

組織のモチベーションといいますか志気

の向上、公務能率の向上の観点でござい

ます。

　１点目の適切な人事評価、人事管理に

つきましては、現在、人事考課といたし

まして能力評価というものを既に導入し

て運用をしております。これは職員個々

の日々の業務遂行上で発揮した能力を評

価するということで個人のポテンシャル

的な部分、極端に言いますと大きく変わ

らない部分になるんですけれども、現在

の評価についてはこの部分だけであると

いうことで少しやはり足りない。この目

標管理制度、目標管理の手法を用いた業

績評価を導入をすることによって、その

部分を補うことができるというふうにも

考えております。

　２点目の給与システムの部分でござい

ますが、我々地方公務員が今の非常に厳

しい時代の中で置かれている外部環境等、

内部環境も含めてですけども、そのあた

りを考えたときに単純に年功に連動して

給料が決まるというシステムでは、きち

んとした公的責任を果たすことができな

いという考え方もございますので、その

あたりも踏まえてこの業績評価というも

のを導入するということでございます。

　３点目の部分につきましてはモチベー

ション、公務能率の点でございますが、

このあたりにつきましては、やはり個人

の能力と実績を正しく評価して昇任や給

料等に反映することが、組織にとっても

個人にとっても有益であるということの

中で業績評価制度、目標管理的な手法を

用いた業績評価制度を導入していくとい

うことでございます。

　それとモチベーション評価ということ

でご質問いただきましたけれども、モチ

ベーションを上げる方法として、一つに

は目標を設定して挑戦を楽しむという考

え方がございます。これは目標を達成す

ることに意味を見出して、自分に対する

課題への挑戦を楽しむという考え方にな

るんですけども、この部分については目

標管理的な業績評価制度を導入すること

で個々の職員がどういった目標の設定の

仕方をしているか、どういうふうに業務

の優先順位を考えているか、どれが課題

かと考えているか、そのあたりを見るこ

とである程度個人のモチベーションとい

うものも多少は把握できるのではないか

というふうには考えております。

　次に、職員の健康の観点でのメンタル

の部分でございますけれども、現在休職

辞令を出している職員は１名。この数字

なんですけれども、休職辞令に至る前の

病気休暇の部分も含めてですけども、過

去１０年以上大きくはかわっておりませ

ん。最近ふえたということもございませ

ん。このあたりの考え方につきましては、

人事課に配置をしております嘱託の保健

師さん並びに産業医の先生とも連携を深

めながら対応するとともに、人事課と原

課とも調整をしながら対応をしてまいり

たいというふうに考えております。

○三好義治委員長　山口課長。

○山口政策推進課長　土地売却、低未利

用地の有効利用、こちらの土地の関係に

絡みまして、旧味舌小学校と旧三宅小学

校の跡地についてと、指定管理料につい

てご答弁申し上げます。

　まず小学校の跡地についてございます

けれども、これにつきましては平成１７

年の第４回定例会におきまして統合の条

例案をご可決いただいてから、幾度とな
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く地元においては懇談会を教育委員会の

ほうでも開催をされ、私ども政策推進課

のほうでも地元で懇談会を持って地元の

ご意向とかこういうことについては重々

お伺いをして、その内容も含めまして総

合的に判断した結果、体育館の恒久活用

を決定し、またグラウンド及び校舎の一

部を暫定利用を決定をし、またその期間

について平成２６年３月３１日までとい

うことで更新をしてきたところでござい

ます。

　平成２６年度以降の活用方針というこ

とでございますけれども、今の段階にお

きましては、もう少し市全体のまちづく

りの観点から検討を進めさせていただき

まして、本年の秋ごろを一定の時期とみ

て、一定の方向性をお示しできるんでは

ないかというふうに考えております。

　それから指定管理料のことでございま

す。平成２３年度予算額と平成２３年度

決算額これを比較したときに、ほぼ１０

０％のものと、その比率が予算を分母、

決算を分子にしたときに六十数％のとこ

ろがあるのではないか、これはどういう

ことかというご質問であったかと思いま

すけれども、今、私のほうでおのおの施

設の指定管理料の内訳と申しますか、決

算の内容、予算と決算の比較、詳細なと

ころで比較できる資料を持っておりませ

んので確実なことがなかなか申せなくて

申しわけないのですけれども、おのおの

施設によりまして相当性格が違いまして、

指定管理料の積算の内容とかそのあたり

も相当施設によって違いがございます。

例えば、固定経費が相当多い施設もござ

いましたら、修繕費のような変動するよ

うな要素、大きい施設であったらそれな

りの額が出てくるかと思いますけれども、

ある一定の修繕にも対応するということ

でもって指定管理料を積算しているとい

うふうな施設もございます。また、総額

で契約をするわけですけれども、基本的

に本市が平成１８年度から指定管理を始

めたときに、精算制ということを採用し

ております。現在も基本は精算というこ

とをしておりますけれども、例えば、平

成２３年度から新たに指定管理制度を導

入しました図書館につきましては、指定

管理者の経営とか管理運営に関するイン

センティブといいますか、やれば報われ

るという自分たちに返ってくるというふ

うなところを、そういうインセンティブ

を働かせるために当初の契約を１００で

契約をして、これは相当厳しいとは思う

んですけれども、この中で何とか自分ら

で効率的な運営をすれば９０でもって運

営できるということになりましたら、残

りの１０についてはその団体の収入とい

うふうなことになって、このことが相まっ

て市民サービスのさらなる向上に結びつ

くというふうなことを期待してそういう

方法でやっているところもございます。

　今後につきましての考え方ですけれど

も、精算は精算として必要な部分はある

んですけれども、やはり指定管理者のそ

ういう経営努力を一層促すというふうな

ことから、効率的な管理運営を一層促す

という観点からは、頑張れば自分たちに

返ってくるんだと。だから何とかいい運

営をしようというふうな、そういうイン

センティブが働くような仕組み、利用料

金制も含めまして検討をしてまいりたい

とこのように考えております。

○三好義治委員長　橋本課長。

○橋本予防課長　住宅用火災警報器の設

置後の点検方法というご質問だったと思

います。点検の方法については、設置者

による自主の点検でございます。まず外

観点検といたしまして、感知部にほこり

がついていないかという目視点検をまず
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してもらいます。それから機能点検とい

たしまして、テストスイッチその機種に

よって押しボタンであったりひもであっ

たりいたしますが、それを作動さすこと

によって自動点検する機能がついてる機

種がほとんどでございます。それと電池

の寿命なんですが、どのメーカも約１０

年ぐらい持つということで、機種によっ

ては音声や光で交換時期を自動で知らせ

る機能がついてるものもございます。

　機器の点検についての広報はどうこれ

からしていくんやということやったと思

うんですが、地区の自主防災訓練、防火

フェアで住宅用火災警報器の相談コーナ

を設けまして、設置の必要性、点検につ

いての相談にお答えしております。また

市のホームページにも点検についての記

載をしておりまして、今年度は財団法人

大阪府消防設備協会の火災予防普及啓発

事業を活用いたしまして、住宅用火災警

報器のパンフレットを作成し、設置及び

維持管理について周知を図っております。

今後もあらゆる機会を捉えまして住宅用

火災警報器の設置啓発活動に取り組むこ

とはもちろんのこと、機器の維持管理に

つきましても周知を図ってまいりたいと

考えております。

○三好義治委員長　樋上部参事。

○樋上消防本部参事　貯水槽についてと、

消防水利維持管理についての２点にお答

えいたします。

　貯水槽でございますが、平成２５年３

月１日現在の公設の貯水槽は８８基、そ

のうち耐震性が５６基でございます。公

設貯水槽につきましては、毎月１回定期

的に職員が巡回をしまして点検を行って

おります。参考でありますが、私設貯水

槽は民間会社に設置されているものでご

ざいますが、耐震性貯水槽は１３６基で

ございます。私設貯水槽の使用は消防水

利等使用承諾書を所有者等と書面で交わ

しまして、有事の際には使用ができるよ

うになっております。また維持管理につ

きましては、所有者等が行っております。

消防水利の維持管理につきましては、消

防水利事業の需用費、消耗品費で職員が

点検した結果を基に消火栓の標識及び貯

水槽の標識を購入しまして、老朽化した

ものから順次交換しております。需用費、

修繕料につきましては、消火栓枠標示の

黄色ペイント溶着塗装の損傷が激しいも

のから順次塗装を行っております。

○三好義治委員長　暫時休憩します。

（午後５時１３分　休憩）

（午後５時１５分　再開）

○三好義治委員長　再開します。

　本日の委員会はこの程度にとどめ散会

いたします。

（午後５時１６分　散会）

委員会条例第２９条第１項の規定により

署名する。

　総務常任委員長　　三　好　義　治

　総務常任委員　　　上　村　高　義
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